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近
世
文
書
の
伝
来
と
活
用

　
文
書
群
の
性
格　
地
域
研
究
史
料
館
は
、
尼
崎
地
域
に
関
連

す
る
十
万
点
単
位
の
近
世
文
書
を
収
蔵
し
て
い
ま
す
。
現
在
、

閲
覧
可
能
な
文
書
群
と
そ
の
概
要
は
、
史
料
館
公
式
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
中
の
「
古
文
書
・
近
現
代
文
書
類
」
の
ペ
ー
ジ
に
公
開
さ

れ
て
い
ま
す
。
目
録
デ
ー
タ
が
あ
る
も
の
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ

ル
で
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

文
書
群
は
、
市
内
に
関
す
る
も
の
が
六
地
区
（
大
正
五
年
―

一
九
一
六
―
の
尼
崎
市
制
施
行
時
の
施
行
区
域
及
び
、
明
治
二
二
年

―
一
八
八
九
―
の
町
村
制
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た
行
政
村
の
村
域

を
単
位
と
す
る
現
行
の
行
政
区
）
と
「
そ
の
他
」、市
外
が
「
摂
津
」

と
「
そ
の
他
」
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
文
書
群
は
、そ
れ
ぞ
れ
に
伝
来
の
経
緯
が
異
な
り
、

異
な
る
固
有
の
性
格
が
あ
り
ま
す
。
調
査
・
研
究
に
各
文
書
群

を
利
用
す
る
た
め
に
は
、こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

近
世
文
書
の
特
質
は
、
幕
府
や
藩
な
ど
支
配
す
る
側
の
文
書

に
加
え
て
、
町
村
に
膨
大
な
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
町
村
は
幕
藩
領
主
支
配
の
単
位
で
あ
り
、
役
人
を
務
め
る

町
人
・
百
姓
家
で
は
毎
年
多
く
の
文
書
が
作
成
さ
れ
、
代
々
保

管
さ
れ
ま
し
た
。

　
田た

の能
村
の
文
書
引
継
目
録　
町
村
役
人
が
交
代
す
る
と
、
旧

役
人
か
ら
新
役
人
へ
文
書
が
引
き
渡
さ
れ
ま
し
た
。
安
永
九
年

（
一
七
八
〇
）、
田
能
村
の
庄
屋
交
代
時
に
作
成
さ
れ
た
「
庄
屋

文
書
引
継
目
録
」（
地
域
研
究
史
料
館
所
蔵
・
上
島
彦
兵
衛
家
文
書
）

か
ら
、
ど
う
い
う
文
書
が
保
管
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
み
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　

引
継
目
録
に
記
載
さ
れ
る
文
書
は
、
土
地
・
水
利
・
貢
租
・

戸
籍
・
五
人
組
に
大
別
で
き
ま
す
。

　

土
地
は
、
検
地
帳
一
冊
と
安
永
四
年
田
畑
絵
図
一
舗ほ

で
す
。

目
録
に
検
地
帳
の
年
紀
は
未
記
載
で
す
が
、
文
禄
三
年
（
一
五

九
四
）
の
い
わ
ゆ
る
太
閤
検
地
帳
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

水
利
は
、
田
能
村
の
猪
名
川
地
先
に
設
け
ら
れ
た
樋
口
か
ら

取
水
す
る
三
ツ
又
井ゆ

ぐ
み組
に
関
わ
る
文
書
で
す
。
井
組
内
で
は
、

し
ば
し
ば
用
水
の
分
配
を
め
ぐ
る
争
論
が
お
こ
り
、
解
決
時
に

取
り
決
め
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
争
論
は
、
他
の
井
組
と
の
間

で
も
お
こ
り
ま
し
た
。用
水
は
農
業
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
文
書
は
村
の
権
利
を
守
る
大
切
な
も
の
と
し
て
保
管

さ
れ
ま
し
た
。

　

貢
租
は
、
前
年
の
免め

ん
じ
ょ
う状が
引
き
渡
さ
れ
ま
し
た
。
免
状
は
村

の
年
貢
納
入
高
を
通
達
す
る
文
書
で
、
毎
年
作
成
さ
れ
ま
し

た
。
年
貢
高
の
変
遷
が
知
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
村
で
は
大
切
に

保
管
さ
れ
、
長
期
間
の
免
状
が
残
さ
れ
て
い
る
文
書
群
も
多
い

の
で
す
が
、
安
永
九
年
の
田
能
村
の
場
合
、
引
き
渡
さ
れ
た
の

は
前
年
の
免
状
だ
け
で
す
。
長
期
間
、
あ
る
い
は
二
、
三
年
以

内
の
免
状
が
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

田
能
村
で
は
安
永
八
年
分
の
み
が
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

安
永
七
年
以
前
の
免
状
は
前
庄
屋
家
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
反ほ

ご古
紙
と
し
て
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
こ
の
田
能
の
例
の
よ
う
に
、
庄
屋
が
交
代
す
る
と
現

用
文
書
と
非
現
用
文
書
の
区
別
が
行
な
わ
れ
、
村
の
文
書
が
分

散
す
る
場
合
が
あ
り
ま
し
た
。

　

村
の
家
ご
と
の
家
族
構
成
・
宗
旨
が
記
載
さ
れ
る
宗し

ゅ
う
も
ん
門

改あ
ら
た
め
ち
ょ
う
帳
も
毎
年
作
成
さ
れ
ま
し
た
が
、
や
は
り
現
用
文
書
と
し

て
引
き
渡
さ
れ
た
の
は
前
年
分
の
み
で
す
。
五
人
組
帳
も
同
様

で
、
キ
リ
シ
タ
ン
・
年
貢
納
入
の
連
帯
責
任
等
百
姓
支
配
の

基
本
法
令
が
記
さ
れ
る
法は

っ
と
が
き

度
書
も
、
享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）

分
の
み
が
引
き
渡
し
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
文
書
の
引
継
と
取
捨
選
択　
庄
屋
交
代
時
に
、
箪
笥
・
帳

ち
ょ
う
ば
こ箱

等
に
収
納
さ
れ
る
文
書
の
大
半
が
新
庄
屋
に
引
き
渡
さ
れ
る
村

も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
現
用
文
書
と
非
現
用
文
書
は
区
別

さ
れ
、
非
現
用
文
書
は
旧
役
人
家
に
残
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は

処
分
さ
れ
ま
し
た
。
宗
門
改
帳
は
、
村
の

人
口
動
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
有
用

な
史
料
で
す
が
、
文
書
群
に
よ
っ
て
残

存
量
が
異
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
理
由

か
ら
で
す
。

　

一
方
、
水
利
関
係
の
文
書
は
、
近
世
初

頭
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
村
の
権
利
に

関
わ
る
重
要
文
書
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
と

り
わ
け
、
争
論
関
係
文
書
は
大
切
に
保
管

さ
れ
ま
し
た
。
幕
藩
領
主
の
裁
許
状
は
、

立
派
な
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
た
だ
し
、
多
く
の
場
合
は
、
願

書
・
返
答
書
や
結
果
が
記
さ
れ
た
文
書
の

み
が
残
さ
れ
、
争
論
の
過
程
で
作
成
さ
れ

た
多
く
の
文
書
は
破
棄
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

文
書
群
は
、
こ
う
し
た
近
世
の
人
々
に

よ
る
取
捨
選
択
を
経
て
現
存
し
て
い
る
の

で
す
。

　

田
能
村
は
幕
府
領
と
旗
本
長
谷
川
家
の

相あ
い
き
ゅ
う給
村
で
、
幕
府
領
は
、
大
坂
城
代
領
・

大
坂
定
番
領
と
な
る
な
ど
領
主
交
代
が
繰

り
返
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
相
給
支
配

と
頻
繁
な
領
主
交
代
は
大
坂
周
辺
農
村
の

特
徴
で
あ
り
、領
主
交
代
の
た
び
に
現
用
・

非
現
用
の
区
別
が
行
な
わ
れ
、
文
書
が
散

逸
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
相
給
村
の
庄
屋
家
に
は
、
一
領

主
に
関
わ
る
文
書
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
市
域
で
は

五人組

戸　籍

【近世：安永9年(1780)】

貢　租

田能村の文書の伝来
（上島彦兵衛家文書、安永9年「庄屋文書引継目録」、明治17年「当村共有物引継目録」より）

寛文9年出入関係
宝暦7年三ツ又井関係

文禄3年検地帳
享和2年検地帳
天保9年名寄帳
天保9年検地写帳

戸籍帳写   

【近代：明治17年(1884)】

土　地

検地帳
安永4年田畑絵図

水　利

安永8年免状等

安永8年宗門改帳

享保14年五人組法度書
安永8年五人組帳

地租御改正関係諸調帳簿
地券証渡帳
地券名前帳
地籍帳簿
山野取調簿
山林原野一筆限帳

寛文9年出入関係
宝暦7年三ツ又井関係
下六ヶ村三ツ俣争論関係
富田村より当村へ差入一札
岩屋村水論為取替一札

御免状幷検地帳
明治16年中地方税徴収簿
明治16年中地税徴収簿
明治16年中村費勘定徴収簿

種痘人済証
氏神三社関係書類
地誌取調書

上
島
彦
兵
衛
家
文
書

安
永
九
年「
庄
屋
文
書
引
継
目
録
」（
田
能
村
）
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東
部
に
相
給
村
が
多
い
の
で
、
調
査
・
研
究
に
お
い
て
は
、
こ

う
し
た
文
書
の
伝
来
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ゆ
え

に
、
町
村
の
領
主
変
遷
を
知
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

　

一
方
、
代
々
庄
屋
を
務
め
、
近
代
以
降
も
町
村
を
生
産
・
生

活
の
基
盤
と
し
た
家
の
文
書
は
、
文
書
引
き
渡
し
の
経
験
が
な

い
た
め
、多
種
多
様
な
文
書
が
豊
富
に
残
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　

近
世
の
村
は
、
明
治
二
二
年
の
町
村
制
施
行
ま
で
は
行
政
単

位
で
し
た
。
田
能
村
の
明
治
一
七
年
の
引
き
渡
し
目
録
（
上
島

彦
兵
衛
家
文
書
「
当
村
共
有
物
引
継
目
録
」）
に
は
、
明
治
以
降
作

成
さ
れ
た
文
書
と
と
も
に
、村
の
権
利
に
関
わ
る
近
世
の
土
地
・

水
利
文
書
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
代
に
お
い
て
も
、
現
用

文
書
と
し
て
大
切
に
保
管
さ
れ
る
近
世
文
書
が
あ
っ
た
の
で

す
。
明
治
以
降
も
近
世
文
書
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
さ
れ

た
の
は
、
村
が
行
政
・
生
産
・
生
活
の
単
位
と
し
て
機
能
し
続

け
た
か
ら
で
す
。
近
代
の
裁
判
で
、
近
世
文
書
が
証
拠
書
類
と

し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
近
世
文

書
は
、
近
代
に
お
い
て
も
「
生
き
て
い
る
文
書
」
で
し
た
。

　
公
文
書
と
私
文
書
、
収
集
文
書　
近
世
か
ら
近
代
の
あ
る

時
期
ま
で
、
町
村
役
人
家
が
役
場
で
あ
り
、
土
地
・
戸
籍
・

村む
ら
に
ゅ
う
よ
う

入
用
等
の
公
文
書
が
町
村
役
人
家
で
保
管
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
公
文
書
と
、
そ
の
家
の
私
文
書
は
し
ば
し
ば
混
在
し

て
い
ま
す
。

　

私
文
書
に
は
経
営
帳
簿
、
金
銭
出
入
帳
、
家
の
吉
凶
に
関
わ

る
文
書
等
々
が
あ
り
ま
す
。
表
題
・
内
容
か
ら
公
文
書
・
私
文

書
の
区
別
が
つ
き
や
す
い
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
と
く
に
手
紙

は
、町
村
役
人
と
し
て
交
わ
さ
れ
た
も
の
か
個
人
的
な
も
の
か
、

判
断
に
困
る
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
と
く
に
近
世

は
公
と
私
の
境
界
が
曖
昧
な
社
会
で
あ
り
、
調
査
・
研
究
の
最

初
の
段
階
に
お
い
て
、
各
文
書
の
作
成
目
的
が
公
私
い
ず
れ
な

の
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

大
庄
屋
の
文
書
や
、
し
ば
し
ば
争
論
の
内な

い
さ
い済
に
関
わ
っ
た
家

の
文
書
を
見
て
い
る
と
、
そ
の
村
と
直
接
関
係
の
な
い
文
書
に

出
く
わ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
家
文
書
に
、
そ
の
村
と

は
無
関
係
な
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
新
し

く
家
の
一
員
と
な
っ
た
養
子
・
妻
が
生
家
か
ら
持
ち
込
ん
だ
と

判
断
で
き
る
文
書
も
多
い
の
で
す
が
、
な
ぜ
そ
の
文
書
が
そ
こ

に
あ
る
の
か
、
は
っ
き
り
と
し
た
理
由
は
不
明
な
こ
と
が
大
半

で
す
。
な
か
に
は
非
常
に
興
味
深
い
内
容
の
文
書
で
あ
る
場
合

も
あ
り
ま
す
が
、
伝
来
の
経
緯
が
不
明
な
文
書
は
、
慎
重
に
利

用
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

収
集
文
書
も
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
が
収
集
の
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、
家
文
書
に
収
集
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、

可
能
な
限
り
、
収
集
文
書
の
履
歴
確
定
に
努
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

近
世
文
書
の
性
格
は
多
様
で
す
。
調
査
・
研
究
で
は
、
最
初

に
、
そ
の
文
書
群
の
性
格
を
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

家
の
代
々
の
当
主
、
経
営
、
役
人
を
務
め
た
期
間
、
支
配
し
た

領
主
の
変
遷
を
知
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
文
書
の
形
状
と
種
別　
文
字
を
書
く
た
め
に
使
用
す
る
紙
を

料り
ょ
う
し紙
と
い
い
、
目
的
や
用
途
に
よ
っ
て
紙
質
・
形
状
が
選
択
さ

れ
ま
し
た
。

　

武
家
・
寺
社
で
は
雁が

ん
ぴ皮
を
原
料
と
し
、
光
沢
の
あ
る
上
質
の

斐ひ

し紙
も
利
用
さ
れ
ま
し
た
が
、
町
村
文
書
で
は
大
量
に
生
産
で

き
た
楮こ

う
ぞ
が
み紙が
多
く
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
楮
紙
は
、
用
途
に
よ
っ

て
、
檀だ

ん
し紙
・
奉ほ
う
し
ょ
が
み

書
紙
・
杉す
ぎ
は
ら
が
み

原
紙
等
が
使
い
わ
け
ら
れ
ま
し
た
。

近
世
に
は
も
っ
と
も
普
及
し
た
紙
質
で
す
。

　
一
紙
文
書
と
一
括　
近
世
文
書
の
形
状
は
、
一
紙
文
書
と
冊

子
文
書
に
大
別
で
き
ま
す
。

　

一
紙
文
書
に
は
、
料
紙
の
全
紙
を
横
長
の
形
で
そ
の
ま
ま

使
う
竪た

て
が
み紙
、
横
に
二
つ
折
り
に
し
て
使
う
折お
り
が
み紙
、
切
っ
て
使

白井栄氏文書、安永5年「御用銀受取りにつき一札」「（同）写し」「（同）銀子預かり証文控え」

白井栄氏文書（地域研究史料館寄託）。白井家は山田村（現伊丹市）の出身ですが、江戸
時代の初めにはすでに今北村のうち芋村山田新田に居住していたと思われます。慶応元年

（1865）の武庫川洪水により山田新田が全滅したため、明治初年から昭和戦前期まで尼崎町
の宮町において生

き あ げ

揚げ醤油などの醤油醸造・販売業として「白井庄九郎商店」を営みました。

継目継目
🄰 - ①

🄰 - ②

🄰 - ③

🄰 - ④

○
『
古
文
書
参
考
図
録
』（
柏
書
房
、
一
九
七
九
）
を

参
考
に
図
版
を
作
成
し
た
。
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う
切き
り
が
み紙
、
二
枚
以
上
の
紙
を
貼
り
つ
な
い
で
使
う
継つ
ぎ
が
み紙
が
あ

り
ま
す
。

　

具
体
的
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
前
頁
の
「
一
札
之
事
」（
Ａ

―
①
）
は
、前
後
に
切
紙
が
貼
り
継
が
れ
た
継
紙
の
文
書
で
す
。

紙
の
つ
な
ぎ
め
を
継
目
と
い
い
、
右
の
紙
を
上
に
し
て
貼
る
こ

と
が
多
く
、
継
目
に
は
、
関
係
者
が
押
印
し
て
い
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　
「
一
札
之
事
」
は
、
尼
崎
藩
が
領
民
に
銀
六
貫
目
を
借
用
し

た
際
、藩
の
役
人
が
貸
し
手
で
あ
る
芋
村
の
庄
九
郎
等
三
人
と
、

野
間
村
（
現
伊
丹
市
域
）
の
源
三
郎
の
計
四
人
に
返
済
を
約
束

し
た
証
文
で
す
。
棚
橋
・
平
野
・
大
嶋
の
三
人
が
藩
の
役
人
で
、

お
そ
ら
く
農
村
支
配
を
統
轄
す
る
郡
代
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
棚

橋
・
大
嶋
が
押
印
し
て
い
る
こ
と
か
ら
原
本
だ
と
考
え
ら
れ
、

平
野
が
押
印
し
て
い
な
い
の
は
、
文
書
作
成
時
に
不
在
か
病
気

療
養
中
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
証
文
は
、
宛
名
人
の
芋
村
・
庄
九
郎
と
同
一
人
物
だ
と

思
わ
れ
る
山
田
新
田
村
の
庄
九
郎
が
保
管
し
ま
し
た
。そ
こ
で
、

原
本
が
書
写
さ
れ
、
庄
九
郎
が
確
か
に
預
か
っ
た
旨
の
文
書
が

作
成
さ
れ
ま
し
た（
Ａ
―
②
）。
そ
の
た
め
、こ
の
文
書
で
は
、「
一

札
之
事
」（
Ａ
―
①
）
の
差
出
人
で
あ
る
藩
の
役
人
の
押
印
個
所

に
は
「
印
」
と
書
か
れ
、
末
尾
に
「
私
方
ニ
而
慥
ニ
預
り
置
申

候
」（
私
方
に
て
慥た
し

か
に
預
か
り
置
き
申
し
候
そ
う
ろ
う）
と
認し
た
ため
、
庄
九
郎

が
押
印
し
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
藩
に
用
立
て
ら
れ
た
銀
六
貫
目
は
、
庄
九
郎
た
ち
が

木こ
う
ず
き器
村
（
現
三
田
市
域
）
の
百
姓
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
し
た
。

「
預
り
申
銀
之
事
」（
Ａ
―
③
）
は
、
両
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
た

借
銀
証
文
で
す
。
原
本
は
貸
し
手
に
渡
さ
れ
、
庄
九
郎
側
に
は

そ
の
写
文
書
が
残
さ
れ
ま
し
た
。
原
本
に
は
庄
九
郎
た
ち
が
押

印
し
、
写
文
書
で
は
、
原
本
の
押
印
個
所
に
「
印
」
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

古
文
書
学
で
は
、
写
の
う
ち
、
原
本
に
準
じ
て
作
成
さ
れ
原

本
に
準
じ
た
効
力
を
持
つ
文
書
の
こ
と
を
案あ

ん
も
ん文
と
い
い
ま
す
。

近
世
の
町
村
文
書
で
は
、
案
文
と
控
え
の
た
め
の
写
が
厳
密
に

区
別
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
判
然
と
し
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
、
押
印
さ
れ
て
い
れ
ば
原
本
、「
印
」
と
表
記
、

あ
る
い
は
無
印
で
あ
れ
ば
写
だ
と
い
う
区
別
が
で
き
る
こ
と

は
、
調
査
・
研
究
の
基
礎
知
識
と
し
て
必
要
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
三
通
の
文
書
は
、
紐
で
一
括
さ
れ
て
保
管
さ
れ
ま
し
た

（
Ａ
―
④
）。
一
括
紐
に
は
、
こ
れ
ら
が
関
係
文
書
で
あ
る
旨
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
書
は
、
単
独
で
残
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
よ
う
に
数
点
が
一
括
さ
れ

て
保
存
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
一
括
文
書
は

紙
製
の
袋
に
入
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
通
の
文

書
に
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
関
係
文

書
で
な
い
も
の
が
一
括
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、

調
査
・
研
究
の
過
程
で
、
こ
の
一
括
の
形
態
を
解
体
し

な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
近
年
の
目

録
で
は
、
一
括
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
例
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
年
の
文
書
が
一
括
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
、
元
号
・
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
な
い
文

書
の
年
代
を
特
定
で
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

後
述
す
る
、
冊
子
文
書
と
一
紙
が
一
括
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
、
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
数
字
が
連
記
さ
れ
て

い
る
だ
け
の
冊
子
文
書
単
独
で
は
そ
の
意
味
が
不
明
で

も
、
一
括
さ
れ
て
い
る
一
紙
文
書
と
の
関
係
性
を
判
断

す
る
こ
と
で
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
歴
史
の
事
実
を
読

み
取
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　
下し

た　
書が
き　

原
本
の
下
書
も
、
し
ば
し
ば
残
っ
て
い
ま

す
。
町
村
文
書
に
お
い
て
、
下
書
か
写
か
を
区
別
す
る

の
は
む
ず
か
し
い
の
で
す
が
、
上
に
写
真
を
掲
載
し
た

文
書
の
よ
う
に
訂
正
・
加
筆
・
挿
入
が
あ
れ
ば
、
下
書

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

訂
正
に
は
見み

せ
け
ち消
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

見
消
と
は
、
訂
正
文
字
が
わ
か
る
よ
う
に
文
字
に
傍
点

を
付
し
た
り
、
線
を
引
く
方
法
で
す
。
写
真
の
下
書
文

書
を
例
に
す
る
と
、「
別
紙
願
書
之
通
」
の
「
願
書
之
通
」

が
傍
線
で
消
さ
れ
、「
ヲ
以
奉
願
上
候
通
」（
を
以も
っ

て
願

い
上
げ
奉
た
て
ま
つ
り
候
そ
う
ろ
う

通
り
）
と
訂
正
さ
れ
て
い
ま
す
。
原

本
で
は
、「
別
紙
ヲ
以
奉
願
上
候
通
」
と
、
書
か
れ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
市
史
の
史
料
編
等
に
お

川端正和氏文書(2)、安政6年「預り銀子返済難渋につき用捨願い」

③ ② ① 継 目
表

裏

③②①

継 目 印

徳永孝哉氏文書(1)、安政7年「源右衛門未進につき口上」

小西光信氏文書、天保8年「諸事願書控え」

高寺清太郎氏文書、寛政9年「村方入用覚え日記」

横帳

竪帳

冊子文書

下書

見
消

「
願
書
之
通
」
に
傍
線
が
引
か
れ
、

右
隣
に
「
ヲ
以
奉
願
上
候
通
」
と

訂
正
さ
れ
て
い
ま
す
。

加
筆
・
挿
入
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け
る
翻
刻
で
は
、
見
消
は
「
〻
」
で
表
記
さ
れ
、「
願〻
〻
〻
〻

書
之
通
」

と
な
り
ま
す
。

　

町
村
文
書
の
願
書
は
、
奉
行
所
等
に
受
理
さ
れ
勝
訴
で
き
る

よ
う
、
町
村
役
人
が
作
成
し
た
後
に
訴
願
に
関
わ
る
専
門
業
者

が
添
削
し
た
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
添
削

さ
れ
る
と
、簡
潔
で
意
味
は
わ
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
が
、生
々

し
い
背
景
や
争
点
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
添
削
前
の
記
述
を
す
べ
て
事
実
と
認
定
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
原
本
を
理
解
す
る
う
え
で
役
立
つ

こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
下
書
・
添
削
文
書
は
難
読
な
こ

と
が
多
い
の
で
す
が
、
原
本
と
あ
わ
せ
て
活
用
す
る
こ
と
で
、

事
象
の
理
解
が
深
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

調
査
・
研
究
で
は
、
原
本
・
写
・
下
書
を
見
極
め
、
事
実
を

確
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　
冊
子
文
書　
料
紙
を
半
折
し
、
折
り
目
の
反
対
側
を
何
枚

も
綴
じ
る
と
、
袋ふ

く
ろ
と
じ綴の
冊
子
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
竪
帳
と
い

い
ま
す
。
竪
帳
で
多
い
の
は
、
検
地
帳
・
宗
門
改
帳
・
五
人
組

帳
や
、
幕
藩
領
主
の
御
触ふ

れ

、
町
村
か
ら
の
諸
願
を
書
き
留
め
た

御お
ふ
れ触
留ど
め

・
御ご
よ
う
ど
め

用
留
帳ち
ょ
うで
す
。

　

御
触
留
・
御
用
留
帳
は
、
一
紙
文
書
が
書
写
さ
れ
て
綴
じ
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
同
内
容
の
一
紙
の
原
本
・
写
・
下
書

が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
前
頁
の
天
保
八
年
「
諸

事
願
書
控
え
」（
諸
願
留
）
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
「
乍
恐
以

書
附
ヲ
奉
願
上
候
」（
恐
れ
な
が
ら
書
き
附
け
を
以
て
願
い
上
げ
奉

り
候
）
も
、
原
本
で
あ
る
一
紙
文
書
が
別
に
保
管
さ
れ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

料
紙
を
横
長
に
半
折
し
、
右
側
を
綴
じ
た
文
書
を
横よ

こ
ち
ょ
う帳と
い

い
ま
す
。
表
紙
は
綴
じ
目
を
上
に
し
て
縦
長
に
、
表
題
・
作
成

年
月
日
等
が
記
さ
れ
ま
し
た
。
村
入
用
帳
・
大
福
帳
等
、
勘

定
の
帳
簿
類
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
形
態

で
す
。

　

冊
子
は
、
必
要
で
あ
ろ
う
紙
数
を
予
想
し
て
綴
じ
た
う
え
で

使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
一
紙
で
作
成
し
、

そ
の
後
、
綴
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
場
合
、
何
ら
か
の
事
情
で
綴
じ
の
順
序
が
乱
れ
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
錯さ

っ
か
ん簡
と
い
い
ま
す
。
冊
子
の
利
用
に
あ

た
っ
て
は
、
錯
簡
に
注
意
を
払
う
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　

分
厚
い
冊
子
で
は
、
綴
じ
目
に
文
字
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
無
理
に
文
字
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
と
綴
じ
紐
が

裁
断
さ
れ
、
冊
子
が
解
体
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。
一
括
と

同
じ
く
、
調
査
・
研
究
の
過
程
で
文
書
を
破
壊
し
な
い
よ
う
注

意
が
必
要
で
す
。

　
文
書
の
封
と
破
損　
文
書
は
、
封
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
封
は
、
機
密
を
保
持
す
る
方
法
と
し
て
発
展
し
、
近

世
に
は
糊
を
使
っ
て
封
を
し
た
り
、
封
筒
を
使
う
方
法
も
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

書
状
は
、
何
枚
も
継
紙
し
て
認し

た
ため
ら
れ
ま
し
た
。
な
か
に
は

数
メ
ー
ト
ル
に
も
お
よ
ぶ
も
の
も
あ
り
ま
す
。
一
紙
を
横
長
に

半
折
す
る
折
紙
も
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
書
状
で
は
、
宛
名
人
の

表
記
方
法
や
脇
付
等
に
よ
っ
て
、
差
出
人
と
宛
名
人
の
関
係
等

が
知
ら
れ
ま
す
。
書
状
に
は
、
本
文
内
容
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

機
密
が
求
め
ら
れ
る
書
状
で
は
、
切き

り
ふ
う封
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
切
封
は
本
紙
を
左
か
ら
右
へ
折
り
た
た
み
、
下

部
か
ら
上
部
へ
細
く
切
っ
た
右
端
を
用
い
て
本
紙
を
巻
き
結

び
、
封
じ
目
を
つ
く
る
方
法
で
す
。

　

切
封
は
、
開
封
後
に
原
状
に
戻
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
右

端
の
切
り
込
み
個
所
が
破
損
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
現
存
文

書
で
は
切
封
の
状
態
を
確
認
で
き
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
折
り
た
た
ん
だ
文
書
を
封
紙
で
包
み
、
折
り
た

た
ん
だ
後
に
結
ん
で
封
ず
る
結む

す
び
ふ
う封、
折
り
た
た
ん
だ
状
態
の
上

部
を
折
順
と
逆
方
向
に
捻
る
捻ひ

ね
り
ふ
う封が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。

　

折
り
た
た
ん
だ
文
書
を
封ふ

う
し紙
で
包
み
込
む
こ
と
も
広
く
み
ら

れ
ま
し
た
。
封
紙
に
よ
る
封
に
は
、
文
書
を
封
紙
で
包
み
、
上

部
・
下
部
の
余
っ
た
部
分
を
裏
側
に
折
り
た
た
む
折お

り
ふ
う封
、
封
紙

の
端
に
文
書
を
斜
め
に
置
き
、
こ
れ
を
包
み
折
っ
て
紙
端
を
糊

で
と
め
る
糊の

り
ふ
う封
等
が
あ
り
ま
す
。
糊
封
は
書
状
で
よ
く
用
い
ら

れ
ま
す
。

　

封
紙
は
、
受
取
人
が
保
存
等
の
た
め
に
用
い
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
複
数
の
文
書
が
包
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
関
係
性
が
な
い
文
書
と
思
わ
れ
て
も
、
原
状
を
破
壊

し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

封
・
封
紙
は
、
破
損
し
た
り
、
本
文
と
分
離
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
文
書
の
継
目
は
経
年
に
よ
っ
て
剥
が

れ
や
す
く
な
っ
て
お
り
、
す
で
に
前
後
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
意
味
が
わ
か
る
場
合
、
文
書
目
録
で
は
前
欠
・

後
欠
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
な
か
に
は

わ
ず
か
一
、
二
行
で
、
意
味
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
も
の
も

あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
文
書
は
、
断だ

ん
か
ん簡
と
い
い
ま
す
。

　

調
査
・
研
究
に
お
い
て
継
目
が
剥
が
れ
そ
う
な
文
書
を
発
見

し
た
場
合
は
、
所
蔵
者
・
所
蔵
機
関
担
当
者
に
知
ら
せ
て
、
破

損
が
進
行
し
な
い
よ
う
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

文
書
は
、
虫
く
い
の
被
害
の
た
め
開
封
で
き
な
い
こ
と
も
し

ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
場
合
、
無
理
に
開
封
し
な
い
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
絵
図
と
書
物　
文
書
群
に
は
、
絵
図
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
よ
く
あ
り
ま
す
。
町
村
絵
図
・
水
利
絵
図
・
普ふ

し
ん請
絵
図
・
指さ
し

図ず

等
で
す
。
彩
色
の
絵
図
は
、
長
時
間
広
げ
て
い
る
と
色
落
ち

す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。
広
げ
て
み
る
と

大
型
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
文
書
目
録
に
は
法
量
が
記
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
十
分
な
場
所
を
確
保
し
た
う
え
で

調
査
・
研
究
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
折
り
た
た
み
方
が
複

雑
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
広
げ
る
際
、
元
の
状
態
に
戻
せ
る
よ

う
に
、
折
り
方
を
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　

書
物
も
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
書
物
の
装
幀
に
は
、
巻か

ん
す子

本ぼ
ん

・
折お
り
ほ
ん本
・
大や
ま
と
と
じ

和
綴
等
が
あ
り
ま
す
。

　

和
本
の
装
幀
で
よ
く
み
ら
れ
る
の
が
袋ふ

く
ろ
と
じ綴で
す
。袋
綴
と
は
、

料
紙
を
中
央
で
半
分
に
折
り
、
そ
れ
を
重
ね
、
折
り
目
の
反
対

側
を
糸
で
綴
じ
た
も
の
で
す
。
綴
紐
は
補
修
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
が
、
最
初
に
装
幀
さ
れ
た
と
き
の
ま
ま
残
っ
て

い
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
綴
じ
方
や
素
材
そ
の
も
の
が
貴
重
な

情
報
源
と
な
り
ま
す
。
綴
紐
は
経
年
に
よ
っ
て
切
れ
や
す
く

な
っ
て
い
る
の
で
、慎
重
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

〔
執
筆
者
〕
岩い
わ
き城　

卓た
く
じ二

「
追お
っ
て
が
き

而
書
」（
本
文
を
書
き

終
え
た
後
、
書
き
足
り
な

い
こ
と
を
記
す
）
が
な
い

と
き
は
、「
以
上
」
と
記
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

折
り
た
た
ん
だ
と
き
に
一

番
上
と
な
る
こ
の
個
所
に
、

書
状
の
差
出
人
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

加
藤
省
吾
氏
文
書

「
青
山
幸
利
書
状
」

上
段
で
書
き
終
え
る
と
、

下
段
が
空
白
に
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

折 紙

文
書
の
虫
損

小
西
光
信
氏
文
書
、
天
保
八
年
「
諸
事
願
書
控
え
」（
部
分
）

○
『
古
文
書
参
考
図
録
』（
柏
書
房
、
一
九
七
九
）
を

参
考
に
図
版
を
作
成
し
た
。
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第
Ⅲ
部
第
四
章
「
尼
崎
の
近
世
」
第
二
節
〈
史
料
編
〉

第
Ⅲ
部
第
四
章
「
尼
崎
の
近
世
」
第
二
節
〈
史
料
編
〉

村
の
文
書

第
二
節
〈
史
料
編
〉
２

　

村
の
文
書
と
は　

こ
こ
で
い
う
村
と
は
、
近
世
に
年
貢
の

賦ふ

か課
徴
収
な
ど
領
主
支
配
の
単
位
と
な
り
、
近
代
以
降
は
大お
お
あ
ざ字
と

呼
ば
れ
た
集
落
の
単
位
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
現
尼
崎
市
域
に
は

天
保
期
（
一
八
三
〇
～
四
四
）、
町
場
で
あ
る
尼
崎
城
下
を
除
く
と

七
三
の
近
世
村
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
村む

ら
か
た方
文も
ん
じ
ょ書
」
あ
る
い
は

「
地じ

か
た方
文も
ん
じ
ょ書
」
と
呼
ば
れ
る
村
の
文
書
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。

　
村
の
文
書
の
種
類（１
）
　
村
の
文
書
に
は
、
差
出
人
と
宛
名
の
あ

る
厳
密
な
意
味
で
の
「
文
書
」
と
、
そ
れ
以
外
の
「
記
録
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
ま
ず
両
者
を
含
め

て
四
種
類
に
わ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
例
示
す
る
と
と
も
に
、
現
市
域

の
村
の
文
書
で
該
当
す
る
も
の
の
特
徴
を
紹
介
し
ま
す
。

①
領
主
か
ら
領
民
（
農
民
・
漁
民
・
商
人
・
僧
侶
そ
の
他
）
に
対
し

て
発
給
さ
れ
た
も
の　

検
地
帳
・
免め

ん
じ
ょ
う状（

免
定
）・
皆か
い
さ
い
も
く
ろ
く

済
目
録
な

ど
年
貢
関
係
、
山
論
・
水
論
な
ど
領
民
間
の
紛
争
の
裁
許
状
、

法は
っ
と度
・
触ふ
れ
が
き書
な
ど

　
　

大
坂
を
中
心
と
す
る
摂せ

っ
か
せ
ん

河
泉
地
域
は
、
江
戸
を
中
心
と
す

る
関
東
農
村
と
同
様
、
多
様
な
領
主
が
同
心
円
状
に
配
置
さ

れ
、
領
主
支
配
が
錯
綜
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
一
画
に
位
置

す
る
現
尼
崎
市
域
の
村
々
は
、
尼
崎
藩
領
に
加
え
て
、
幕
府

領
や
大
坂
城
代
、
定
番
な
ど
番
方
を
務
め
る
大
名
の
飛
び
地

領
、
旗
本
知
行
所
な
ど
が
あ
り
、
と
く
に
大
坂
に
近
い
園
田

地
区
や
小
田
地
区
北
部
の
支
配
は
錯
綜
し
て
い
ま
し
た
。
（
２
）

　
　

現
市
域
に
残
る
文
書
も
、
こ
う
い
っ
た
領
主
支
配
の
多
様

性
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
検
地
帳
を
例
に
あ
げ
る

と
、
豊
臣
政
権
が
全
国
一
律
に
実
施
し
た
文
禄
検
地
の
検
地

帳
が
写
し
を
含
め
て
残
っ
て
い
る
例
が
あ
る
ほ
か
、
青
山
氏

時
代
の
尼
崎
藩
領
に
つ
い
て
は
寛
永
～
寛
文
期
（
一
六
二
四

～
七
三
）
の
検
地
帳
、
延
宝
年
間
の
幕
府
直
領
に
つ
い
て
は

延
宝
六
・
七
年
（
一
六
七
八
・
七
九
）
の
検
地
帳
が
作
成
さ
れ
、

残
っ
て
い
る
例
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
免
状
は
す
べ
て
の
領

主
が
発
給
し
ま
す
が
、
年
貢
率
や
書
式
は
領
主
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
お
り
、
時
代
に
よ
る
変
遷
も
み
ら
れ
ま
す
。

②
領
民
が
作
成
し
領
主
側
に
差
し
出
し
た
も
の　

村
明
細
帳
、

宗し
ゅ
う
も
ん
あ
ら
た
め
ち
ょ
う

門
改
帳
、五
人
組
帳
、そ
の
他
種
々
の
訴
状
、歎
願
書
、

届
け
書
な
ど

　
　

村
明
細
帳
や
宗
門
改
帳
な
ど
は
、
一
村
限
り
で
作
成
・
提

出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
訴
状
や
嘆
願
書
は
村
単
位

で
作
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
領
主
単
位
や
国
・
郡
と
い
っ
た
地

域
単
位
で
出
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
特
定
の
領
主
の

領
地
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
領
主
の
村
々
が
各
藩

役
所
や
旗
本
家
役
人
に
訴
状
を
届
け
、
あ
る
い
は
歎
願
を
行

な
い
ま
す
。
こ
れ
が
、領
主
違
い
の
村
々
間
の
水
利
争
論
や
、

綿
・
菜
種
・
灯
油
の
流
通
統
制
に
た
い
す
る
国
訴
（
こ
く
そ
・

く
に
そ
）
と
い
っ
た
広
域
的
な
問
題
に
な
る
と
、
幕
府
の
奉

行
所
や
所
司
代
な
ど
に
訴
え
出
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

③
領
民
が
作
成
し
相
互
に
取
り
交
わ
し
た
も
の　

名な
よ
せ寄
帳ち
ょ
う、

村む
ら
に
ゅ
う
よ
う
ち
ょ
う

入
用
帳
、
村
掟
、
人
別
送
り
状
、
売
買
証
文
、
質
入
証
文
、

奉
公
人
請う

け
じ
ょ
う
状
、
手
紙
な
ど

　
　

村
の
運
営
や
人
の
雇
用
・
移
動
、
土
地
そ
の
他
の
売
買

や
質
入
れ
と
い
っ
た
経
済
活
動
に
と
も
な
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
文
書
が
作
成
さ
れ
領
民
同
士
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
ま
し

た
。
尼
崎
地
域
の
文
書
に
よ
く
み
ら
れ
る
例
と
し
て
、
た
と

え
ば
奉
公
人
請
状
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
近
世
後
半

の
豪
農
経
営
に
お
い
て
は
、
丹
波
・
但
馬
と
い
っ
た
遠
隔
地

の
農
村
か
ら
農
業
奉
公
人
を
雇
っ
て
お
り
、
各
奉
公
人
の
親

な
ど
を
請
人
と
し
て
雇
い
主
に
請
状
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
文
書
か
ら
は
、
奉
公
人
の
出
身
地
に
加
え
て
、
年
季
の
長
短

や
給
銀
の
時
代
的
な
変
遷
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
領
民
み
ず
か
ら
の
記
録　

大
庄
屋
・
庄
屋
の
日
記
・
留
め
帳
、

万
覚
え
帳
、
大
福
帳
、
小
作
宛あ

て
ま
い米
帳
、
冠
婚
葬
祭
の
記
録
、

右：蔵のなかの文書群
　　下食

け ま
満村　宇

う ほ
保博氏宅土蔵内

上：整理され保存装備を終えた文書群
　　道

ど い
意新田　橋本治左衛門氏文書

伊
勢
講
・
庚こ
う
し
ん申
講
な
ど
各
種
講
の
記
録
、
旅
日
記
、
家
訓
、

遺
言
状
、
系
図
、
和
歌
、
俳
句
、
漢
詩
な
ど

　
　

大
庄
屋
や
庄
屋
の
日
記
・
留
め
帳
は
、
村
か
ら
領
主
や
幕

府
奉
行
所
・
代
官
所
な
ど
に
出
す
願
書
や
届
け
の
控
え
、
領

主
の
触ふ

れ

や
役
人
の
指
示
の
控
え
、
村
の
日
常
の
動
き
や
回
達

さ
れ
る
法
令
な
ど
を
記
録
し
た
、
公
文
書
的
性
格
を
有
す
る

も
の
で
す
。
一
方
、
家
の
記
録
と
し
て
の
万
覚
え
帳
や
大
福

帳
に
は
、
日
常
家
計
の
出
入
り
だ
け
で
な
く
、
肥
料
代
・
奉

公
人
賃
金
・
収
穫
物
販
売
代
金
等
の
農
業
経
営
に
か
か
る
経

費
を
詳
細
に
記
録
し
た
も
の
が
あ
り
、
当
時
の
経
営
実
態
を

知
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
史
料
と
い
え
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、

領
民
の
生
活
や
文
化
に
関
す
る
多
様
な
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
村
の
文
書
の
伝
来
経
過
と
地
区
別
保
存
状
況　
村
の
文
書

は
、
近
世
に
は
そ
の
と
き
ど
き
の
庄
屋
役
の
家
に
保
管
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
庄
屋
が
交
代
す
る
場
合
は
持
ち
回
り
と
な
り
、
文

書
は
帳ち

ょ
う
だ
ん
す

箪
笥
な
ど
に
納
め
ら
れ
、
収
納
文
書
の
目
録
を
添
え
て

引
き
継
が
れ
ま
す
。
近
代
に
入
り
行
政
制
度
が
変
わ
る
と
、
旧

庄
屋
家
や
戸
長
家
が
個
人
的
に
保
存
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
戸

長
・
区
長
宅
で
の
持
ち
回
り
と
な
り
、
後
に
部
落
有
文
書
や
農

会
文
書
と
し
て
地
域
に
継
承
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。

　

地
域
研
究
史
料
館
が
収
集
・
保
存
す
る
「
村
の
文
書
」
の
多

く
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
伝
来
し
た
文
書
群
で
す
。
高
度
経
済

成
長
期
以
降
、
住
宅
の
建
て
替
え
や
当
主
の
代
替
わ
り
、
地
域

社
会
の
変
化
な
ど
に
と
も
な
い
保
存
が
困
難
に
な
り
、
あ
る
い

は
散
逸
の
恐
れ
が
生
じ
た
た
め
寄
贈
・
寄
託
を
受
け
た
も
の
が

多
く
を
占
め
ま
す
。

　

次
に
、
現
尼
崎
市
域
の
六
行
政
区
別
に
、
確
認
で
き
る
村
の

文
書
の
保
存
状
況
を
み
て
い
き
ま
す
。

中
央
地
区　

次
項
の
「
町
の
文
書
」
で
扱
う
尼
崎
城
下
町
の

文
書
を
除
い
て
、
中
央
地
区
で
は
五
村
一
三
件
約
七
〇
〇
点
の

文
書
群
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
近
世
文
書
を
含
む

の
は
東
難な

に
わ波
と
竹た
け
や谷
新し
ん
で
ん田
の
文
書
群
だ
け
で
す
。
尼
崎
城
下
に

隣
接
す
る
地
域
だ
け
に
都
市
化
の
時
期
が
早
く
、
文
書
群
も
早

期
に
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。

小
田
地
区　

小
田
地
区
は
、
大
正
初
期
に
南
部
に
大
阪
合
同

紡
績
や
富
士
製
紙
の
工
場
が
進
出
す
る
な
ど
工
業
化
・
都
市
化

が
進
展
し
、
ま
た
杭
瀬
や
西
長な

が
す洲
の
よ
う
に
戦
災
に
よ
り
集
落

の
多
く
が
焼
失
し
た
村
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
伝
来
す
る

文
書
群
が
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
確
認
さ
れ
て
い
る
計
二
五
件

約
二
八
、五
〇
〇
点
は
、
潮
江
・
神
崎
以
北
の
文
書
が
大
半
を

占
め
ま
す
。
文
書
群
の
伝
来
状
況
を
み
る
と
旧
庄
屋
家
文
書
が

中
心
で
、
旧
村
や
農
会
な
ど
と
い
っ
た
伝
統
的
組
織
に
伝
来
し

た
文
書
群
が
な
い
の
が
特
徴
で
す
。
文
書
点
数
で
み
る
と
、
半

数
以
上
の
文
書
が
現
在
も
所
蔵
者
宅
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

大お
お
し
ょ
う庄
地
区　

大
庄
地
区
の
臨
海
部
は
度
重
な
る
高
潮
被
害
を

さまざまな村の文書

西富
と ま つ

松村慶応3年（1867）免定　森松満枝氏文書
大きな文字の尼崎藩の役人名に対して、村役人の名義が小さく
小さく書かれています。

友
ともゆき

行村宗門改帳控え（天保～弘化）岡
お か じ

治茂夫氏文書(1)

嘉永5年（1852）塚口村奉公人請状　岸岡茂氏文書

西昆
こ や

陽村万覚帳（金銀諸役方万出入り覚え帳）
氏
う じ た

田一郎氏文書
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第
Ⅲ
部
第
四
章
「
尼
崎
の
近
世
」
第
二
節
〈
史
料
編
〉

第
Ⅲ
部
第
四
章
「
尼
崎
の
近
世
」
第
二
節
〈
史
料
編
〉

受
け
、
集
落
ご
と
被
災
し
た
村
が
多
く
、
近
世
に
開
発
さ
れ

た
新
田
村
の
文
書
は
道ど

い意
新
田
を
除
く
と
ほ
と
ん
ど
残
っ
て

い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
武
庫
川
河
口
部
で
の
地
曵
き
網
漁
の
網

元
文
書
も
伝
来
が
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
も
失
わ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
確
認
さ
れ
た
現
存
文
書
は
二
七
件
約

二
六
、一
〇
〇
点
。
他
地
区
と
同
様
旧
庄
屋
家
文
書
が
中
心
で
、

加
え
て
伊
勢
講
関
係
や
部
落
有
文
書
、
部
落
農
会
文
書
と
い
っ

た
伝
統
的
組
織
に
伝
来
す
る
文
書
群
が
あ
り
ま
す
。
明
治
以
降

の
近
代
文
書
で
は
、
尼
崎
市
合
併
以
前
の
大
庄
村
村
長
や
村
会

議
員
を
輩
出
し
た
家
の
文
書
群
が
あ
り
、
大
庄
村
役
場
文
書
の

不
足
を
補
う
存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。

立
花
地
区　

二
二
件
約
一
九
、八
〇
〇
点
の
現
存
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
史
料
館
で
一
〇
件
約
八
、九
〇
〇

点
を
収
蔵
し
て
お
り
、
一
二
件
約
一
〇
、九
〇
〇
点
が
所
蔵
者

宅
や
地
域
の
鎮
守
社
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
栗
山

で
は
、
中
世
以
来
の
旧
家
に
伝
来
し
て
い
た
文
書
群
が
、
阪
神
・

淡
路
大
地
震
の
家
屋
倒
壊
に
よ
り
失
わ
れ
ま
し
た
。
中
世
寺
内

町
の
歴
史
を
有
す
る
塚
口
に
は
、
近
世
に
お
け
る
在ざ

い
ご
う
ま
ち

郷
町
的
要

素
を
示
す
文
書
群
が
伝
来
し
て
い
ま
す
。

武
庫
地
区　

地
区
内
全
村
の
文
書
伝
来
が
確
認
さ
れ
て
お

り
、
計
三
九
件
約
一
六
、五
〇
〇
点
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
か

つ
て
暴
れ
川
と
し
て
知
ら
れ
た
武
庫
川
流
域
の
地
域
で
あ
り
、

市
域
西
部
・
武
庫
川
水
系
の
井ゆ

ぐ
み組

（
水
利
組
織
）
の
井ゆ
お
や親
村
が

多
く
所
在
す
る
こ
と
か
ら
、
水
利
関
係
の
重
要
文
書
・
絵
図
が

多
く
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
区
の
北
端
部
を
西
国
街
道
が
横

切
っ
て
い
る
た
め
、
街
道
や
渡
し
場
の
維
持
、
茶
店
な
ど
に
関

す
る
特
徴
的
な
文
書
も
存
在
し
ま
す
。
西
昆こ

や陽
に
伝
来
し
た

氏う
じ
た田
一
郎
氏
文
書
は
、
近
世
の
豪
農
経
営
に
関
す
る
実
証
研
究

に
活
用
さ
れ
た
文
書
群
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
３
）

園
田
地
区　

近
世
に
お
い
て
、
幕
府
直
轄
領
や
旗
本
領
、
大

坂
城
代
・
定
番
領
が
多
く
を
占
め
、
市
域
で
も
っ
と
も
多
様
な

領
主
が
存
在
し
た
地
区
で
す
。
村
内
が
複
数
の
領
主
支
配
に
わ

か
れ
る
相あ

い
き
ゅ
う
給
村
も
多
く
、
ま
た
領
主
が
何
度
も
交
代
す
る
村
が

目
立
ち
ま
す
。
園
田
地
区
の
村
の
領
主
は
、
近
隣
の
現
豊
中
市

域
や
伊
丹
市
域
・
宝
塚
市
域
な
ど
に
も
領
地
を
有
し
て
お
り
、

園
田
地
区
の
文
書
群
と
こ
れ
ら
の
地
域
と
文
書
群
は
、
相
互
に

関
連
性
を
有
し
て
い
る
場
合
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
歴
史
的
に

み
て
も
、
荘
園
支
配
や
河
川
・
街
道
を
通
じ
て
現
豊
中
市
域
や

伊
丹
市
域
と
の
関
わ
り
が
深
く
、
尼
崎
市
へ
の
合
併
が
一
番
遅

く
昭
和
戦
後
期
と
な
り
ま
し
た
。
確
認
さ
れ
て
い
る
文
書
群
は

四
〇
件
約
一
八
、六
〇
〇
点
に
の
ぼ
り
ま
す
。

　
文
書
調
査
・
目
録
作
成　
現
尼
崎
市
域
の
村
の
文
書
に
つ
い

て
、
は
じ
め
て
全
市
的
な
所
在
調
査
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
昭

和
三
七
年
（
一
九
六
二
）
に
始
ま
る
『
尼
崎
市
史
』
編
集
事
業

で
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
と
き
に
調
査
し
た
文
書
群
に
つ
い
て

は
、
市
史
編
集
専
門
委
員
や
市
史
編
修
室
が
「
尼
崎
市
史
編
集

資
料
目
録
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
文
書
群
を
調
査
し
目
録
を
作

成
す
る
こ
と
は
、
個
々
の
文
書
の
存
在
を
確
認
し
、
管
理
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
で
紛
失
・
滅
失
か
ら
守
り
、
地
域
の
歴
史
遺
産

と
し
て
後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め
の
重
要
な
作
業
で
す
。
そ
れ
と

同
時
に
、
市
史
の
執
筆
調
査
の
た
め
各
文
書
群
を
利
用
す
る
う
え

で
も
、
必
要
不
可
欠
な
作
業
で
し
た
。
八
六
文
書
群
の
目
録
が
作

成
さ
れ
、
目
録
集
が
第
二
七
集
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
４
）

　

昭
和
五
〇
年
に
地
域
研
究
史
料
館
が
開
館
し
て
以
降
は
、
寄

贈
・
寄
託
（
一
部
購
入
）
さ
れ
た
現
市
域
の
村
の
文
書
が
公
開

さ
れ
、
閲
覧
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
初
は
「
尼

崎
市
史
編
集
資
料
目
録
」
を
閲
覧
公
開
用
に
転
用
し
て
い
ま
し

た
が
、
そ
の
後
は
文
書
館
学
の
進
展
に
応
じ
て
、
作
成
す
る
目

録
の
内
容
・
形
態
が
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
個
々

の
文
書
の
件
名
目
録
に
記
載
す
る
項
目
が
詳
細
に
な
っ
た
の
に

加
え
て
、
文
書
群
の
来
歴
や
性
格
、
構
造
や
内
容
の
特
徴
な
ど

を
明
ら
か
に
す
る
概
要
（
記
述
式
目
録
）
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
記
録
史
料
記
述
の
国
際
標
準
一
般
原
則
（
Ｉ
Ｓ
Ａ

Ｄ
（
Ｇ
））
に
準
拠
す
る
国
立
国
文
学
研
究
資
料
館
の
方
式
を
参

考
に
し
て
作
成
し
て
お
り
、
館
と
利
用
者
の
双
方
が
各
文
書
群

の
概
要
を
把
握
で
き
る
の
で
、
史
料
の
利
用
・
公
開
の
う
え
で

大
き
な
力
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。

　

目
録
に
記
載
す
る
個
々
の
文
書
の
表
題
に
つ
い
て
は
、
文
書

に
記
さ
れ
た
原
表
題
を
そ
の
ま
ま
表
記
す
る
や
り
方
も
あ
り
ま

す
が
、尼
崎
市
の
場
合
は
「
尼
崎
市
史
編
集
資
料
目
録
」
以
来
、

目
録
作
成
者
が
文
書
の
内
容
を
簡
潔
に
要
約
し
た
表
題
を
付
す

方
式
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
利
用
者
が
表
題
か
ら
文
書
の
内
容

を
把
握
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
配
慮
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
も

史
料
の
利
用
・
公
開
の
う
え
で
大
い
に
有
効
な
方
式
で
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
地
域
研
究
史
料
館
で
は
市
域
の

村
の
文
書
の
調
査
を
継
続
し
て
お
り
、
史
料
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
協
力
も
得
な
が
ら
整
理
・
目
録
化
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

平
成
二
七
年
（
二
〇
一
五
）
一
二
月
末
現
在
、
現
市
域
に
関
連

す
る
文
書
群
約
一
四
〇
件
一
〇
万
五
、〇
〇
〇
点
の
目
録
を
作

成
し
て
い
ま
す
が
、
近
年
は
目
録
を
刊
行
す
る
こ
と
は
せ
ず
、

閲
覧
室
に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
を
備
え
る
ほ
か
、
史
料
館
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
文
書
群
概
要
・
件
名
目
録
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ

を
公
開
し
て
い
ま
す
。

　
公
開
・
活
用　
整
理
・
目
録
化
し
た
文
書
群
の
う
ち
、
寄

贈
・
寄
託
な
ど
に
よ
り
史
料
館
が
収
蔵
し
て
い
る
も
の
は
、
原

則
と
し
て
公
開
し
て
い
ま
す
。
平
成
二
七
年
一
二
月
末
現
在
、

一
〇
五
文
書
群
約
七
万
一
、〇
〇
〇
点
の
村
の
文
書
を
、
史
料

館
の
閲
覧
室
に
お
い
て
利
用
に
供
し
て
お
り
、
損
傷
し
て
い
る

も
の
な
ど
一
部
の
文
書
を
除
い
て
、
現
物
を
手
に
取
っ
て
閲
覧

調
査
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
物
を
収
蔵
し
て
お

ら
ず
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
な
ど
で
撮
影
し
た
文
書
群
に
つ
い

て
も
、
所
蔵
者
の
許
諾
を
得
ら
れ
た
も
の
は
順
次
公
開
し
、
利

用
に
供
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
お
も
に
尼
崎
地
域
に
関
す
る
近
世
文
書
を
テ
キ
ス
ト

と
し
て
、
古
文
書
解
読
を
学
ぶ
地
域
研
究
史
料
館
の
自
主
グ

ル
ー
プ
・
尼
崎
の
近
世
古
文
書
を
楽
し
む
会
が
あ
り
、
学
習
活

動
を
続
け
て
い
ま
す
。
同
会
の
テ
キ
ス
ト
の
多
く
は
、
史
料
館

が
収
蔵
す
る
文
書
の
な
か
か
ら
選
択
し
て
お
り
、
会
員
が
読
み

解
い
た
文
書
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
が
、
順
次
史
料
館
に
提
供
さ

れ
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
解
読
デ
ー
タ
は
、
す
で
に
利
用
を
希
望
す
る
利
用
者
に

公
開
・
提
供
し
て
お
り
、
将
来
的
に
は
デ
ー
タ
を
整
備
し
た
う

え
で
ウ
ェ
ブ
上
に
お
い
て
公
開
し
、
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

〔
注
〕

（
１
）
近
世
村
方
文
書
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え

方
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
山
崎
隆り

ゅ
う
ぞ
う三
氏
執
筆
の
「
古
文
書
が
開

く
江
戸
時
代
の
世
界
」（
シ
リ
ー
ズ
〈
地
域
の
歴
史
を
調
べ
る
〉

９
、『
地
域
史
研
究
』
第
二
六
巻
第
一
号
、
一
九
九
六
・
一
二
）

が
提
示
す
る
分
類
を
採
用
し
た
。

（
２
）
本
章
第
一
節
〈
入
門
編
〉「
一
、
西
摂
津
に
お
け
る
幕
藩
制

構
造
論
研
究
」
参
照

（
３
）
山
崎
隆
三
『
地
主
制
成
立
期
の
農
業
構
造
』（
青
木
書
店
、

一
九
六
一
）

（
４
）『
尼
崎
市
史
』
第
一
三
巻
「
尼
崎
市
史
編
集
事
業
経
過
」
に
、

当
時
の
史
料
調
査
・
目
録
作
成
の
過
程
及
び
、
作
成
し
た
目
録

一
覧
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

〔
執
筆
者
〕
地
域
研
究
史
料
館
（
担
当　

中な
か
む
ら村
光み
つ
お夫
）



常つ
ね
よ
し吉
村
文
書
の
整
理

―
古
文
書
整
理

　
　
　
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
―

　
古
文
書
整
理
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
作
業　
地
域
研
究
史
料
館
の
仕

事
の
な
か
で
も
重
要
な
作
業
の
ひ
と
つ
に
、
史
料
館
が
受
け
入

れ
る
古
文
書
類
の
整
理
が
あ
り
ま
す
。手
間
の
か
か
る
作
業
で
、

史
料
館
が
所
蔵
す
る
十
万
点
単
位
の
膨
大
な
古
文
書
類
の
な
か

に
は
、
未
整
理
の
文
書
群
も
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　

古
文
書
整
理
は
、
整
理
対
象
の
文
書
群
に
関
す
る
歴
史
の
知

識
や
古
文
書
解
読
の
技
能
、
文
書
館
学
に
お
け
る
史
料
整
理
・

保
存
法
な
ど
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
・
技
術
・
経
験
を
要
す

る
作
業
で
あ
り
、
本
来
は
史
料
館
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
担
当
す

べ
き
仕
事
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
残
る
未
整
理
文
書
の

整
理
を
進
め
、
一
日
も
早
く
利
用
に
供
し
て
い
く
た
め
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
も
作
業
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
作
業
は
、
専
門
知
識
を
要
す
る
の
に
加
え
て
、
史
料
の

現
物
を
扱
う
の
で
、
そ
の
重
要
性
を
理
解
し
て
慎
重
か
つ
て
い

ね
い
に
実
施
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
希
望
さ
れ
る

方
で
あ
れ
ば
誰
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
史
料
館
の

自
主
グ
ル
ー
プ
・
尼
崎
の
近
世
古
文
書
を
楽
し
む
会
の
会
員
有

志
に
月
一
回
、
二
時
間
程
度
の
作
業
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
作
業
開
始
当
初
は
、
古
い
ス
タ
イ
ル
の
文
書

目
録
の
見
直
し
・
再
整
理
作
業
を
担
当
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。「
尼
崎
市
史
編
集
資
料
目
録
」
な
ど
過
去
に
作
成
し
た
文

書
目
録
は
、
現
在
の
目
録
と
形
式
が
異
な
り
ま
す
。
か
つ
て
は

採
録
し
て
い
な
か
っ
た
差
出
・
宛
先
と
い
っ
た
項
目
を
補
い
、

文
書
作
成
年
代
や
点
数
な
ど
も
見
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
作
業
に
よ
り
新
た
な
項
目
が
付
け
加
え
ら
れ
た
目

録
は
、
史
料
館
閲
覧
室
に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
を
備
え
る
の
に
加

え
て
、
ウ
ェ
ブ
上
に
も
公
開
し
、
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
常つ

ね
よ
し吉
村
文
書
の
整
理　
常
吉
村
は
武
庫
地
区
に
属
し
、
武
庫

川
東
岸
に
位
置
す
る
村
で
す
。
平
成
二
二
年
（
二
〇
一
〇
）、
史

料
館
は
古
書
店
か
ら
こ
の
村
の
文
書
を
購
入
し
ま
し
た
。
出
所

は
不
詳
で
す
が
、
村
内
か
ら
な
ん
ら
か
の
事
情
で
古
書
市
場
に

出
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
段
ボ
ー
ル
箱
二
箱
に
、
原
状
が
わ

か
ら
な
い
状
態
で
箱
詰
め
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
は
、
古
文
書
整
理
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
み

な
さ
ん
が
目
録
見
直
し
作
業
の
経
験
を
積
ん
で
こ
ら
れ
た
の

で
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
未
整
理
文
書
の
整
理
・
目
録
採
録

に
挑
戦
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
し

た
。
さ
ら
に
常
吉
村
文
書
は
汚
れ
も
ひ
ど
く
、
保
存
の
手
立
て

を
早
急
に
打
つ
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
新
た
な
試
み
と

し
て
、
未
整
理
文
書
の
整
理
を
一
か
ら
経
験
し
て
い
た
だ
く
こ

と
と
し
、
平
成
二
三
年
六
月
、
整
理
作
業
に
着
手
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
仮
番
号
付
与　
最
初
の
作
業
は
、
刷は

け毛
な

ど
で
汚
れ
や
ほ
こ
り
を
払
う
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
す
。
ほ
こ
り
は

文
書
の
隙
間
な
ど
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
、
紙
を
傷
つ
け
な

い
よ
う
注
意
し
て
、
慎
重
に
ほ
こ
り
を
落
と
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
と
き
同
時
に
、
仮
番
号
の
付ふ

せ
ん箋
を
は
さ
ん
で
い
き
ま

す
。
付
箋
は
次
の
工
程
に
お
い
て
重
要
と
な
る
の
で
、
は
さ
み

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
袋
や
紐
で
一
括

さ
れ
て
い
る
も
の
は
一
点
と
し
、
こ
の
段
階
で
計
六
一
九
件
の

番
号
を
付
け
ま
し
た
。
こ
の
作
業
は
平
成
二
三
年
八
月
ま
で
三

回
実
施
し
、延
べ
一
三
人
の
方
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
目
録
カ
ー
ド
採
録　
次
に
、
目
録
カ
ー
ド
を
採
録
し
ま
す
。

直
接
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
入
力
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は

常
吉
村
文
書
整
理
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
作
業

目録カード採録　スタッフが作業する場合は直接データ
ベースに入力しますが、今回は手書きカード方式を採用し
ました。内容を読み解き、簡潔に要約した表題を付けるの
が一苦労です。

クリーニング作業　刷毛を使って、汚れやほこりを慎重に
払います。このとき同時に、仮番号を付した付箋をはさみ
込んでいきます。

手
書
き
カ
ー
ド
に
記
入
す
る
形
で
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

史
料
館
の
場
合
、
件
名
目
録
に
記
載
す
る
文
書
表
題
は
文
書

に
記
さ
れ
た
原
表
題
で
は
な
く
、
内
容
を
簡
潔
に
要
約
し
た

表
題
を
付
す
方
式
を
と
っ
て
い
ま
す
。
従
来
の
目
録
見
直
し
作

業
で
経
験
済
み
の
差
出
・
宛
先
・
年
代
な
ど
の
採
録
に
加
え
て
、

文
書
の
内
容
を
読
み
解
き
表
題
を
付
け
る
と
い
う
の
で
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
み
な
さ
ん
は
ず
い
ぶ
ん
と
苦
労
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
作
業
は
平
成
二
三
年
九
月
か
ら
二
四
年
六
月
ま
で
、
途

中
二
回
の
休
会
を
は
さ
ん
で
計
八
回
実
施
し
、
延
べ
四
一
人
に

ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
最
初
に
付
し
た
仮

番
号
の
う
ち
二
一
九
番
ま
で
目
録
カ
ー
ド
を
採
録
し
、
一
括
さ

れ
て
い
る
も
の
に
枝
番
号
を
付
し
た
結
果
、
四
四
五
件
・
四
六

八
点
分
の
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
残
り
の
目

録
作
業
は
ス
タ
ッ
フ
が
引
き
継
ぎ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
み
な
さ

ん
に
は
次
の
工
程
を
体
験
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
ラ
ベ
ル
貼
付　
目
録
採
録
の
次
に
行
な
う
の
は
、
ラ
ベ
ル
貼

付
で
す
。
文
書
が
他
の
文
書
群
と
混
ざ
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う

確
実
に
管
理
し
、
秩
序
だ
っ
て
収
納
す
る
と
と
も
に
、
目
録
上

の
ど
れ
に
あ
た
る
の
か
を
容
易
に
判
別
で
き
る
こ
と
で
誰
で
も

出
納
や
利
用
が
で
き
る
よ
う
、
文
書
群
名
称
・
番
号
な
ど
を
印

字
し
た
和
紙
製
の
ラ
ベ
ル
を
文
書
一
点
一
点
に
貼
付
し
ま
す
。

　

史
料
保
存
機
関
に
よ
っ
て
は
ラ
ベ
ル
を
貼
付
せ
ず
、
文
書
群

名
称
・
番
号
な
ど
を
記
し
た
中
性
紙
封
筒
に
一
点
一
点
収
納
す

る
方
式
を
と
っ
て
い
る
機
関
も
あ
り
ま
す
。
史
料
館
は
ラ
ベ
ル

方
式
を
採
用
し
て
お
り
、
貼
付
に
際
し
て
は
史
料
を
劣
化
さ
せ

ず
、
ま
た
必
要
な
場
合
は
き
れ
い
に
剥
が
す
こ
と
が
で
き
る
、

沈じ
ん

の
り
と
い
う
小
麦
デ
ン
プ
ン
に
水
を
加
え
煮
る
等
の
方
法
に

よ
り
作
る
史
料
補
修
用
の
糊
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
貼
付
す
る

場
所
も
、
確
認
し
や
す
く
、
文
書
を
読
む
邪
魔
に
は
な
ら
な
い

位
置
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
点
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

み
な
さ
ん
は
苦
労
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
平
成
二
四
年
七
月
・
八

月
と
二
回
作
業
を
行
な
い
、
延
べ
一
〇
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
作
業
を
終
え
て　
以
上
の
作
業
の
後
、
最
後

は
文
書
の
撮
影
で
す
。
整
理
作
業
を
終
え
た
文
書
の
状
況
を
記

録
し
、
あ
わ
せ
て
特
徴
的
な
文
書
を
画
像
デ
ー
タ
と
と
も
に
紹

介
す
る
た
め
の
作
業
で
、
撮
影
文
書
の
選
定
も
行
な
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
参
加
メ
ン
バ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
文
書
を
選
び
、
照

明
が
セ
ッ
ト
さ
れ
た
撮
影
台
を
使
っ
て
の
撮
影
に
挑
戦
し
ま
す
。

　

こ
う
し
て
平
成
二
四
年
九
月
、
一
年
四
か
月
に
及
ぶ
常
吉
村

文
書
整
理
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
作
業
が
終
了
し
、
文
書
の
概
要
が

明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。
慶
長
期
か
ら
明
治
三
〇
年
代
ま
で
計

一
、
五
八
〇
点
（
目
録
件
数
一
、
四
九
一
件
）
に
の
ぼ
り
、
土
地
・

貢
租
に
関
す
る
文
書
に
加
え
て
人
別
送
り
状
や
銀
・
米
借
用
証

な
ど
金
融
関
係
、
武
庫
川
の
普ふ

し
ん請
や
水
利
争
論
に
関
す
る
文
書

な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
常

吉
村
の
様
子
や
、
他
村
と
の
関
わ
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴

重
な
文
書
群
と
い
え
ま
す
。

　

今
回
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
作
業
に
よ
り
未
整
理
文
書
を
一
か
ら

整
理
す
る
と
い
う
新
た
な
試
み
を
通
じ
て
、
貴
重
な
文
書
群
の

概
要
が
明
ら
か
と
な
り
、
目
録
を
公
開
し
て
利
用
し
て
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
み

な
さ
ん
に
も
、
一
連
の
作
業
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
、
今
後
に

活
か
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

参
加
者
の
み
な
さ
ん
か
ら
は
、「
ど
う
い
う
作
業
工
程
を
経

て
古
文
書
が
整
理
さ
れ
る
の
か
よ
く
理
解
で
き
た
」「
従
来
か

ら
行
な
っ
て
い
る
目
録
見
直
し
・
再
整
理
作
業
の
う
え
で
も
参

考
に
な
る
」
と
い
っ
た
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、

初
体
験
で
苦
労
の
多
い
作
業
で
し
た
が
、「
特
に
む
ず
か
し
い

と
は
感
じ
な
か
っ
た
」
と
い
う
方
が
多
く
、「
古
文
書
解
読
の

力
不
足
を
感
じ
た
の
で
、
も
っ
と
古
文
書
の
勉
強
を
頑
張
り
た

い
」
と
い
う
感
想
も
あ
り
ま
し
た
。
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
せ
る

作
業
と
い
う
こ
と
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
み
な
さ
ん
に
と
っ
て

も
大
い
に
励
み
に
な
る
経
験
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
史
料
館
の

古
文
書
整
理
に
は
今
後
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
の
力
が
必
要
で

す
。み
な
さ
ん
の
技
術
向
上
の
た
め
に
も
、引
き
続
き
こ
う
い
っ

た
取
り
組
み
を
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

文
書
群
名
称
・
番
号
を
印
字
し
た
和
紙
の
ラ
ベ
ル
を
、
文
書
一
点
一

点
に
貼
付
し
て
い
き
ま
す
。
沈
の
り
と
い
う
専
用
の
糊
を
使
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
撮
影
し
た
常
吉
村
文
書
の
う
ち
の
一
点
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町
の
文
書
と
は　
近
世
に
は
、
領
主
支
配
の
拠
点
と
な
る
城

下
町
や
港
町
・
宿
場
町
な
ど
の
都
市
と
、
村
落
は
明
確
に
区
別

さ
れ
ま
し
た
。
中
世
以
来
の
系
譜
を
も
つ
在ざ

い
ご
う
ま
ち

郷
町
が
「
町
」
を

名
乗
っ
て
も
、
支
配
の
区
分
は
村
と
な
る
の
が
通
例
で
し
た
。

　

近
世
の
都
市
構
造
は
、
そ
の
成
り
立
ち
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

で
、
一
概
に
述
べ
る
の
は
む
ず
か
し
く
、
そ
の
た
め
こ
こ
で
は

大
坂
と
尼
崎
を
事
例
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

　

近
世
都
市
の
基
礎
単
位
は
「
町ち

ょ
う」（

個
別
町
）
で
す
。
町
は
、

道
の
両
側
に
軒
を
並
べ
る
両
側
町
の
形
態
を
と
り
、
町
の
境
に

は
木
戸
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
町
に
は
町
年
寄
・
町
名
主

な
ど
と
呼
ば
れ
る
町
役
人
が
置
か
れ
、
町
会
所
が
設
け
ら
れ
る

場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
近
世
都
市
は
重
層
構
造
を
と

り
、
い
く
つ
か
の
町
が
集
ま
っ
て
組
町
（
町
組
と
も
）
が
形
成

さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
大
坂
の
場
合
、
北
・
南
・
天
満
の
三
つ
、

尼
崎
の
場
合
は
大だ

い
も
つ物
町
、
市い
ち
に
わ庭
町
な
ど
城
下
の
八
町
が
組
町
に

該
当
し
ま
す
。
そ
し
て
組
町
を
た
ば
ね
る
惣
年
寄
・
名
主
な
ど

の
町
役
人
と
、
惣
会
所
が
置
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
複
数
の
組

町
で
惣
町
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
惣
町
の
運
営
は
、
基
本
的
に
惣

年
寄
・
名
主
等
の
合
議
に
よ
り
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

町
や
惣
町
の
町
政
は
町
役
人
が
担
当
し
、
大
坂
や
尼
崎
の
よ

う
に
、
惣
代
あ
る
い
は
町
代
な
ど
と
呼
ば
れ
る
専
属
の
事
務
方

が
雇
用
さ
れ
、
惣
会
所
・
町
会
所
な
ど
で
事
務
に
あ
た
る
場
合

も
あ
り
ま
し
た
。
藩
な
ど
か
ら
達
せ
ら
れ
る
町ま

ち
ぶ
れ触
や
町
定さ
だ
め、
宗

門
人
別
改
め
な
ど
戸
籍
関
係
の
文
書
、
訴
訟
や
調
停
・
請
願
等

の
記
録
、
土
地
・
家
屋
の
売
買
・
質
入
れ
の
記
録
と
い
っ
た
多

様
な
町
政
文
書
が
作
成
さ
れ
、
町
役
人
個
人
が
保
管
す
る
場
合

や
、
会
所
な
ど
に
保
管
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。

　

商
工
業
に
関
す
る
文
書
も
多
く
作
ら
れ
ま
し
た
。
個
々
の
商

家
の
商
取
引
や
経
営
の
記
録
、
あ
る
い
は
株
仲
間
の
文
書
な
ど

が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
近
隣

の
都
市
や
農
村
と
の
関
わ
り
を
記
す
も
の
も
多
く
含
ま
れ
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
村
の
文
書
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
触
留
め
帳
や

大
庄
屋
・
庄
屋
の
日
記
類
に
も
、
村
々
に
回
達
さ
れ
る
町
触
な

ど
町
の
文
書
に
類
す
る
内
容
が
書
き
写
さ
れ
る
例
が
あ
り
ま
す
。

　

近
世
の
町
場
は
近
代
に
は
都
市
化
が
進
み
、
伝
統
的
な
町
組

織
が
解
体
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。
ま
た
商
家
は
概
し
て
盛

衰
が
激
し
く
、
近
代
ま
で
経
営
体
と
し
て
存
続
し
、
文
書
が
伝

え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
か
な
ら
ず
し
も
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う

い
っ
た
事
情
か
ら
町
の
文
書
（
町ま
ち
か
た方
文
書
）
は
村
の
文
書
以
上

に
散
逸
し
や
す
く
、
残
り
に
く
い
文
書
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
近
世
尼
崎
町　
中
世
の
尼
崎
町
は
港
町
と
し
て
形
成
さ
れ
ま

し
た
。
一
五
世
紀
の
記
録
に
市
庭
町
・
別
所
町
・
辰
巳
町
が
登

場
し
て
お
り
、
中
世
後
期
に
は
風
呂
辻
町
を
加
え
た
尼
崎
四
町

が
、
大
物
町
と
と
も
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

近
世
に
入
る
と
、
初
代
尼
崎
藩
主
と
し
て
元
和
三
年
（
一
六

一
七
）
に
入
封
し
た
戸
田
氏う
じ
か
ね鉄
が
、
近
世
尼
崎
城
と
城
下
町
を

建
設
し
ま
す
。
庄し

ょ
う
げ
が
わ

下
川
東
岸
の
本
興
寺
や
貴き

ふ

ね
布
禰
神
社
が
あ
っ

た
場
所
に
新
た
な
近
世
城
郭
を
築
城
し
、
そ
の
東
側
に
旧
来
の

五
町
、
庄
下
川
を
は
さ
ん
だ
西
側
に
は
寺
院
を
集
め
た
寺
町
と

武
家
屋
敷
町
、
新
た
な
町
場
で
あ
る
宮
町
・
中な

か
ざ
い
け

在
家
町
が
造
ら

れ
ま
す
。
戸
田
氏
に
替
わ
っ
て
青
山
氏
が
入
封
す
る
と
、
城
の

南
側
の
葭よ

し
じ
ま島
を
開
発
し
て
築
地
町
が
造
ら
れ
、
尼
崎
八
町
が
完

成
し
ま
し
た
。
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
頃
の
記
録
と
考
え
ら

れ
る
「
尼
崎
藩
青
山
氏
領
地
調
べ
」（
加
藤
省
吾
氏
文
書
、『
尼
崎

市
史
』
第
五
巻
所
収
、
本
書
第
Ⅰ
部
に
部
分
図
版
掲
載
）
に
は
、
尼

崎
町
の
総
地じ

し子
（
町
方
年
貢
）
が
六
六
四
石
余
り
、
家
数
一
、

四
二
四
軒
、
人
口
一
四
、
〇
八
九
人
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

尼
崎
惣
町
を
構
成
す
る
八
町
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
名
主
と
会
所

が
置
か
れ
、
惣
町
の
町
政
は
八
町
の
名
主
の
合
議
に
よ
り
運
営

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
町
は
複
数
の
組
頭
が
た
ば
ね
る
基
礎
単
位

（
こ
れ
も
「
町
」
と
呼
称
さ
れ
ま
す
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
す
べ

て
の
場
合
そ
う
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
町
代

を
雇
用
し
会
所
を
置
い
た
事
例
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
各
町
の
事

務
方
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
惣
代
と
は
別
に
、
港
町
と
し
て
の
性

格
を
反
映
し
て
尼
崎
惣
町
に
は
船
惣
代
も
置
か
れ
ま
し
た
。

　

近
世
尼
崎
の
町
の
文
書
と
は
、
こ
の
尼
崎
八
町
及
び
こ
れ
に

属
す
る
「
町
」
の
町
政
文
書
や
、
町
場
で
商
工
業
を
営
ん
で
い

た
商
家
な
ど
に
伝
え
ら
れ
た
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
伝
来
・
保
存
状
況　
尼
崎
城
下
の
町
政
関
係
文
書
は
遺
存
例

が
乏
し
く
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
残
る
の
は
築
地
町
の
み
で

す
。
商
工
業
関
係
の
文
書
は
、
生
魚
問
屋
・
塩
問
屋
・
竹
問
屋
・

古
手
古
道
具
屋
・
飛
脚
仲
間
・
荒
物
仲
間
・
手
伝
い
職
仲
間
な

ど
の
文
書
が
残
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
を
営
ん
で
い
た

家
に
伝
わ
っ
た
文
書
で
す
。
以
下
、
各
町
の
文
書
保
存
状
況
及

び
特
徴
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
所
蔵
機
関
を
特
記
し
た
も
の

を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
寄
贈
・
寄
託
等
に
よ
り
地
域
研
究
史
料

館
が
収
蔵
し
て
い
る
文
書
群
で
す
（
一
部
借
用
・
非
公
開
）。

大
物
町　

綿
中
雄
一
氏
文
書
が
あ
り
ま
す
。
近
世
後
期
に
尼

崎
藩
の
御
用
飛
脚
を
務
め
、
近
代
初
頭
に
は
運
送
業
に
携
わ
っ

た
綿
中
家
の
家
業
に
関
す
る
文
書
群
で
す
。
近
世
の
文
書
と
し

て
は
「
尼
崎
飛
脚
仲
間
定
め
」（
嘉
永
四
年
―
一
八
五
一
―
）、「
飛

脚
一
件
綴
り
」（
安
政
期
）
な
ど
が
あ
り
、「
飛
脚
一
件
綴
り
」

に
は
藩
の
御
用
絵
符
と
御
用
提
灯
が
下
げ
渡
さ
れ
た
こ
と
な
ど

が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

市
庭
町　

太
田
吉
右
衛
門
家
文
書
が
あ
り
ま
す
。
太
田
家
は

代
々
醤
油
醸
造
業
を
営
み
、
塩
問
屋
株
も
取
得
し
て
い
ま
し

た
。
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
に
塩
問
屋
株
を
取
得
し
た
時

の
証
文
が
残
っ
て
い
る
ほ
か
、明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
「
本

家
・
醤
油
店
屋
敷
間
数
・
坪
数
ほ
か
書
上
げ
」
か
ら
、
近
世
の

店
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

尼崎町の場合近世の町の組織
（大坂の事例）

尼崎惣町惣 町

八町の名主の合議により運営
会所の設置は確認されていない

八町が構成
複数の組町が構成

町役人
役所
雇用される事務方

町役人
役所
雇用される事務方

〔備考〕町の組織の仕組みや名称は、町によって異なります。左側の「近世の町の組織」の図は、大坂の
例を参考に図示しました。
なお、「名主」は一般に古代・中世の名

みょうでん

田所有者・管理者の場合は「みょうしゅ」、近世の町村役
人の場合は関東地方の例などを根拠に「なぬし」と読むとされますが、尼崎町の場合どう呼称し
ていたかを明確に示す文書・記録を確認することができず、読み方は不詳です。

複数の町が構成 複数の（町）が構成

北組・南組・天満組
（大坂三郷）

惣年寄
惣会所
惣 代

大物町・市庭町・別所町・風呂辻町
 ・辰巳町・宮町・中在家町・築地町

名 主
町会所
惣 代

組 町 尼崎八町

町年寄　あるいは　名主

町会所

町 代

町
組
く み が し ら

頭
（会所設置事例あり）

（町代設置事例あり）

（町）
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町
の
文
書

「
築
地
町
式
目
帳
」（
文
化
・
文
政
期
、
築
地
町
文
書
）



別
所
町　

西
村
房
子
氏
文
書
が
あ
り
ま
す
。
西
村
家
は
近
世

に
は
古
手
古
道
具
屋
仲
間
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
町
政
に
関
す

る
文
書
と
し
て
地
子
の
通か

よ
いな
ど
が
あ
り
、
商
売
に
関
す
る
文
書

と
し
て
は
「
商
売
心
得
違
い
に
つ
き
差
入
れ
一
札
」（
天
保
七
年

―
一
八
三
六
―
ほ
か
）、「
古
手
古
道
具
仕
似
せ
譲
渡
し
証
文
」（
嘉

永
五
年
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

風
呂
辻
町　

田
中
七
平
家
文
書
・
田
中
種
子
氏
文
書
が
あ

り
ま
す
。
田
中
家
は
酒
造
業
や
米
仲
買
な
ど
を
営
む
ほ
か
、

樽た
る
ま
き
こ
も

巻
菰
・
筵む
し
ろ・
縄
な
ど
を
扱
う
荒
物
仲
間
に
属
し
て
い
ま
し
た
。

酒
造
が
盛
ん
な
近
世
西せ

い
せ
つ摂
地
域
に
お
い
て
、
多
く
売
買
さ
れ
る

樽
巻
菰
な
ど
の
尼
崎
城
下
に
お
け
る
商
い
は
こ
の
荒
物
仲
間
が

独
占
的
に
取
り
扱
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
関
連
す
る
特
徴
的
な
文

書
と
し
て
、「
荒
物
屋
仲
間
取
締
一
件
」（
文
化
一
五
年
―
一
八
一

八
―
、
田
中
種
子
氏
文
書
）
や
「
筵
縄
売
捌
渡
世
妨
げ
出
入
」（
天

保
一
三
年
、同
前
）な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、弘
化
三
年（
一

八
四
六
）
に
尼
崎
城
本
丸
御
殿
が
火
災
に
よ
り
焼
失
し
た
際
の

「
本
丸
普
請
御
用
銀
引
受
け
た
る
に
つ
き
、
組
頭
格
・
苗
字
等

御
免
覚
」（
同
前
）
と
い
っ
た
、
藩
の
御
用
を
務
め
た
こ
と
を

記
録
す
る
文
書
も
み
ら
れ
ま
す
。

辰
巳
町　

辰
巳
町
の
文
書
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。「
尼
崎
領
尼
崎
町
本
地
子
」（
金
蓮
寺
旧
蔵
文
書
写
）

に
よ
り
戸
田
氏
の
時
代
の
石こ
く
だ
か高
と
地
子
米
高
が
、「
築
地
町
式

目
帳
」（
文
化
・
文
政
期
、
築
地
町
文
書
）
な
ど
に
よ
り
惣
町
間
数
・

家
数
等
が
わ
か
り
ま
す
。

宮

町　

津
田
正
昭
氏
文
書
が
あ
り
ま
す
。
近
世
か
ら
近
代
に

か
け
て
米
穀
商
を
営
ん
だ
津
田
家
の
文
書
で
、
近
代
文
書
が
多

く
を
占
め
、
近
世
の
文
書
と
し
て
は
宮
町
の
入に

ゅ
う
よ
う
ぎ
ん

用
銀
の
出
入
り

が
わ
か
る
「
諸
極
銀
請
け
取
り
控
え
帳
」（
寛
政
四
年
―
一
七
九

二
―
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

中
在
家
町　

瀬
戸
内
一
円
か
ら
生
魚
が
集
散
す
る
魚
市
場
の

町
で
あ
っ
た
中
在
家
町
に
は
、
徳
田
善
五
郎
氏
文
書
（
碇
屋
）、

天
野
屋
市
兵
衛
家
文
書
・
市
兵
衛
氏
文
書
（
天
野
屋
）、
魚
問
屋

奥
田
家
文
書
（
直ね

ば場
屋
）、
平
城
敏
一
氏
文
書
（
平
城
屋
）、
漁

師
寅
吉
氏
文
書
（
寅
為
）
と
い
っ
た
生
魚
問
屋
・
仲
買
商
の
文

書
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
肥
料
商
で
あ
っ
た
梶
家

の
梶
広
子
氏
文
書
、
酒
造
業
を
営
ん
だ
秋
岡
家
の
秋
岡
つ
る
氏

旧
蔵
文
書
な
ど
、
旧
尼
崎
城
下
で
は
比
較
的
多
く
の
文
書
群
が

残
っ
て
い
る
町
で
す
。
な
お
、
地
域
研
究
史
料
館
が
所
蔵
す
る

梶
広
子
氏
文
書
と
は
別
に
、
梶
家
の
文
書
の
一
部
を
尼
崎
市
教

育
委
員
会
が
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
町
政
に
関
連
す
る
文
書
と
し
て
は
、
町
役

人
が
町
家
の
所
有
者
・
間ま

ぐ
ち口
間け
ん
す
う数
を
記
録
し
た
「
中
在
家
町
間

口
帳
」（
天
保
五
年
―
一
八
三
四
―
、
梶
広
子
氏
文
書
）、
藩
へ
の

提
出
文
書
の
控
え
で
あ
る
「
元
禄
五
年
尼
崎
寺
社
改
付
込
帳
写

し
」（
天
保
五
年
、
同
前
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

生
魚
取
り
引
き
に
つ
い
て
は
、「
魚
問
屋
仲
間
義
定
書
」（
安

政
三
年
―
一
八
五
六
―
、
徳
田
善
五
郎
氏
文
書
）、「
浦
別
に
売
り

先
問
屋
を
定
む
る
取
替
証
文
」（
元
禄
八
年
―
一
六
九
五
―
、
同

前
）、「
金
銭
出
入
帳
」（
寛
政
一
〇
年
、
魚
問
屋
奥
田
家
文
書
）
な

ど
に
よ
り
、商
い
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、「
尼

崎
猪ち

ょ
き
ぶ
ね

牙
船
由
緒
書
写
し
」（
文
政
一
〇
年
、漁
師
寅
吉
氏
文
書
）
は
、

尼
崎
の
舟
運
業
者
が
大
坂
市
中
に
出
入
り
で
き
る
権
利
由
来
を

記
し
た
興
味
深
い
史
料
で
す
。

　

当
時
の
有
力
な
町
人
は
、
藩
政
運
営
や
新
田
開
発
に
も
関

わ
っ
て
い
ま
し
た
。
魚
問
屋
奥
田
家
文
書
に
は
、
尼
崎
藩
の
財

政
改
革
に
対
す
る
意
見
を
記
し
た
「
御
改
革
御
積
帳
」（
安
政

六
年
）
が
あ
り
、
秋
岡
つ
る
氏
旧
蔵
文
書
に
は
、
道ど

い意
新
田
の

開
発
由
来
を
記
し
た
「
太
布
脇
新
田
開
発
記
」、
同
じ
く
道
意

新
田
の
「
名
集
帳
由
来
日
記
並
び
に
村
用
諸
事
書
留
め
」（
延

享
五
年
―
一
七
四
八
―
）
が
残
っ
て
い
ま
す
。

築
地
町　

築
地
町
は
、
尼
崎
城
下
八
町
の
な
か
で
は
町
政
に

関
す
る
文
書
が
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
町
で
す
。

　

築
地
町
文
書
に
は
、
土
地
台
帳
で
あ
る
「
水み

ず
ち
ょ
う帳」
の
寛
保
二

年
―
一
七
四
二
―
・
寛
政
七
年
・
弘
化
五
年
分
が
残
っ
て
お
り
、

寛
政
七
年
・
弘
化
五
年
の
「
水
帳
」
は
寛
政
六
年
・
七
年
の
「
築

地
町
絵
図
」と
も
対
応
し
て
い
ま
す
。ま
た「
定
書
」（
寛
政
五
年
）、

「
式
目
帳
」（
文
化
・
文
政
）、「
諸
役
割
方
に
つ
き
申
渡
し
条
々
」（
明

和
五
年
―
一
七
六
八
―
）、「
築
地
町
諸
勘
定
綴
り
」（
元
治
二
年
―

一
八
六
五
―
）
な
ど
か
ら
、
町
政
運
営
の
様
子
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

築
地
町
を
構
成
す
る
基
礎
単
位
の
文
書
群
で
あ
る
築
地
本
町

二
丁
目
会
文
書
に
は
、弘
化
年
間
以
降
の「
諸
事
覚
日
記
」や「
若

中
諸
事
入
用
」（
安
政
四
年
）
と
い
っ
た
町
政
に
関
す
る
文
書
が

残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
明
治
期
の
築
地
町
副
戸
長
家
に
伝
え

ら
れ
た
室
木
利
一
郎
氏
文
書
に
も
、「
築
地
町
開
発
覚
え
書
」「
朝

鮮
信
使
御
用
船
仕
立
て
書
」、文
化
一
一
年
の「
宗
旨
帳
」と
い
っ

た
町
政
文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

商
工
業
関
係
で
は
竹
問
屋
・
小
野
家
の
小
野
伊
三
郎
氏
文
書

が
あ
り
、「
竹
問
屋
仲
買
株
免
許
願
・
株
仲
間
規
定
控
え
帳
」（
文

政
一
二
年
）
は
尼
崎
城
下
の
竹
問
屋
株
仲
間
の
文
書
で
す
。
ま

た
、
大
工
・
左
官
な
ど
手
伝
い
職
仲
間
の
肝き

も
い
り煎
を
務
め
た
笹
邉

家
の
笹
邉
啓
一
氏
文
書
が
あ
り
、「
諸
職
人
規
則
定
」（
明
治
二

年
―
一
八
六
九
―
・
同
四
年
）、「
工
数
働
日
記
」（
文
久
四
年
―
一

八
六
四
―
～
明
治
八
年
）
な
ど
、
手
伝
い
職
仲
間
の
実
態
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
文
書
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

赤
川
耕
一
氏
文
書
の
う
ち
「
宮
本
町
金
銭
請
取
帳
」
は
、
嘉
永

元
年
以
降
の
祭
礼
費
や
町
費
を
記
し
た
、
こ
れ
も
め
ず
ら
し
い

記
録
で
す
。
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執
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史
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城き
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代
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節
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史
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編
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４

　
現
尼
崎
市
域
の
寺
社
を
調
べ
る　
尼
崎
町
は
、
中
世
末
に
は

寺
内
町
と
し
て
発
展
し
ま
し
た
。
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
頃

に
始
ま
る
尼
崎
城
築
城
の
際
、こ
れ
ら
町
内
の
寺
院
の
多
く
は
、

城
下
の
西
側
に
設
け
ら
れ
た
寺
町
に
移
転
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
一
一
か
寺
が
あ
る
寺
町
の
寺
院
数
は
、
藩
主
家
の
転
封

に
と
も
な
い
移
動
す
る
ケ
ー
ス
や
、
明
治
以
降
廃
寺
と
な
っ
た

も
の
も
あ
り
、
時
代
に
よ
る
変
遷
が
あ
り
ま
す
。
一
八
世
紀
に

は
、
一
六
程
度
の
寺
院
数
で
一
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

『
尼
崎
市
史
』
は
、
第
二
巻
第
五
章
第
三
節
一
「
近
世
尼
崎
城

の
構
築
と
城
下
町
の
建
設
」
の
「
寺
町
の
建
設
」「
大
垣
へ
移

転
し
た
武
士
の
菩
提
寺
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
項
を
も
っ
て
、
城

下
の
寺
院
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
ま
す
。

　

市
史
以
外
の
寺
社
に
関
す
る
基
本
文
献
に
、『
尼
崎
志
』
（
１
）
が

あ
り
ま
す
。
尼
崎
市
制
実
施
五
周
年
記
念
事
業
と
し
て
編
さ
ん

さ
れ
た
も
の
で
、
永
尾
利
三
郎
が
調
査
・
執
筆
を
担
当
し
ま
し

た
。
刊
行
当
時
の
市
域
（
現
中
央
地
区
）
限
定
で
す
が
、
全
三

篇
の
う
ち
第
一
篇
寺
院
篇
が
各
寺
院
の
履
歴
、
辻
地
蔵
・
墓
所
・

寺
院
関
係
の
旧
小こ

あ
ざ字
の
解
説
等
を
詳
述
し
て
お
り
、
第
二
篇
神

社
・
宗
教
は
神
社
・
神
道
・
仏
教
会
・
キ
リ
ス
ト
教
・
講
の
解

説
と
市
内
金き

ん
せ
き
ぶ
ん

石
文
一
覧
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
詳
細

な
調
査
に
も
と
づ
い
て
記
述
し
て
お
り
、
現
在
で
は
所
在
不
明

の
史
料
も
多
く
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。旧
市
域
の
寺
社
の
調
査
・

研
究
に
お
い
て
、
最
初
に
目
を
通
す
べ
き
文
献
で
し
ょ
う
。

　

尼
崎
市
に
合
併
す
る
各
村
の
村
域
に
も
、
多
く
の
寺
社
が
あ

り
ま
し
た
。
現
市
域
の
寺
社
に
つ
い
て
網
羅
的
に
調
べ
る
う
え

で
参
考
に
な
る
の
が
、
近
世
の
村
明
細
帳
・
寺
社
改
め
帳
及
び

幕
府
巡
見
使
の
巡
見
の
際
に
作
成
さ
れ
る
御
用
留
帳
で
す
。『
尼

崎
市
史
』
第
五
巻
・
第
六
巻
（
近
世
史
料
編
）
が
、
近
世
前
期
・

後
期
の
村
明
細
帳
・
寺
社
改
め
帳
・
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）「
巡

見
使
通
行
御
用
の
留
」
を
掲
載
し
て
お
り
、
天
明
八
年
（
一
七

八
八
）
の
巡
見
の
御
用
留
帳
は
山
下
幸
子
「
天
明
八
年
御
巡
見

様
御
通
行
御
用
之
留
帳
」
（
２
）に
翻
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。
御
用
留
帳

に
は
村
の
氏
神
、
寺
の
宗
派
、
城
下
に
つ
い
て
は
寺
の
朱
印
地

高
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
近
世
の
寺
院
は
本
末
制
度
下
に
あ
り
、
幕
府
は
本
末

関
係
を
掌
握
す
る
た
め
寺
院
本
末
帳
を
作
成
し
ま
し
た
。
最
初

の
全
国
的
な
寺
院
本
末
帳
が
内
閣
文
庫
所
蔵
の「
諸
宗
末
寺
帳
」

で
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
翻
刻
し
て
い
ま
す
。
（
３
）
本
寺
名
、

末
寺
・
末
々
寺
名
、
所
在
地
、
寺
領
・
御
朱
印
の
有
無
が
記
載

さ
れ
て
お
り
、
各
寺
院
の
概
要
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
市
域
に
所
在
す
る
寺
院
の
本
山
に
は
、
関
係
史
料
が
残
さ
れ

て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
こ

れ
を
調
査
・
研
究
す
る
環
境
は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

近
代
以
降
に
作
成
さ
れ
た
寺
社
の
調
査
記
録
も
あ
り
ま
す
。

「
明
治
一
二
年
調
尼
崎
関
係
神
社
明
細
帳
」「
明
治
一
二
年
調
尼

崎
関
係
寺
院
明
細
帳
」
（
４
）に
は
、
兵
庫
県
に
よ
る
現
市
域
寺
社
調

査
結
果
が
詳
細
に
報
告
さ
れ
て
お
り
（
た
だ
し
立
花
村
の
寺
院
調

査
結
果
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
）、
明
治
初
期
の
寺
社
の
状
況
を
網

羅
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
神
社
に
つ
い
て
は
『
兵

庫
県
神
社
誌
』
（
５
）も
役
立
ち
ま
す
。
昭
和
初
期
の
市
・
郡
の
単
位

で
神
社
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
由
緒
が
伝
え
ら
れ
る
神
社
に
つ

い
て
は
来
歴
が
詳
述
さ
れ
関
係
文
書
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
城
下
町
の
寺
社
文
書　
寺
町
の
寺
院
を
は
じ
め
と
す
る
旧
城

下
の
寺
社
の
史
料
が
、
市
史
第
五
巻
の
三
「
尼
崎
の
城
と
城
下

町
」
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
昭
和
四
〇
年

代
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
史
料
の
一
部
で
あ
り
、
旧
城
下

の
寺
社
文
書
調
査
は
そ
の
後
も
進
め
ら
れ
、
当
時
と
は
比
較
に

な
ら
な
い
量
の
文
書
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

旧
城
下
の
寺
社
の
う
ち
、
現
在
も
っ
と
も
多
数
の
史
料
が
確

認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
法
華
宗
本
門
流
大
本
山
本
興
寺
で
す
。

大
行
院
文
書
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応
永
二
七
年
（
一
四
二
〇
）
日
隆
開
基
の
同
寺
は
本
門
流
の
教

学
の
根
本
道
場
で
あ
り
、
布
教
伝
道
を
担
う
京
都
の
本
能
寺
と

と
も
に
両
山
本
寺
と
し
て
発
展
し
ま
し
た
。
所
蔵
文
書
は
中
世

か
ら
現
在
ま
で
膨
大
な
量
に
及
び
、
戦
国
期
に
尼
崎
寺
内
町
を

保
護
す
る
領
主
権
力
発
給
の
禁き

ん
ぜ
い制
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

近
年
、
近
世
以
降
の
文
書
も
含
め
て
『
本
興
寺
文
書
』（
清

文
堂
出
版
）
と
し
て
刊
行
事
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
研
究
の

環
境
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
世
以
降
の
文
書
に
は
本
興
寺

の
普ふ

し
ん請
、
本
山
末
寺
関
係
、
尼
崎
藩
の
触ふ
れ
ど
め留
等
が
含
ま
れ
、
従

来
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
っ
た
藩
の
城
下
寺
町
支
配
の
実
態
が
知

ら
れ
る
点
で
た
い
へ
ん
貴
重
で
す
。
寺
町
の
寺
院
の
人
別
帳
も

あ
り
、
寺
町
の
人
口
動
態
を
知
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
人
別
帳

か
ら
は
、
全
国
の
末
寺
か
ら
本
興
寺
に
集
ま
っ
た
多
く
の
子
弟

が
修
行
に
励
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
諸
国
の
末
寺
に

も
、
同
寺
の
関
係
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

城
下
惣
氏
神
の
貴き

ふ

ね
布
禰
神
社
は
戦
災
に
よ
り
焼
失
し
ま
し
た

が
、
同
社
の
文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
。
藩
主
厄
除
祈
祷
・
雨
乞

い
関
係
の
一
件
記
録
な
ど
が
あ
り
、尼
崎
藩
大
庄
屋
岡
本
家（
武

庫
郡
上か
み
か
わ
ら
ば
や
し

瓦
林
、
現
西
宮
市
瓦
林
町
）
の
文
書
に
も
関
連
史
料
が

残
っ
て
い
る
の
で
、
併
用
す
る
こ
と
で
藩
と
領
内
寺
社
の
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
尼
崎
藩
領
内
の
寺
社
文
書　
尼
崎
藩
領
内
の
町
場
と
し
て
発

展
し
た
西
宮
町
は
、
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
の
上
知
以
降
は

尼
崎
藩
領
で
は
な
く
な
り
ま
す
が
、
同
町
に
所
在
す
る
西
宮
神

社
は
、
領
内
を
代
表
す
る
神
社
と
い
え
ま
す
。
同
神
社
に
は
、

代
々
の
社
家
が
書
き
留
め
た
元
禄
七
年（
一
六
九
四
）以
降
の「
御

社
用
日
記
」が
残
さ
れ
て
お
り
、現
在『
西
宮
神
社
御
社
用
日
記
』

（
清
文
堂
出
版
）
と
し
て
刊
行
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
既
刊
の
『
廣
田
・
西
宮
両
宮
史
の
研
究
』
史
料
篇（６
）は
、
近

世
以
前
の
文
書
や
廣
田
神
社
文
書
を
収
録
し
て
い
ま
す
。
藩
領

内
の
大
社
で
は
、
他
に
『
長
田
神
社
史
』
（
７
）『
生
田
神
社
史
』
（
８
）
な

ど
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

地
域
研
究
史
料
館
が
収
蔵
す
る
閲
覧
可
能
な
ま
と
ま
っ
た
寺

院
文
書
と
し
て
は
、源
光
寺
文
書
と
大
行
院
文
書
が
あ
り
ま
す
。

　

源
光
寺
文
書
は
、
武
庫
郡
西
新
田
（
現
尼
崎
市
大お
お
し
ょ
う庄
西
町
）

に
所
在
し
、
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
永
慶
開
基
と
伝
え
ら
れ

る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
寺
院
の
文
書
で
す
。
本
山
と
の
関
係
に

関
す
る
も
の
、
檀
家
支
配
に
関
わ
る
法
令
、
人
別
送
り
、
普
請
、

葬
送
・
講
な
ど
多
様
な
内
容
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

大
行
院
文
書
は
、
近
世
に
城
下
宮
町
に
所
在
し
た
真
言
宗
醍

醐
寺
派
三
宝
院
末
の
修
験
道
寺
院
の
文
書
で
す
。
尼
崎
藩
寺
社

奉
行
か
ら
の
触
、
大
行
院
か
ら
奉
行
宛
の
願
書
類
の
控
え
、
本

山
と
の
間
の
往
復
文
書
等
か
ら
な
っ
て
お
り
、
藩
と
寺
院
の
関

係
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
史
料
と
い
え
ま
す
。

　

な
お
、
先
述
の
大
庄
屋
岡
本
家
文
書
に
は
、
管
轄
村
々
の
寺

社
に
関
す
る
文
書
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
藩
領
内
の
各
町
村
の

文
書
も
、
人
別
管
理
や
住
持
・
神
主
等
寺
社
運
営
関
係
者
の
交

代
、
普
請
や
葬
送
に
関
わ
る
も
の
な
ど
を
多
く
含
ん
で
い
ま

す
。
寺
社
研
究
を
進
め
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な

文
書
を
丹
念
に
調
査
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　
幕
府
の
広
域
支
配　
摂
津
に
は
、
幕
府
の
大
坂
町
奉
行
所
の

支
配
権
が
及
ん
で
い
ま
し
た
。
町
奉
行
所
に
は
寺
社
方
が
置
か

れ
、
与
力
が
寺
社
支
配
を
担
い
ま
し
た
。
朱
印
地
を
与
え
ら
れ

る
寺
社
だ
け
で
な
く
、
摂
津
国
内
所
在
の
寺
社
の
普
請
・
神
事
・

法
事
、
住
持
・
神
主
・
社
人
の
人
別
管
理
等
に
関
わ
っ
て
い
ま

し
た
。

　

町
奉
行
所
の
藩
領
・
旗
本
領
・
大
名
飛
び
地
領
等
私
領
へ
の

支
配
権
に
つ
い
て
は
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
寺
社
の

支
配
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、
今
後
の
研
究
課
題
と
い

え
ま
す
。
町
奉
行
所
の
寺
社
支
配
に
つ
い
て
は
、『
大
阪
市
史
』

第
五
（
９
）掲
載
の
「
寺
社
方
役
儀
勤
書
」
や
、『
大
坂
町
奉
行
管
内

要
覧
』『
大
坂
町
奉
行
所
旧
記
』『
手
鑑
・
手
鑑
拾
遺
』）（1
（

と
い
っ

た
関
連
史
料
が
翻
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
町
奉
行
所
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
り
、
支
配
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
寺
社
や
町

村
の
文
書
と
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　

先
述
し
た
本
興
寺
文
書
に
は
、
町
奉
行
所
の
支
配
に
関
わ
る

も
の
も
多
数
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
続
刊
の
『
本
興
寺
文
書
』
に

は
、
こ
う
し
た
文
書
も
掲
載
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

〔
注
〕

（
１
）
尼
崎
市
編
・
刊
行
、
全
三
篇
、
一
九
三
〇
～
三
五

（
２
）『
地
域
史
研
究
』第
一
巻
第
二
号
・
第
三
号（
一
九
七
一
・
一
二
、

一
九
七
二
・
三
）
掲
載

（
３
）
大
日
本
近
世
史
料
九
『
諸
宗
末
寺
帳
』
上
・
下
（
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
編
、東
京
大
学
出
版
会
刊
行
、一
九
六
八
・
六
九
）

（
４
）『
地
域
史
研
究
』第
六
巻
第
三
号
・
第
七
巻
第
一
号（
一
九
七
七
・

三
、
一
九
七
七
・
六
）
掲
載

（
５
）
兵
庫
県
神
職
会
編
・
刊
行
、
全
三
巻
・
付
録
一
（
一
九
三
七

～
四
〇
）、
現
尼
崎
市
域
の
神
社
は
上
巻
に
収
録

（
６
）
吉
井
良
隆
編
、
西
宮
神
社
刊
行
、
二
〇
〇
一

（
７
）
岡
田
米
夫
著
、
長
田
神
社
刊
行
、
一
九
七
二

（
８
）『
生
田
神
社
史
』
後
神
家
文
書
全
三
巻
（
生
田
神
社
社
務
所
、

一
九
八
〇
～
八
八
）、『
生
田
神
社
史
』（
生
田
神
社
、二
〇
〇
七
）

（
９
）
大
阪
市
編
・
刊
行
、
一
九
一
一

（
10
）『
大
阪
市
史
史
料
』
第
六
・
一
五
・
四
一
・
四
二
輯
（
大
阪

市
史
料
調
査
会
、
一
九
八
一
・
一
九
八
五
・
一
九
九
四
）

〔
執
筆
者
〕
岩い
わ
き城　

卓た
く
じ二

　
現
尼
崎
市
域
を
治
め
た
領
主　
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）、
戸

田
氏う

じ
か
ね鉄
が
、
現
尼
崎
市
域
を
含
む
西
摂
津
に
五
万
石
の
所
領
を

得
ま
し
た
。
同
年
の
現
市
域
の
所
領
は
、
お
お
よ
そ
尼
崎
藩
が

六
一
％
、
幕
府
領
二
〇
％
、
旗
本
領
一
八
％
、
寺
領
等
一
％
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
坂
周
辺
は
領
主
交
代
が
激
し
く
、
小
さ
な
所
領
が
分
散
錯

綜
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
さ
れ
ま
す
。
市
域
の
領
主
変
遷
に

つ
い
て
は
、『
尼
崎
市
史
』
第
二
巻
第
五
章
第
二
節
に
叙
述
さ

れ
て
い
ま
す
。
村
ご
と
の
領
主
変
遷
は
、
こ
の
う
ち
一
「
尼
崎

地
方
の
所
領
の
変
遷
」
の
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
市
域
村
々
の

領
主
の
変
遷
」
に
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、『
尼
崎
地
域
史
事
典
』、

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
28
「
兵
庫
県
」（
角
川
書
店
）、『
日

本
歴
史
地
名
大
系
』
第
二
九
巻
「
兵
庫
県
の
地
名
」
Ⅰ
（
平
凡
社
）

な
ど
に
よ
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

大
名
家
・
旗
本
家
の
履
歴
は
、い
ず
れ
も
幕
府
編
さ
ん
の
『
寛

永
諸
家
系
図
伝
』（
全
一
五
巻
・
索
引
二
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）・

『
藩
翰
譜
』（
全
五
巻
、新
人
物
往
来
社
）・『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
全

二
二
巻
・
索
引
四
・
家
紋
編
一
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）・
内
閣
文

庫
影
印
叢
刊
『
譜
牒
餘
録
』（
全
三
巻
、国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
）・

内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
『
干
城
録
』（
全
八
巻
、
汲
古
書
院
）、

内
務
省
地
理
局
編
さ
ん
の
『
藩
屏
年
表
・
諸
侯
年
表
』（
柏
書
房
）

等
に
よ
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

大
名
・
旗
本
は
江
戸
に
屋
敷
を
構
え
、
江
戸
城
に
登
城
し
ま

し
た
。
年
頭
礼
・
参
勤
交
代
・
家
督
相
続
・
叙
任
時
の
大
名
・

旗
本
の
江
戸
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て
は
、『
江
戸
幕
府
日
記
』

『
徳
川
実
紀
』『
続
徳
川
実
紀
』
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。『
江
戸
幕
府
日
記
』
は
一
部
が
公
刊
さ
れ
て
い
ま
す
し
（
全

二
六
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
／
「
明
暦
年
録
」「
万
治
年
録
」「
寛
文
年
録
」

「
宝
永
年
録
」「
文
化
年
録
」
野
上
出
版
）、
国
立
国
会
図
書
館
・
国

立
公
文
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
閲
覧
が
可
能
で
す
。

『
徳
川
実
紀
』（
全
一
〇
巻
、国
史
大
系
刊
行
会
／
索
引
人
名
編
二
巻
・

索
引
事
項
編
二
巻
、
吉
川
弘
文
館
）
と
『
続
徳
川
実
紀
』（
全
五
巻
、

国
史
大
系
刊
行
会
）
は
、
江
戸
時
代
研
究
の
基
本
史
料
で
す
が
、

記
載
内
容
に
信
憑
性
が
問
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
事

実
確
定
に
あ
た
っ
て
は
注
意
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　

尼
崎
藩
は
大
坂
に
い
る
幕
府
役
人
と
も
し
ば
し
ば
接
触
し
ま

し
た
。
在
坂
役
人
を
は
じ
め
大
名
・
旗
本
の
役
職
変
遷
に
つ
い

て
は
、『
柳
営
補
任
』（
全
六
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
）
で
調
べ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

大
名
家
史
料
の
所
在
確
認
に
つ
い
て
は
、『
旧
華
族
家
史
料

所
在
調
査
報
告
書
』（
全
五
冊
、
学
習
院
大
学
史
料
館
）
が
役
立

ち
ま
す
。
ま
た
、
近
年
は
、『
尼
崎
市
史
』
第
五
巻
・
第
六
巻

掲
載
史
料
を
所
蔵
す
る
公
共
機
関
を
は
じ
め
、
所
蔵
史
料
の
検

索
環
境
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
す
る

こ
と
で
、
新
し
い
史
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。『
藩
史
大
事
典
』（
全
八
巻
、
雄
山
閣
出
版
）
の
よ
う
な
藩

史
事
典
は
複
数
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
か
ら
も
、
藩
の

概
要
、
研
究
動
向
、
史
料
所
在
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

現
市
域
の
幕
府
領
は
、
大
坂
の
鈴
木
町
・
谷
町
代
官
所
等
が

支
配
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
代
官
所
や
、
赴
任
し
た
代
官
の
ま
と

ま
っ
た
史
料
は
現
在
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
西
沢
淳

男『
幕
領
陣
屋
と
代
官
支
配
』（
岩
田
書
院
、一
九
九
八
） 

、同
編『
江

戸
幕
府
代
官
履
歴
辞
典
』（
同
前
、
二
〇
〇
一
）
か
ら
代
官
の
変

遷
が
知
ら
れ
ま
す
。

　
尼
崎
藩　
市
史
第
二
巻
に
は
、
尼
崎
藩
の
所
領
支
配
に
つ

い
て
詳
述
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
典
拠
と
な
る
史
料
の
多
く

は
町
村
文
書
に
残
さ
れ
た
法
令
や
、
人
足
徴
発
・
河
川
普ふ

し
ん請
関

係
文
書
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、
支
配
と
被
支
配
が
接
触
す
る
世

界
の
文
書
と
い
え
ま
す
。
市
史
第
五
巻
二
「
尼
崎
藩
主
・
藩
領
」

「
青
山
家
系
抜
写
」（
加
藤
省
吾
氏
文
書
）



　
「
分
限
」公
開　
尼
崎
藩
家
臣
団
デ
ー
タ
ベ
ー
ス「
分
限
」は
、

地
域
研
究
史
料
館
が
尼
崎
藩
士
の
役
職
や
経
歴
を
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
し
、
ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
し
て
い
る
検
索
シ
ス
テ
ム
で
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
で
き
る
環
境
で
あ
れ
ば
誰
で
も
利
用

登
録
し
、
各
種
分
限
帳
デ
ー
タ
を
網
羅
的
・
横
断
的
に
検
索
・

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
従
来
、
各
時
代
の
藩
士
の
名
簿

で
あ
る
分
限
帳
（
侍
帳
）
等
の
各
種
史
料
を
閲
覧
・
調
査
し
、

そ
れ
が
『
尼
崎
市
史
』
史
料
編
な
ど
に
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
場

合
は
原
本
な
い
し
複
製
を
閲
覧
・
解
読
す
る
必
要
が
あ
っ
た
尼

崎
藩
士
調
査
が
、
格
段
に
調
べ
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

　

同
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
国
内
先
行
事
例
と
し
て
は
、
岡
山
大

学
附
属
図
書
館
池
田
家
文
庫
「
諸
職
交
替
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」、

徳
島
大
学
附
属
図
書
館
「
蜂
須
賀
家
家
臣
団
家
譜
史
料
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」、
名
古
屋
市
博
物
館
「
尾
張
藩
藩
士
大
全
・
尾
張
藩

藩
士
役
職
一
覧
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
出

典
史
料
が
特
定
の
一
件
の
み
、
表
示
デ
ー
タ
が
画
像
あ
る
い
は

抽
出
項
目
の
み
、
ウ
ェ
ブ
公
開
で
は
な
く
有
料
販
売
な
ど
、
そ

れ
ぞ
れ
収
録
内
容
や
公
開
の
仕
方
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
特
定

の
藩
に
つ
い
て
複
数
の
分
限
帳
を
テ
キ
ス
ト
化
し
、
ウ
ェ
ブ
上

に
無
料
公
開
し
て
自
由
に
利
用
で
き
る
藩
士
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は

例
が
な
く
、
お
そ
ら
く
尼
崎
の
「
分
限
」
が
国
内
初
の
コ
ン
テ

ン
ツ
で
す
。

　
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
の
経
緯　
地
域
研
究
史
料
館
の
利
用
者

が
調
べ
る
内
容
・
テ
ー
マ
は
多
種
多
様
で
す
が
、
比
較
的
多
く

の
方
が
共
通
し
て
調
べ
る
テ
ー
マ
で
、
対
応
・
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

が
む
ず
か
し
い
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
先
祖
調
べ
も
そ

の
ひ
と
つ
で
、
な
か
で
も
尼
崎
藩
士
の
子
孫
の
方
が
先
祖
に
つ

い
て
調
べ
た
い
と
い
う
ケ
ー
ス
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

　

従
来
、
こ
う
い
っ
た
調
査
の
場
合
、
各
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な

分
限
帳
類
に
何
百
人
と
列
記
さ
れ
て
い
る
藩
士
名
を
ひ
と
り
ひ

と
り
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
ご
先
祖
を
探
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必

要
で
し
た
。
す
べ
て
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
原

文
書
の
複
製
を
閲
覧
に
供
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
利
用
者

の
方
が
誰
で
も
く
ず
し
字
を
読
め
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、
尼
崎
藩
士
の
先
祖
調
べ
は
、
史
料
が
あ
っ
て
調
べ

方
も
説
明
で
き
る
け
れ
ど
、
現
実
に
調
べ
て
い
た
だ
く
に
は
大

き
な
壁
が
あ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
事
例
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
う
い
っ
た
調
査
に
利
用
で
き
る
尼
崎
藩
士
の
分

限
帳
類
を
網
羅
的
に
掲
載
し
、
検
索
で
き
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

構
築
・
公
開
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
平
成
二
一
年（
二
〇
〇
九
）

に
着
手
し
、
未
翻
刻
史
料
に
つ
い
て
は
古
文
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
メ
ン
バ
ー
に
翻
刻
し
て
い
た
だ
き
、デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
設
計
・

構
築
、
入
力
・
校
正
作
業
は
ス
タ
ッ
フ
が
担
当
し
、
四
年
間
の

作
業
を
経
て
平
成
二
五
年
八
月
一
日
に
公
開
し
ま
し
た
。

　
「
分
限
」
の
掲
載
内
容　
「
分
限
」
に
は
、
各
分
限
帳
記
載
の

家
臣
個
人
の
単
位
で
、
姓
名
、
家
禄
、
役
職
・
家
格
、
経
歴
、

掲
載
情
報
出
典
史
料
等
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
キ
ー
ワ
ー
ド
検

索
の
ほ
か
、「
名
前
」「
家
禄
」「
役
職
・
家
格
」「
出
典
」
か
ら

尼
崎
藩
家
臣
団
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
「
分ぶ
げ
ん限
」
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第
Ⅲ
部
第
四
章
「
尼
崎
の
近
世
」
第
二
節
〈
史
料
編
〉

第
Ⅲ
部
第
四
章
「
尼
崎
の
近
世
」
第
二
節
〈
史
料
編
〉

に
尼
崎
藩
主
家
の
家
譜
・
家
訓
、
諸
領
主
の
知
行
宛
行
状
等
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
、『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
近
世
第
一
～
四
巻

も
役
立
ち
ま
す
。
し
か
し
、こ
れ
ら
の
編
さ
ん
以
降
、ま
と
ま
っ

た
新
た
な
藩
主
家
・
藩
政
文
書
類
は
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

戸
田
氏　

元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
以
降
、尼
崎
藩
は
戸
田
氏
・

青
山
氏
・
松
平
氏
が
治
め
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
戸
田
氏
時
代
の

藩
政
文
書
は
確
認
さ
れ
て
い
る
点
数
が
も
っ
と
も
少
な
い
の
で

す
が
、
市
史
第
五
巻
掲
載
史
料
及
び
『
地
域
史
研
究
』
第
一
四

巻
第
一
・
二
号
掲
載
の
「
戸
田
氏
鉄
侍
帳
」（
大
垣
市
立
図
書
館

所
蔵
）
の
ほ
か
、
鈴
木
喬
編
著
『
大
垣
藩
戸
田
家
の
見
聞
書
―

二
百
年
間
集
積
史
料
「
御
家
耳
袋
」
―
』（
岩
田
書
院
、二
〇
〇
六
）

に
若
干
の
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
戸
田
氏
が
転
封
し
た
美
濃
国
大
垣
（
現
大
垣
市
）
に

も
関
係
史
料
が
残
っ
て
お
り
、『
新
修
大
垣
市
史
』
史
料
編
一

（
大
垣
市
、
一
九
六
八
）
に
は
「
大
垣
藩
定
帳
」
な
ど
尼
崎
藩
政

研
究
の
う
え
で
参
考
と
な
る
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

青
山
氏　

尼
崎
藩
主
家
・
藩
政
文
書
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
の

は
、
す
で
に
市
史
第
五
巻
に
主
要
文
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
加

藤
省
吾
氏
収
集
の
青
山
氏
関
係
文
書
で
す
。
家
譜
・
領
知
朱
印

状
写
・
領
知
目
録
・
分ぶ

げ
ん限
帳
・
幕
府
役
負
担
に
関
わ
る
文
書
の

ほ
か
、
青
山
幸よ

し
な
り成
・
幸よ
し
と
し利
・
幸よ
し
ま
さ督
の
書
状
や
尼
崎
城
の
普
請
に

関
す
る
も
の
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
編
纂
物
で
す
が
、『
青
大
録
』（
国
立
公
文
書
館
内

閣
文
庫
所
蔵
）
は
青
山
幸
利
の
事
績
を
記
録
し
て
お
り
、
一
七

世
紀
の
藩
政
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
記
録

で
す
。
市
史
第
五
巻
に
も
抄
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
全
文
を
通

読
す
る
と
、
藩
政
研
究
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
青
山
氏
が
尼
崎
以
降
三
度
の
転
封
の
の
ち
定
着
し
た

美
濃
国
郡ぐ

じ
ょ
う上

（
現
郡
上
市
）
に
も
青
山
氏
の
史
料
が
残
っ
て
い

ま
す
。『
郡
上
八
幡
町
史
』
史
料
編
一
～
三
（
八
幡
町
、
一
九
八

五
～
八
七
）
に
は
、
尼
崎
藩
時
代
を
含
む
系
図
や
家
臣
団
の
記

録
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

松
平
氏　

松
平
氏
時
代
の
藩
文
書
は
、
藩
主
家
に
伝
え
ら
れ

た
主
要
部
分
は
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
一
部
が
尼
崎
市
立

図
書
館
旧
蔵
文
書
（
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）
と
し
て
残
っ
て
い
ま

す
。
領
知
関
係
・
藩
主
家
訓
・
分
限
帳
・
尼
崎
城
に
関
す
る
文

書
や
絵
図
の
ほ
か
、
家
老
を
務
め
た
堀
家
の
文
書
な
ど
が
含
ま

れ
て
お
り
、主
要
史
料
が
市
史
第
五
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

松
平
氏
時
代
の
藩
士
家
の
文
書
と
し
て
、
藩
の
軍
術
の
師
を

務
め
、
幕
末
期
に
は
江
戸
詰
側
用
人
や
郡
代
な
ど
を
務
め
た
内

田
家
の
文
書
と
、
勘
定
方
・
側
用
人
な
ど
を
務
め
た
片
岡
家
の

文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
地
域
研
究
史
料
館
所
蔵
の

内
田
繁
氏
文
書
は
、
分
限
帳
や
幕
末
外
国
船
警
備
な
ど
の
藩
政

関
係
、
軍
術
・
武
術
伝
授
目
録
や
家
督
な
ど
家
関
係
、
城
下
絵

図
や
松
平
氏
系
図
、
版
籍
奉
還
時
の
藩
主
建
言
書
写
し
等
多
彩

な
内
容
の
文
書
群
で
す
。
ま
た
、
片
岡
陳の

ぶ
ま
さ正
氏
文
書
は
、
武
家

の
家
系
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、『
図
説
尼
崎
の
歴
史
』
近
世

編
第
三
節
２
「
武
士
の
家
」
に
そ
の
内
容
の
一
部
を
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
松
平
氏
時
代
の
藩
主
の
文
化
・
学
問
分
野
の
著
作
と

し
て
は
、
俳
名
を
亀き

ぶ
ん文
と
い
い
一い
ち
お
う
せ
い

桜
井
と
号
し
た
忠た
だ
つ
ぐ告
の
没
後

に
ま
と
め
ら
れ
た
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
刊
行
の
『
一
桜
井

発
句
集
』
及
び
、
狂
歌
を
好
む
一
方
、
藩
学
に
も
熱
心
で
あ
っ

た
忠た

だ
な
が栄
の
著
作
と
し
て
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
刊
行
さ

れ
た
『
胎い

け
つ
へ
ん

厥
編
』『
喫
茶
問
答
』
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
忠
栄
の

学
問
に
つ
い
て
は
岡
本
静じ

ょ
う
し
ん心
著
『
尼
崎
藩
学
史
』（
尼
崎
市
教

育
委
員
会
他
、
一
九
五
四
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

幕
末
・
明
治
期
の
藩
関
係
史
料　
『
尼
崎
市
史
』
や
『
図
説
尼
崎

の
歴
史
』
に
一
部
紹
介
さ
れ
、
そ
の
後
調
査
・
研
究
が
継
続
し

て
い
る
の
が
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
の
服
部
文
庫
で
す
。

　

服
部
家
は
、
荻お

ぎ
ゅ
う生
徂そ
ら
い徠
の
高
弟
服
部
南な
ん
か
く郭
の
家
筋
に
つ
な
が

り
、
江
戸
に
住
し
ま
し
た
。
南
郭
よ
り
四
代
目
と
な
る
元
雅

（
小し
ょ
う
ざ
ん山
）
の
時
代
に
、
尼
崎
藩
主
松
平
忠
告
に
召
し
抱
え
ら
れ

ま
す
。
五
代
元
済
、元
雅
の
三
男
で
七
代
と
な
る
元
彰（
清
三
郎
）

も
尼
崎
藩
に
仕
え
、
と
く
に
元
彰
は
幕
末
期
の
尼
崎
藩
政
に
深

く
関
わ
り
、
維
新
期
に
は
政
府
が
設
け
た
公
議
所
に
お
い
て
藩

を
代
表
し
て
意
見
を
述
べ
る
公
議
人
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。

同
文
庫
の
「
幕
末
維
新
尼
崎
藩
関
係
書
留
」「
幕
末
維
新
書
留
」

は
、
そ
の
関
係
文
書
で
す
。
元
彰
発
信
・
同
人
宛
の
書
状
類
や

収
集
し
た
情
報
類
等
が
留
め
ら
れ
た「
応
違
私
録
」「
封
事
」「
郷

信
世
故
」「
公
私
諸
案
」
は
難
読
文
書
で
す
が
、
激
動
期
の
尼

崎
藩
の
動
向
が
知
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
廃
藩
置
県
ま
で
の
関
係

文
書
も
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
文
庫
の
幕
末
維
新
期
の
「
書
留
」
か
ら
、
諸
藩
の
動
向
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
他
藩
と
同
じ
く
尼
崎
藩
も
激
動
の
時

代
を
生
き
抜
く
た
め
情
報
収
集
に
熱
心
で
あ
り
、
こ
れ
ら
「
書

留
」
は
そ
の
成
果
で
し
た
。
同
文
書
を
活
用
す
れ
ば
、
幕
末
維

新
期
政
治
史
の
な
か
に
、
尼
崎
藩
の
動
向
を
跡
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
服
部
家
が
江
戸
に
開
い
て
い
た
私
塾

に
関
係
す
る
文
書
や
、
古
典
籍
も
多
数
含
ま
れ
ま
す
。

　

市
史
第
六
巻
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
幕
末
期
の
尼
崎

藩
関
係
文
書
は
乏
し
く
、
今
後
の
服
部
文
庫
の
調
査
・
研
究
が

期
待
さ
れ
ま
す
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
文
庫
目
録
第
八
輯
と
し

て
『
服
部
文
庫
目
録
』
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
一
部
は
早
稲
田

大
学
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
公
開
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
大
半
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
貴
重
書
公
開
規
定
に
し
た

が
い
同
館
で
閲
覧
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

近
代
以
降
の
史
料
と
し
て
は
、
尼
崎
士
族
会
文
書
が
あ
り
、

地
域
研
究
史
料
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
尼
崎
藩
士
族
会
の
運
営

に
関
す
る
文
書
で
あ
り
、
明
治
を
生
き
た
旧
藩
士
の
動
向
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
旧
藩
士
家
に
生
ま
れ
た
畠
田
繁

太
郎
が
著
し
た
『
尼
崎
今
昔
物
語
』（
萬
有
社
、
一
九
三
七
）
は
、

回
想
や
伝
承
に
も
と
づ
く
記
録
で
内
容
の
評
価
が
わ
か
れ
ま
す

が
、
調
査
・
研
究
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
ま
す
。

　
旗
本
・
大
名
飛
び
地　
市
域
に
は
多
く
の
旗
本
家
領
が
存
在

し
て
い
ま
し
た
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
以
降
の
旗
本
家
の
当

主
名
に
つ
い
て
は
、『
江
戸
幕
府
旗
本
人
名
事
典
』（
全
四
巻
・

別
巻
一
、
原
書
房
）
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

旗
本
家
の
史
料
も
、
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
所
領

支
配
の
調
査
・
研
究
に
は
、
所
領
で
あ
っ
た
村
の
文
書
に
残
る

御
用
状
が
役
立
ち
ま
す
。
旗
本
家
家
臣
と
所
領
の
代
官
・
庄

屋
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
状
で
、「
江
戸
来
状
留
」「
御
用
状

留
」
等
と
題
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
村
に
対

し
て
発
せ
ら
れ
る
旗
本
家
側
の
意
思
・
意
向
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
数
少
な
い
文
書
で
す
。
現
尼
崎
市
域
で
は
主
と
し
て
北
部

に
多
く
の
旗
本
領
の
村
が
あ
り
、
文
書
が
残
る
例
も
す
く
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
う
ち
も
っ
と
も
大
量
の
文
書
群
で
あ
る

下し
も
さ
か
べ

坂
部
・
沢
田
正
雄
氏
文
書
を
活
用
し
た
近
年
刊
行
の
研
究
書

と
し
て
、
熊く

ま
が
え谷
光
子
著
『
畿
内
・
近
国
の
旗
本
知
行
と
在
地
代

官
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
三
）
が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
現
市
域
に
飛
び
地
を
も
つ
大
名
の
文
書
は
、
城
郭
・

陣
屋
を
お
く
本
拠
地
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
関

東
に
は
文
書
館
が
整
備
さ
れ
て
い
る
自
治
体
が
多
い
の
で
、
調

査
・
研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
現

市
域
に
所
領
を
持
っ
た
領
主
と
は
別
の
大
名
・
旗
本
家
文
書
に
、

関
係
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
丹
念
に
検
索

す
れ
ば
、
現
市
域
の
領
主
や
領
知
に
関
す
る
新
た
な
文
書
を
発

見
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

〔
参
考
文
献
〕
地
域
研
究
史
料
館
「
尼
崎
藩
を
調
べ
る
」（「
シ
リ
ー

ズ
地
域
の
歴
史
を
調
べ
る
」
三
・
四
、『
地
域
史
研
究
』
第
二

三
巻
第
一
号
・
第
二
号
、
一
九
九
三
、
九
・
一
二
）

〔
執
筆
者
〕
岩い
わ
き城　

卓た
く
じ二



そ
れ
ぞ
れ
検
索
で
き
る
メ
ニ
ュ
ー
、
た
と
え
ば
「
名
前
」
で
あ

れ
ば
五
十
音
順
、「
家
禄
」
で
あ
れ
ば
禄
高
順
、「
出
典
」
は
出

典
史
料
別
と
い
っ
た
分
類
メ
ニ
ュ
ー
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
「
分
限
」
の
収
録
対
象
は
各
出
典
史
料
に
掲
載
さ
れ
た

家
臣
と
い
う
こ
と
で
、「
坊
主
」「
塗
士
」「
奥
女
中
」
と
い
っ

た
必
ず
し
も
武
士
で
は
な
い
家
臣
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
出
典
史
料　
「
分
限
」
に
掲
載
し
て
い
る
家
臣
団
情
報
の

出
典
史
料
は
次
の
と
お
り
で
す
（
平
成
二
八
年
三
月
現
在
）。『
尼

崎
市
史
』
史
料
編
や
『
地
域
史
研
究
』
に
翻
刻
・
掲
載
さ
れ
た

も
の
な
ど
代
表
的
な
分
限
帳
類
を
優
先
的
に
掲
載
し
、
そ
の
後

分
限
帳
に
類
す
る
史
料
の
情
報
を
随
時
追
加
し
て
い
ま
す
。

　

進
化
す
る
「
分
限
」
が
先
祖
調
べ
や
尼
崎
藩
研
究
に
大
い
に

活
用
さ
れ
る
こ
と
を
、
史
料
館
と
し
て
期
待
し
て
い
ま
す
。

○
大
垣
市
立
図
書
館
所
蔵
「
戸
田
左
門
氏
鉄
公
侍
帳
」

○
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
寄
託「
尼
崎
藩
青
山
氏
給
帳
集
」

（
加
藤
省
吾
氏
文
書
）、「
尼
崎
藩
松
平
氏
家
中
分
限
帳
大
概
」（
内

田
頼
重
氏
文
書
）、「
尼
崎
藩
松
平
氏
分
限
帳
」（
寺
田
繁
一
氏

文
書
）、
同
所
蔵
「
江
戸
分
限
抜
書
帳
」（
内
田
繁
氏
文
書
）

○
尼
崎
市
教
育
委
員
会
所
蔵
「
尼
崎
藩
松
平
氏
給
人
高
・
渡
米

調
べ
帳
」「
尼
崎
城
下
武
家
屋
敷
一
覧
之
図
」「
尼
崎
藩
家
中

家
禄
連
名
録
」

○
板
東
均
氏
所
蔵「
御
家
中
面
々
家
禄
」「
青
山
家
家
臣
非
常
録
」

「
青
山
家
家
臣
断
絶
録
」

○
西
宮
神
社
所
蔵
「
西
宮
神
社
御
社
用
日
記
」

○
岸
添
和
義
氏
作
成
「
松
平
氏
時
代
の
本
領
郡
代
変
遷
及
び

在
職
年
次
一
覧
表
」「
中
灘
代
官
一
覧
表
」、
い
ず
れ
も
同
氏

論
文
「
尼
崎
藩
の
大
庄
屋
制
度
に
つ
い
て
」（『
地
域
史
研
究
』

第
三
五
巻
第
二
号
）
掲
載

〔
執
筆
者
〕
地
域
研
究
史
料
館
（
担
当　

辻つ
じ
か
わ
あ
つ
し

川
敦
）

尼崎藩家臣団データベース分限トップページ
http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/bugen/
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村
絵
図

第
二
節
〈
史
料
編
〉
６

　
村
絵
図
と
は　
村
絵
図
と
は
、
村
の
景
観
や
土
地
・
道
路
・

用
水
の
利
用
な
ど
を
、
絵
図
の
う
え
に
表
現
し
た
も
の
で
す
。

単
色
（
墨
引
き
）
の
絵
図
も
多
く
み
ら
れ
ま
す
が
、
村
の
田
畑

や
屋
敷
、
道
路
、
用
水
、
寺
や
氏
神
、
山
林
や
河
川
な
ど
の
各

区
分
が
色
分
け
さ
れ
、
見
や
す
く
描
か
れ
た
彩
色
絵
図
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
描
く
範
囲
も
、
村
惣
絵
図
と
い
っ
て
一
村
全

体
を
描
い
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
境
界
争
論
に
関
す
る
絵
図
な
ど

の
よ
う
に
複
数
の
村
に
ま
た
が
る
広
域
絵
図
も
あ
り
ま
す
。

　

本
項
で
は
、
村
に
関
す
る
絵
図
全
般
を
、
村
絵
図
と
し
て
ご

紹
介
し
ま
す
。
現
尼
崎
市
域
の
村
絵
図
は
村
の
文
書
に
多
く
残

さ
れ
て
い
て
、
地
域
研
究
史
料
館
が
所
蔵
あ
る
い
は
寄
託
に
よ

り
保
管
す
る
村
絵
図
は
、
約
二
七
〇
点
に
な
り
ま
す
（
平
成
二

七
年
現
在
）。

　
村
絵
図
の
分
類　
近
世
の
村
絵
図
研
究
に
お
い
て
は
、
木
村

東
一
郎
氏
が
『
近
世
地
図
史
研
究
』
な
ど
の
研
究
書
に
示
し
た
、

作
成
目
的
（
主
題
）
に
よ
っ
て
村
絵
図
を
分
類
す
る
方
法
が
よ

く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
市
域
の
村
絵
図
も
、
特
定
の
目
的
の

た
め
に
作
成
さ
れ
た
主
題
図
が
多
く
残
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の

分
類
に
沿
っ
て
村
絵
図
を
具
体
的
に
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

①
検
地
に
関
す
る
図　

領
主
は
所
領
替
え
や
新
田
開
発
の
進
展

な
ど
に
応
じ
て
、
領
地
の
年
貢
負
担
能
力
を
把
握
す
る
た
め
検

地
を
行
な
い
ま
し
た
。
検
地
役
人
が
一
筆
ご
と
の
土
地
の
形
状

や
反
別
（
面
積
）、
高
、
地
目
、
所
有
者
（
耕
作
者
）
な
ど
を
調

査
し
、
検
地
帳
と
と
も
に
村
絵
図
が
領
主
に
提
出
さ
れ
、
村
に

残
っ
て
い
る
村
絵
図
は
そ
の
控
え
に
な
り
ま
す
。

　

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
八
月
の
神
崎
村
「
村
持
ち
加
島
新

田
絵
図
」（
田
中
大
庄
次
郎
氏
文
書
（
３
）、
図
１
）
は
、
神
崎
村

が
神
崎
川
対
岸
の
加
島
村
流
作
場
を
開
発
し
て
で
き
た
新
田
の

検
地
図
で
す
。
開
発
場
（
黄
色
）
内
に
、
一
～
一
六
番
の
番
号

が
付
い
た
御
検
地
請
所
（
白
色
）
が
み
え
ま
す
。
神
崎
村
の
領

〔
村
絵
図
の
分
類
例
〕

　

作
成
目
的
（
主
題
）
に
よ
る
分
類

　

木
村
東
一
郎
『
近
世
地
図
史
研
究
』
よ
り

①
検
地
に
関
す
る
図

一
般
検
地
、
新
田
検
地
、
給
地
・
寺
社
領
・
朱
印
地
・

除じ
ょ
ち地
の
改
め
、
田
畑
・
潰つ
ぶ
れ
ち地
の
起
お
こ
し
か
え
し
返
、
土
地
譲
渡
、

新
田
開
発
、
地
租
改
正
な
ど

②
領
地
替
え
に
関
す
る
図

国
絵
図
作
成
、
領
主
の
交
替
、
版
籍
奉
還
、
廃
藩
置

県
な
ど

③
境
界
の
設
定
に
関
す
る
図

山
・
川
・
野
境
論
争
の
裁
許
、
境
界
改
め
、
用
水
論
争
、

川
魚
権
な
ど

④
請
願
に
関
す
る
図

川か
わ
よ
け
ち

除
場
・
川
辺
・
川
堰
の
普ふ
し
ん請
、水
車
取
地
、屋
敷
番
付
、

墓
所
据
置
、
道
路
改
修
、
開
墾
、
山
林
畑
成
な
ど

⑤
そ
の
他

村
明
細
帳
差
出
、
役
人
巡
検
、
新
屋
敷
・
村
類
焼
の

改
め
、
宗
門
改
め
、
村
保
存
用
な
ど

　

村
絵
図
を
含
む
地
図
・
絵
図
の
分
類
方
法
に
つ
い
て

は
、
研
究
者
か
ら
い
く
つ
か
の
分
類
試
案
が
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
分
類
指
標
は
、
作
成
契
機
（
幕
府
提
出
・

藩
用
・
村
用
）、
描
写
範
囲
（
一
村
・
広
域
）、
描
写
方
法
（
見

取
図
・
測
量
図
等
）、内
容
に
よ
る
分
類
（
一
般
図
と
主
題
図
）

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

こ
の
項
の
末
尾
に
あ
げ
た
参
考
文
献
に
も
、
い
く
つ

か
の
分
類
試
案
が
紹
介
・
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
参
考

に
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

「
友と
も
ゆ
き行
村
一
筆
限
り
絵
図
」（
友
行
部
落
有
文
書
、
作
成
年
未
詳
）

よ
り
集
落
部
分
。
領
主
に
よ
っ
て
色
分
け
さ
れ
た
屋
敷
区
画
ご
と

に
家
主
の
名
前
が
記
さ
れ
、
左
上
に
は
観
音
寺
（
百び
ゃ
く
え衣
観
音
寺
）

も
描
か
れ
て
い
る
。
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（
図
１
）
神
崎
村
「
村
持
ち
加
島
新
田
絵
図
」
安
永
八
年

田
中
大
庄
次
郎
氏
文
書
（
３
）
東
西
七
九
セ
ン
チ
、
南
北
五
五
セ
ン
チ

（
図
２
）
友
行
村
一
筆
限
り
絵
図
「
友
行
村
全
図　

姓
名
田
畑
分
米
記
入
」　

作
成
年
未
詳

友
行
部
落
有
文
書　

東
西
九
九
セ
ン
チ
、
南
北
一
一
三
セ
ン
チ

「
御
領
」（
幕
府
領
）
と
「
他
領
」（
旗
本
長
谷
川
氏
知
行
所
）
そ
れ
ぞ
れ
の
田
畑
・
屋
敷
地
を
色
分
け
し
て
描
く
。

主
は
尼
崎
藩
で
す
が
、
開
発
場
は

幕
府
領
な
の
で
、
幕
府
役
人
に
よ

る
検
地
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
作
成
目
的
は
必
ず
し
も

明
記
さ
れ
な
い
の
で
す
が
、
村
内

の
区
画
一
筆
ご
と
の
情
報
を
記
し

た
一い

っ
ぴ
つ
か
ぎ
り

筆
限
り
絵
図
も
し
ば
し
ば
み

ら
れ
ま
す
。「
友と

も
ゆ
き行
村
全
図　

姓
名

田
畑
分ぶ

ま
い米
記
入
」（
友
行
部
落
有
文
書
、

図
２
）
は
、
一
筆
ご
と
の
土
地
に

つ
い
て
小こ

あ
ざ字
名
、
田
・
畑
の
別
と

そ
の
等
級
（
上・中・下
）、
反
別
（
面

積
）
や
分
米
（
年
貢
高
）
を
記
し
て

い
ま
す
。
友
行
村
は
相あ

い
き
ゅ
う
給
村
で
し

た
の
で
、「
御
領
」（
幕
府
領
）
と

「
他
領
」（
旗
本
長
谷
川
氏
知
行
所
）

そ
れ
ぞ
れ
の
田
畑
・
屋
敷
地
を
色

分
け
し
て
描
い
て
い
ま
す
。
氏
神

や
寺
の
境
内
の
様
子
、
道
や
橋
・

高こ
う
さ
つ札
場ば

な
ど
も
書
き
入
れ
ら
れ
、

村
内
の
位
置
関
係
を
読
み
取
る
目

印
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
村
の
主
要
な
情
報
が
書
き
入

れ
ら
れ
て
お
り
、
実
用
的
な
図
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。な
お
、

『
図
説
尼
崎
の
歴
史
』
近
世
編
第

一
節
５
「
近
世
の
村
」（
岩
城
卓
二

氏
執
筆
）
が
、
こ
の
図
を
も
と
に
、

村
の
土
地
構
成
・
配
置
や
景
観
に

つ
い
て
く
わ
し
く
解
説
し
て
い
ま

す
。

　

近
代
初
頭
の
絵
図
に
な
り
ま
す
が
、
同
種
の
一
筆
限
り
絵
図

と
し
て
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
作
成
の
「
東
新
田
村
一
筆
限

り
絵
図
」（
柳
川
啓
一
氏
文
書
）
を
本
書
第
Ⅰ
部
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。
地
租
改
正
の
準
備
作
業
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
絵
図
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

②
領
地
替
え
に
関
す
る
図　

現
尼
崎
市
域
の
場
合
、
尼
崎
藩
を
は

じ
め
領
主
側
の
史
料
が
あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て

確
認
で
き
る
例
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
下し

も
さ
か
べ

坂
部
村
の
文

書
と
し
て
残
っ
た
絵
図
に
、
天
保
の
上
知
令
に
関
連
し
て
作
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
六
月
、
幕
府
が
大
坂
周
辺
地
域

の
私
領
を
公
収
（
直
轄
化
）
す
る
上
知
令
を
発
し
た
際
、
旗
本

青
山
氏
（
幸
正
系
・
幸
高
系
）
の
所
領
で
あ
る
下
坂
部
村
も
上

知
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
対
象
と
な
っ
た
村
々
は
、
領
主
を

通
じ
て
必
要
書
類
を
、
上
知
を
担
当
す
る
大
坂
の
築
山
・
竹
垣

両
代
官
立
会
役
所
に
提
出
し
て
お
り
、
村
絵
図
も
そ
の
な
か
に

含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
下
坂
部
村
絵
図（
三み

ね根
久
昌
氏
文
書
、

図
３
）
に
は
、
居
屋
敷
、
各
小
字
の
名
称
、
田
畑
な
ど
の
土
地

の
利
用
状
況
、
道
や
水
路
・
用
水
・
堰
、
近
隣
村
々
と
の
位
置

関
係
な
ど
村
の
概
要
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
図
の
右
下
に
は
村

高
と
そ
の
領
主
ご
と
の
内
訳
が
記
さ
れ
、作
成
者
と
し
て
庄
屋
・

年
寄
の
署
名
が
入
っ
て
い
ま
す
。

③
境
界
の
設
定
に
関
す
る
図　

現
市
域
に
残
る
絵
図
で
、
こ
れ
に

類
す
る
特
徴
的
な
も
の
と
い
え
る
の
が
、
水
利
絵
図
で
す
。

猪
名
川
・
武
庫
川
両
水
系
か
ら
用
水
を
引
く
井ゆ

ぐ
み組

（
用
水
組
合
）

が
近
世
に
は
い
く
つ
も
成
立
し
、
取
水
や
悪
水
抜
き
（
排
水
）

な
ど
を
め
ぐ
っ
て
水
利
争
論
が
多
発
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
水

利
絵
図
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
地
域
研
究
史
料
館
が
所
蔵
す
る

絵
図
の
な
か
で
も
っ
と
も
多
く
の
点
数
を
数
え
ま
す
。

（図3）下坂部村絵図　天保14年　三根久昌氏文書　東西75cm、南北101cm
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水
堂
樋
←

論
所
済
口
←

↓水堂井

←
武
庫
井

↑
守
部
樋

→
守
部
井

←
凡
　例

（図4）「水堂村七ツ松村双方相
　絵図 」享保2年
　常吉部落有文書
　東西131cm、南北168cm

　

水
利
絵
図
の
な
か
で
も
、代
表
的
な
の
が
水
論
の
立
会
絵
図
・

裁
許
絵
図
で
す
。
争
論
が
訴
訟
に
発
展
す
る
と
、
同
領
主
の
村

や
井
組
間
の
争
い
の
場
合
は
領
主
が
、
異
な
る
領
主
の
村
や
井

組
間
の
争
い
の
場
合
は
大
坂
町
奉
行
所
が
こ
れ
を
裁
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
原
告
・
被
告
双
方
の
主
張
や
証
拠
文
書
を
審
議
し

て
も
判
断
で
き
な
い
場
合
、
こ
れ
を
吟
味
す
る
領
主
な
い
し
は

町
奉
行
所
が
、
双
方
に
立
会
絵
図
を
作
る
よ
う
命
じ
ま
す
。
立

会
に
よ
っ
て
も
解
決
さ
れ
ず
、
領
主
な
い
し
町
奉
行
所
の
裁
決

に
よ
っ
て
決
着
す
る
場
合
に
は
、
裁
許
絵
図
が
作
ら
れ
原
告
・

被
告
双
方
に
絵
図
が
下
げ
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
水み

ず
ど
う堂
村
七な
な
つ
ま
つ

ツ
松
村
双
方
相
絵
図
」（
常つ
ね
よ
し吉
部
落
有
文
書
、図
４
）

は
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
の
武
庫
川
洪
水
で
破
損
し
修
復

さ
れ
た
新
溝
の
水
堂
井
へ
の
悪
水
抜
き
（
排
水
）
を
め
ぐ
っ
て
、

新
溝
を
修
復
し
た
常
吉
村
・
武
庫
村
側
と
水
堂
井
（
水
堂
村
・

七
松
村
）
の
間
で
起
き
た
水
論
に
関
す
る
絵
図
で
す
。
享
保
二

年
（
一
七
一
七
）
一
二
月
に
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
絵
図
は
、
武
庫
川
脇
の
漏
水
か
ら
発
す
る
「
新
溝
」
と

水
堂
井
と
の
間
に
あ
る
白
色
の
砂
地
部
分
（
常
吉
村
領
）
に
「
論

所
」（
争
点
と
な
る
場
所
）
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
絵
図
の
裏
面

に
は
「
表
書
の
絵
図
は
双
方
の
村
々
が
立
ち
会
い
場
所
を
詳
し

く
ご
案
内
し
、「
町
間
縄
引
」（
測
量
）
し
て
お
り
、
絵
図
の
記

載
に
相
違
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
誓
い
の
文
言
が
、
四
か
村

の
村
役
人
の
署
名
・
連
印
と
と
も
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
論
所
に

は
「
済す

み
く
ち口
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
当
事
者
双
方
で
解
決

し
訴
え
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
た
だ
完
全
解
決
と
は

い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
、
翌
享
保
三
年
六
月
の
裁
許
状
の
覚
え

（
同
じ
く
常
吉
部
落
有
文
書
）
か
ら
、
最
終
的
に
は
幕
府
の
裁
決

と
い
う
形
で
争
い
が
終
結
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

立
会
絵
図
や
裁
許
絵
図
は
大
型
の
も
の
が
多
く
、「
水
堂
村

七
ツ
松
村
双
方
相
絵
図
」
は
大
き
さ
が
一
三
一
×
一
六
八
セ
ン

（図5）「神崎川諸村樋場所絵図」　寛政9年　田中大庄次郎氏文書（２）　東西55cm、南北60cm
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チ
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
ま
す
。
近
世
の
絵
図
は
畳
の
う
え
に
広
げ

て
見
る
の
が
通
例
で
、
大
き
さ
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
ま
た
、
多
く
の
絵
図
に
は
東
西
南
北
の
方
角
が
記
さ
れ
、

天
地
は
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
四
方
か
ら
眺
め
る
よ
う
に
描
か
れ

て
い
ま
し
た
。
多
く
の
絵
図
に
お
い
て
、
村
名
や
凡
例
な
ど
文

字
で
描
か
れ
る
個
所
の
向
き
は
一
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
絵
図
は
誰
が
描
い
た
の
か
記
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

村
絵
図
は
村
役
人
や
絵
心
の
あ
る
人
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
場
合

が
多
く
、
絵
図
に
よ
っ
て
は
絵
師
の
名
前
や
押
印
が
あ
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。
訴
訟
と
な
っ
た
場
合
な
ど
、
法
的
な
証
明
の
た

め
に
作
ら
れ
る
場
合
は
、
描
画
と
測
図
の
技
能
を
持
つ
、
絵
師

（
絵
図
師
）
と
呼
ば
れ
る
者
が
作
成
す
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
絵
図
の
凡
例
（
色
分
け
）
の
隣
に
、「
町
間
百
間

一
尺
之
積
」と
い
う
記
載
が
み
え
ま
す
。
こ
れ
は
百
間（
六
百
尺
）

の
距
離
を
一
尺
の
長
さ
で
表
す
六
百
分
の
一
の
縮
尺
で
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
お
り
、
絵
図
が
測
量
の
結
果
を
も
と
に
一
定
の

縮
尺
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。図
中
に
は「
但

井
路
幅
壱
間
弐
分
之
積
」（
一
間
＝
六
百
分
を
二
分
で
表
す
、
三
百

分
の
一
）
や
「
右
弐
ヶ
所
道
法
（
七
ツ
松
村
・
水
堂
村
へ
の
距
離
）

分
間
不
合
」
と
も
記
さ
れ
、
異
な
る
縮
尺
で
描
か
れ
て
い
る
部

分
も
あ
り
ま
す
。
論
所
や
こ
れ
に
関
連
す
る
個
所
は
一
定
の
縮

尺
で
描
き
、
周
辺
部
分
の
縮
尺
は
適
宜
調
整
さ
れ
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

水
利
関
係
の
絵
図
の
な
か
に
は
、
作
成
の
理
由
や
目
的
が
記

さ
れ
て
お
ら
ず
、
用
水
や
堤
・
川
堰
・
悪
水
樋
な

ど
と
い
っ
た
水
利
施
設
の
場
所
を
記
し
た
麁あ

ら

絵
図

や
見
取
図
な
ど
も
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
作
成
年

代
の
記
載
が
な
い
も
の
が
多
く
、
水
利
の
現
状
を

記
録
し
、
村
が
そ
れ
を
必
要
時
に
確
認
す
る
と

い
っ
た
実
用
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と

推
測
さ
れ
ま
す
。

④
請
願
に
関
す
る
図　

堤
・
堰
な
ど
水
害
防
止
施

設
の
普ふ

し
ん請
に
関
す
る
絵
図
が
残
っ
て
い
ま
す
。
た

と
え
ば
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
閏
七
月
の
「
神

崎
川
諸
村
樋
場
所
絵
図
」（
田
中
大
庄
次
郎
氏
文
書

（
２
）、
図
５
）
に
は
、
神
崎
川
・
左さ

門も
ん

殿ど

川が
わ

西
岸

の
尼
崎
藩
領
及
び
他
領
の
村
々
に
、
修
復
対
象
と

な
る
堤
の
場
所
数
か
所
が
、
尼
崎
藩
の
「
御
普
請

所
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
当
時
尼
崎
藩
は
土
砂
留
大
名
と
し
て
、

猪
名
川
流
域
や
武
庫
川
流
域
な
ど
西せ

い
せ
つ摂
・
北ほ
く
せ
つ摂
地

域
の
河
川
巡
回
・
監
督
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。

　

洪
水
の
被
災
状
況
を
報
告
し
た
絵
図
も
、
年
貢
減
免
願
い

な
ど
の
請
願
の
前
提
と
し
て
作
成
さ
れ
ま
す
。
現
市
域
で
は
、

元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
の
武
庫
川
・
猪
名
川
流
域
の
洪
水
や
、

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
の
武
庫
川
洪
水
の
絵
図
が
代
表
例
で

す
。
そ
の
う
ち
元
文
五
年
の
猪
名
川
・
藻も

が
わ川
流
域
の
水
害
絵
図

（
徳
永
孝
哉
氏
文
書
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

「
元
文
五
年
六
月
九
日
、猪
名
川
・
藻
川
の
堤
が
数
か
所
決
壊
し
、

村
々
が
浸
水
し
た
。
こ
と
に
上か

み
け
ま

食
満
村
の
決
壊
場
所
よ
り
両
川

の
水
が
入
り
込
み
、
六
月
よ
り
七
月
・
閏
七
月
・
八
月
中
旬
に

い
た
る
ま
で
色
々
と
浸
水
が
あ
り
、
村
は
難
儀
し
た
。
下
流
の

村
よ
り
助
人
足
が
出
さ
れ
、
八
月
二
〇
日
ま
で
に
よ
う
や
く
水

が
と
ま
っ
た
」

（図6）「堤切れ箇所差上げ絵図写し」　元文5年　宇保登氏文書（１）
東西42.5cm、南北81cm

　

同
図
に
は
、
藻
川
沿
岸
の
決
壊
し
た
場
所
と
そ
の
長

さ
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
洪
水
を
記
録
し
た
別
の

絵
図
（
宇
保
登
氏
文
書
（
１
）、図
６
）
は
、川
の
水
が
堤
（
黒

太
線
）
を
破
っ
て
田
畑
へ
大
波
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る

さ
ま
が
描
か
れ
て
お
り
、
洪
水
の
恐
ろ
し
さ
を
生
々
し

く
表
し
て
い
ま
す
。

⑤
そ
の
他　

①
～
④
以
外
の
絵
図
で
特
徴
的
な
も
の

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
幕
府
巡
見
使
の
巡
見
に
際
し
て
作

ら
れ
る
絵
図
が
あ
り
ま
す
。
幕
府
巡
見
使
と
い
う
の

は
、
全
国
の
大
名
の
動
向
を
監
視
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
将
軍
代
替
わ
り
の
際
な
ど
に
視
察
を
行
な
わ
せ

た
も
の
で
す
。
巡
見
使
が
街
道
筋
を
通
行
す
る
際
、
掃

除
役
が
沿
道
の
村
々
に
課
せ
ら
れ
、
掃
除
場
所
を
示
す

絵
図
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

　

図
７
は
、
尼
崎
藩
領
で
あ
っ
た
時と

き
と
も友
村
が
安
永
二
年

（
一
七
七
三
）
に
作
成
し
た
「
掃
除
助
場
所
」
の
絵
図
で

す
（
古
田
嘉
章
氏
文
書
（
１
））。
街
道
上
の
領
杭
（
寺
本
・

山
田
・
西
昆こ

や陽
の
村
境
）
か
ら
西
へ
三
八
間
四
尺
（
約
七

〇
メ
ー
ト
ル
）
の
「
掃
除
助
場
所
」
を
示
し
た
も
の
で
、

こ
の
部
分
は
時
友
村
と
同
じ
く
尼
崎
藩
領
で
あ
る
西
昆

陽
村
の
領
分
で
し
た
。
時
友
村
は
街
道
沿
い
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
図
中
に
「
御
勅
使
様
・
御
巡
見
使

様
の
通
行
に
際
し
て
西
昆
陽
村
内
の
掃
除
を
分
担
し
て

手
伝
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
と
あ
り
、続
い
て
「（
し

か
し
こ
の
場
所
は
）
時
友
村
の
領
分
で
は
な
い
か
ら
御

勅
使
様
・
御
巡
見
使
様
が
通
行
さ
れ
る
際
に
は
（
挨
拶

な
ど
の
た
め
）同
村
の
村
役
人
は
出
向
か
な
い
」と
い
う
、

時
友
村
の
庄
屋
の
断
り
書
き
と
判
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

絵
図
は
、
今
後
の
巡
見
に
際
し
て
こ
れ
以
上
時
友
村
の

負
担
が
増
え
な
い
よ
う
、
後
年
の
確
認
の
た
め
作
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
村
絵
図
の
整
理
・
保
存
・
活
用　
本
項
に
紹
介
し
た
と
お
り
、

現
尼
崎
市
域
の
村
絵
図
は
多
様
な
も
の
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の

多
く
は
地
域
研
究
史
料
館
が
保
存
・
公
開
す
る
村
の
文
書
に
含

ま
れ
て
い
ま
す
。
史
料
館
で
は
、
絵
図
が
含
ま
れ
る
文
書
群
を

整
理
し
て
目
録
を
作
成
し
、
所
蔵
者
よ
り
寄
託
・
寄
贈
を
受
け

た
も
の
な
ど
公
開
可
能
な
文
書
群
に
つ
い
て
は
順
次
公
開
し
、

閲
覧
利
用
に
供
し
て
い
ま
す
。

　

村
絵
図
は
サ
イ
ズ
が
大
き
な
も
の
が
多
く
、
閲
覧
の
た
め
に

展
開
と
折
り
た
た
み
を
繰
り
返
す
と
、
他
の
形
態
の
古
文
書
以

上
に
破
れ
や
す
く
傷
み
や
す
い
と
い
う
デ
リ
ケ
ー
ト
な
性
質
を

持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
閲
覧
公
開
に
あ
た
っ
て
は
慎
重

な
配
慮
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
史
料
館
で
は
、
公
開
し
て
い
る

絵
図
の
う
ち
、
撮
影
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
や
複
製
プ
リ
ン
ト
、

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
に
よ
る
複

製
閲
覧
を
優
先
さ
せ
て
い
ま
す
が
、
破
損
や
劣
化
・
虫
損
が
著

し
い
な
ど
保
存
上
の
問
題
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
原
本
の

閲
覧
要
望
に
対
し
て
も
柔
軟
に
応
じ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

〔
参
考
文
献
〕

木
村
東
一
郎
『
近
世
村
絵
図
研
究
』
小
宮
山
書
院
、
一
九
六
二

同
『
近
世
地
図
史
研
究
』
古
今
書
院
、
一
九
八
七

川
村
博
忠
『
近
世
絵
図
と
測
量
術
』
古
今
書
院
、
一
九
九
二

金き
ん
だ
あ
き
ひ
ろ

田
章
裕
「
絵
図
・
地
図
と
歴
史
学
」『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』

別
巻
三
・
史
料
論
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五

杉
本
史
子
ほ
か
編
『
絵
図
学
入
門
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
一

金
田
章
裕
・
上
杉
和か

ず
ひ
ろ央
『
日
本
地
図
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
一
二

（図7）「時友村掃除助場所墨引図」　安永2年　古田嘉章氏文書（１）　東西28.5cm、南北55cm

〔
執
筆
者
〕
地
域
研
究
史
料
館
（
担
当　

三み
う
ら
ひ
さ
よ

浦
寿
代
）
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町
絵
図
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〉
７

　
町
絵
図
と
は　
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
尼
崎
に
入
部
し

た
戸
田
氏う

じ
か
ね鉄
の
時
代
か
ら
、
戸
田
氏
に
代
わ
っ
て
寛
永
一
二
年

（
一
六
三
五
）
に
入
部
し
た
青
山
幸よ
し
な
り成
の
時
代
に
か
け
て
、
尼
崎

町
の
新
城
下
町
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
城
下
町
を

管
理
す
る
た
め
に
、
侍
町
の
家
中
屋
敷
を
記
録
し
た
城
下
絵
図

や
、
町
人
地
の
所
有
者
を
町
が
管
理
・
記
録
し
た
絵
図
な
ど
が

作
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
町
人
地
各
町
ご
と
に
町
の
土

地
を
管
理
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
絵
図
類
を
取
り
上
げ
、「
町

絵
図
」
と
し
て
紹
介
し
ま
す
。

　

近
世
尼
崎
町　

近
世
尼
崎
町
は
、
中
世
以
来
の
大だ

い
も
つ物
町
・

市い
ち
に
わ庭
町
・
別
所
町
・
風
呂
辻
町
・
辰
巳
町
に
、
近
世
初
頭
に
新

た
に
造
ら
れ
る
宮
町
・
中な

か
ざ
い
け

在
家
町
・
築
地
町
を
加
え
た
町
場
八

町
と
、
侍
町
・
寺
町
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
、村
の
年
貢
に
あ
た
る
地じ

し子
の
負
担
を
負
う
の
は
、

町
人
が
住
む
町
場
八
町
で
し
た
。
尼
崎
藩
の
い
わ
ば
「
官
舎
」

の
敷
地
で
あ
る
侍
町
と
、
寺
院
の
境
内
地
で
あ
る
寺
町
は
藩
の

所
有
地
で
あ
り
、
質
入
れ
・
売
買
を
認
め
ら
れ
な
い
非
課
税
地

で
し
た
。
城
郭
内
や
侍
町
の
屋
敷
地
に
課
税
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
の
は
、
明
治
初
年
の
地
租
改
正
以
後
の
こ
と
で
す
。

　

地
子
を
負
担
す
る
町
場
に
つ
い
て
、
史
料
に
記
録
さ
れ
る
町

人
人
口
を
追
っ
て
い
く
と
、
青
山
氏
時
代
の
寛
文
九
年
（
一
六

六
九
）
頃
に
一
万
四
、
〇
八
九
人
、
松
平
氏
入
部
後
の
享
保
一

九
年
（
一
七
三
四
）
に
一
万
六
、
四
九
四
人
、
天
明
八
年
（
一

七
八
八
）
に
一
万
二
、
〇
〇
八
人
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に

九
、
六
七
一
人
と
推
移
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
尼
崎
町
の
町
場
の
本
高
（
本
地じ

し子
）
は
六
〇
〇
石
と
定

め
ら
れ
、
戸
田
氏
時
代
に
は
中
世
以
来
の
五
町
に
中
在
家
町
を

加
え
た
六
町
に
、
そ
の
後
宮
町
の
町
場
形
成
が
進
ん
だ
青
山
氏

時
代
に
は
宮
町
を
加
え
た
七
町
に
割
り
振
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
本
高
に
対
す
る
定
納
の
年
貢
高
は
時
期
に
よ
っ
て
変
化
し

（図1）近世尼崎城下

「
築
地
町
絵
図
（
御お
す
く
い救
地ち

絵
図
）」（
享
保
二
〇
年
）
よ
り
大
黒
橋

付
近
。
紫
色
で
示
さ
れ
る
御
救
地
や
町
人
地
の
家
並
み
、
橋
の
西

側
に
あ
っ
た
高こ
う
さ
つ札
場ば

が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
す
が
、
役
人
屋
敷
や
街
路
の
拡
幅
・
新
設
な
ど
に
よ
る
町
人

地
の
減
少
分
が
差
し
引
か
れ
、
五
割
三
〇
〇
石
の
負
担
が
上
限

基
準
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
城
下
町
建
設
後
増
加
し
た

新
屋
地
子
分
を
加
え
て
納
め
る
こ
と
と
さ
れ
、
各
町
は
町
屋
敷

の
間
口
割
り
に
よ
り
こ
れ
を
負
担
し
て
い
ま
し
た
。
文
化
七
年

（
一
八
一
〇
）
の
「
築
地
町
式
目
帳
」（
築
地
町
文
書
、『
尼
崎
市
史
』

第
五
巻
掲
載
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
本
地
子
・
新
屋
地
子

を
含
め
た
納
入
高
は
四
〇
三
石
余
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
七
町
が
地
子
を
負
担
す
る
の
に
対
し
て
、
青
山
氏

時
代
に
造
成
さ
れ
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
完
成
し
た
築
地

町
は
葭よ

し

年
貢
を
負
担
し
て
い
ま
し
た
。
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）

と
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
の
築
地
町
の
勘
定
目
録
（
同
前
）
に

は
、
坪
数
二
万
一
四
〇
坪
余
り
に
対
し
て
銀
高
一
貫
二
九
〇
匁

余
り
の
葭
年
貢
が
課
せ
ら
れ
、
銀
三
〇
枚
を
上
納
す
る
こ
と
が

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
間
口
に
対
し
て
賦ふ

か課
す
る
地
子
と
坪
数
に
対

し
て
賦
課
す
る
年
貢
が
あ
り
、
と
く
に
地
子
の
課
税
基
準
と
な

る
間
口
は
各
町
共
通
で
重
要
で
あ
っ
た
た
め
、
多
く
の
「
町
絵

図
」
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
経
済
活
動
と
町
屋
敷
の
権
利
移
動　
近
世
尼
崎
町
で
は
、
活

発
な
経
済
活
動
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
わ
け
て
も
生
魚
問
屋
・

干ほ
し
か鰯
屋
・
上
荷
問
屋
・
荷
問
屋
（
酒
屋
荷
物
等
）・
塩
問
屋
・
材

木
屋
な
ど
、
瀬
戸
内
海
一
円
か
ら
九
州
あ
る
い
は
関
東
と
い
っ

た
遠
隔
地
と
の
流
通
に
携
わ
る
、
中
央
市
場
的
性
格
の
業
種
の

活
動
が
目
立
ち
ま
す
。
神
崎
川
・
淀
川
を
通
行
し
て
伏
見
・
鳥

羽
と
往
復
す
る
過か

し
ょ書

船
や
、
大
坂･

堺
・
兵
庫
へ
の
貨
客
輸
送

を
担
っ
た
渡
海
船
、
漁
船
な
ど
、
船
の
種
類
と
船
数
が
多
い
こ

と
も
特
徴
で
す
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
繰
屋
・
繰
綿
中
問
屋
や
、

樽
巻
き
菰こ

も

・
縄
を
集
荷
す
る
荒
物
仲
間
と
い
っ
た
、
近
接
す
る

西せ
い
せ
つ摂
地
域
内
の
商
取
引
も
み
ら
れ
ま
し
た
。

　

城
下
の
町
人
屋
敷
地
は
、
こ
う
い
っ
た
経
済
活
動
の
場
で
あ

る
と
と
も
に
、
商
売
上
の
担
保
と
し
て
し
ば
し
ば
質
入
れ
や
売

買
の
対
象
と
な
り
、
借
家
経
営
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
屋
敷
地
の
所
有
権
や
質
権
の
移
動
、
分
筆
・
合
筆

な
ど
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た

売
買
・
権
利
移
動
の
際
に
作
成
さ
れ
る
証
文
が
「
沽こ

け
ん券
」
で
あ

り
、
町
役
人
ら
が
町
の
区
画
を
管
理
す
る
た
め
権
利
関
係
の
移

動
を
記
録
す
る
台
帳
が
「
沽
券
帳
」（「
水み
ず

帳
」
と
も
い
う
）、
屋

敷
地
の
場
所
を
明
示
す
る
図
が
「
沽
券
図
」
で
す
。
こ
れ
ら
は

幾
度
と
な
く
改
訂
さ
れ
、
新
調
さ
れ
ま
し
た
。

　

沽
券
帳
と
沽
券
図
は
各
町
の
役
人
が
管
理
し
て
い
た
の
で
、

明
治
維
新
後
の
地
租
改
正
に
よ
っ
て
土
地
の
管
理
を
国
が
行
な

う
よ
う
に
な
る
と
、
旧
名
主
家
や
戸
長
家
、
あ
る
い
は
町
内
会

や
社
会
福
祉
協
議
会
と
い
っ
た
地
域
組
織
に
残
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
旧
尼
崎
城
下
の
町
場
で
は
、
風
呂
辻
町
、
中
在
家
町
、

築
地
町
の
沽
券
図
が
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
行
政
上
は
村
な

の
で
す
が
、城
下
町
と
一
体
で
あ
っ
た
別
所
村
地
内
の
屋
敷（
出

屋
敷
を
含
む
）
に
つ
い
て
、
所
有
者
名
と
石こ
く
だ
か高
を
記
し
た
絵
図

も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、住
民
管
理
上
の
情
報
と
し
て
、

土
地
所
有
者
の
職
業
を
記
載
し
た
沽
券
図
が
各
地
に
残
っ
て
い

ま
す
が
、
尼
崎
城
下
の
場
合
、
現
在
確
認
で
き
て
い
る
沽
券
図

は
い
ず
れ
も
職
業
記
載
を
欠
い
て
い
ま
す
。

　

以
下
、
町
村
別
に
、
沽
券
図
を
は
じ
め
と
す
る
町
絵
図
及
び

関
連
史
料
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
所
蔵
機
関
を
特
記
し
た
も

の
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
寄
贈
・
寄
託
等
に
よ
り
地
域
研
究
史

料
館
が
収
蔵
し
て
い
る
文
書
群
に
含
ま
れ
る
絵
図
で
す
。

　
風
呂
辻
町　
田
中
種
子
氏
文
書
に
、
文
化
・
文
政
期
の
沽

券
図
・
沽
券
帳
が
残
っ
て
い
ま
す
。

○
「
風
呂
辻
町
分ぶ

ん
け
ん間
絵
図
」
文
化
一
三
年
（
一
八
一
六
）

　

軸
装
二
点
（
図
２
・
３
）

「風呂辻町分間絵図」文化13年
上巻縦42cm、下巻縦54cm

（図2、右の写真）分間絵図のうち「一覧之総図」
向かって右が北で大物川沿い、左が左門殿川沿い
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第
Ⅲ
部
第
四
章
「
尼
崎
の
近
世
」
第
二
節
〈
史
料
編
〉

第
Ⅲ
部
第
四
章
「
尼
崎
の
近
世
」
第
二
節
〈
史
料
編
〉

　

風
呂
辻
町
の
街
区
を
子
か
ら
亥
ま
で

と
甲
か
ら
己
ま
で
の
合
計
一
八
区
画
に

わ
け
、
各
区
画
の
絵
図
に
屋
敷
地
ご
と

の
間
口
・
奥
行
・
所
有
者
名
を
記
す
沽

券
図
で
、
作
図
者
名
が
「
芸
州
広
島　

武
田
和
平
二
」
と
、
花
押
と
と
も
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
風
呂
辻
町
は
六
尺
五

寸
（
一
間
）
竿
で
検
地
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
絵
図
は
各
区
画
の
図
幅
が
縮
尺
百

分
の
一
、
一
覧
総
図
が
五
百
分
の
一
で

描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

風
呂
辻
町
は
、
近
世
初
頭
の
城
下
町

建
設
に
よ
り
新
た
に
造
成
さ
れ
た
町
の

整
形
さ
れ
た
短
冊
状
と
は
異
な
り
、
中

世
以
来
の
不
整
形
な
屋
敷
地
割
り
を
残

し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
碁
盤
目
状
の
街

路
を
通
し
、
四
面
に
表
間
口
を
持
つ
街

区
と
な
っ
て
い
る
様
子
を
、
こ
の
絵
図

か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
昭

和
戦
前
期
の
市
史
で
あ
る
『
尼
崎
志
』

編
さ
ん
時
に
筆
写
さ
れ
た
「
金
蓮
寺
旧

蔵
文
書
写
」
に
は
、
戸
田
氏
時
代
に
行

な
わ
れ
た
町
場
の
改
造
状
況
が
記
録
さ

れ
た
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ

れ
と
合
わ
せ
見
る
こ
と
で
、
中
世
尼
崎

町
の
様
子
を
復
元
す
る
手
掛
か
り
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

〇「
御み

ず図
帳
」文
政
一
〇
年（
一
八
二
七
）

横
帳
一
点

　
　
「
風
呂
辻
町
分
間
絵
図
」
に
対
応
す
る
沽
券
帳
と
し
て
作

成
さ
れ
ま
し
た
。
間
口
・
奥
行
の
間
尺
は
改
訂
し
た
が
、
地

子
・
間
口
役
・
諸
掛
米
等
は
旧
記
の
と
お
り
相
違
が
な
い
と

記
し
て
い
ま
す
。

　
中
在
家
町　
梶
広
子
氏
文
書
に
、
天
保
期
以
降
の
状
況
を

記
す
沽
券
帳
と
、
慶
応
期
の
沽
券
図
が
残
っ
て
い
ま
す
。

○
「
中
在
家
町
町
絵
図
」
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
書
冊
二
点

　
　

中
在
家
町
の
区
画
を
書
冊
の
各
丁
に
分
割
し
て
記
し
た
、

冊
子
状
の
沽
券
図
で
す
。
町
の
北
端
の
本
町
筋
南
側
を
、
東

角
屋
敷
か
ら
始
ま
り
東
西
の
通
り
に
沿
っ
て
西
端
ま
で
、
次

い
で
中
筋
の
北
側
の
家
並
み
東
端
に
移
っ
て
以
降
は
順
番
に

新
川
端
北
側
ま
で
、
町
の
全
筆
を
収
録
し
て
い
ま
す
。
屋
敷

地
六
六
〇
区
画
に
つ
い
て
、
一
筆
ご
と
の
間
口
・
奥
行
・
所

有
者
名
、
組
番
と
組
頭
名
、
地
子
米
・
役
米
の
負
担
高
な
ど

を
記
録
し
て
お
り
、「
中
在
家
町
間
口
帳
」
に
記
さ
れ
る
慶

応
期
の
内
容
を
図
化
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
こ
の
町
絵
図

の
内
容
を
翻
刻
し
て
地
図
上
に
プ
ロ
ッ
ト
し
、
さ
ら
に
デ
ジ

タ
ル
化
し
た
の
が
次
項
コ
ラ
ム
に
紹
介
す
る
「
中
在
家
町
町

並
み
復
元
絵
図
」
で
す
。

〇
「
中
在
家
町
間
口
帳
」
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
書
冊
五
点

　
　
「
中
在
家
町
町
絵
図
」と
同
じ
記
載
順
序
の
沽
券
帳
で
す
。

天
保
五
年
か
ら
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
ま
で
の
所
有
権
の

移
動
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
築
地
町　
築
地
町
文
書
に
は
、
沽
券
図
・
水
帳
な
ど
多
様

な
町
絵
図
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

沽
券
図
・
水
帳
と
も
し
ば
し
ば
改
訂
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理

由
と
し
て
、
所
有
権
の
移
動
や
質
入
れ
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
る

こ
と
、
分
筆
・
合
筆
な
ど
が
あ
る
た
め
土
地
の
形
状
が
変
化
す

る
こ
と
、
図
面
上
の
修
正
記
載
が
見
え
に
く
く
な
る
こ
と
な
ど

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
図
３
）「
風
呂
辻
町
分
間
絵
図
」（
文
化
一
三
年
）
の
う
ち
申さ
る

区
画
、
上
が
北

　

新
た
な
所
有
者
名
を
書
い
た
付
箋
を
旧
所
有
者
名
の
上
に
貼
る
こ
と
で
、
所
有
権
の
変
更
を
記

録
し
て
い
ま
す
。区
画
が
変
更
さ
れ
た
場
合
は
そ
の
間
口
や
奥
行
間
数
も
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

○
「
築
地
町
絵
図
（
区
分
沽
券
図
）」

　

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）・
七
年 

一
六
点

　
　
「
区
分
見
取
り
図
」（
図
４
）
に
記
し
た
と
お
り
、
築
地
町

を
一
七
区
画
に
わ
け
た
絵
図
で
す
。
六
五
分
の
一
の
縮
尺
で

描
か
れ
た
実
測
図
で
、「
壱
番
」
を
除
く
一
六
点
が
残
っ
て

い
ま
す
。
屋
敷
地
ご
と
に
間
口
・
奥
行
・
坪
数
・
所
有
者
名

を
記
し
、
所
有
者
の
交
代
が
何
枚
も
の
貼
り
紙
を
重
ね
て
表

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
区
分
図
の
端
に
そ
れ
ぞ
れ
の
表
間
口
総

計
、
両
横
町
及
び
後
述
す
る
御お

す
く
い救
地ち

の
間
口
総
間
数
、
表
役
・

坪
数
や
納
付
銀
高
の
合
計
等
が
記
載
さ
れ
、
背
割
り
下
水
の

幅
半
分
を
埋
め
立
て
通
り
道
に
し
た
場
所
で
は
、
道
に
面
し

た
屋
敷
地
所
有
者
へ
の
分
担
銀
も
記
し
ま
す
。
一
六
点
の
う

ち
「
三
番
」
図
を
次
頁
に
掲
載
し
ま
し
た
（
図
５
）。

○
「
築
地
町
絵
図
」
年
未
詳　

五
点

　
　

こ
れ
も
沽
券
図
に
類
す
る
絵
図
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
年

未
詳
な
が
ら
、
一
点
を
除
い
て
あ
る
程
度
年
代
推
定
が
可
能

で
す
。
一
番
・
二
番
絵
図
は
寛
政
六
年
図
に
は
な
い
築
地
町

開
発
家
岸
田
屋
な
ど
が
所
有
す
る
大
区
画
の
屋
敷
地
が
記
さ

れ
、
ま
た
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）・
一
〇
年
設
置
の
御
救
地

区
画
の
記
載
が
な
い
の
で
、
享
保
八
年
以
前
、
一
八
世
紀
初

頭
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
絵
図
と
見
ら
れ
ま
す
。三
番
絵
図
は
、

所
有
者
名
を
屋
号
で
は
な
く
苗
字
で
記
し
、
地
番
を
記
し
て

い
る
の
で
地
租
改
正
時
、
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
前
後

頃
作
成
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
五
番
絵
図
は
、
近
世
絵
図
と
同

じ
く
間
口
・
奥
行
・
坪
数
に
所
有
者
名
を
記
し
ま
す
が
、
屋

号
で
は
な
く
苗
字
を
表
記
し
て
い
る
の
で
、
明
治
初
年
作
成

と
み
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
二
番
絵
図
の
画
像
を
本
書
第
Ⅰ
部

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

○
「
水
帳
拾
冊
惣
勘
定
目
録
帳
」

　

寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）　

書
冊
一
点

〇
「
水
帳
并
絵
図
間
口
勘
定
書
類
目
録
」

　

寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）　

書
冊
一
点

　
　

い
ず
れ
も『
尼
崎
市
史
』第
五
巻
に
翻
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。

後
者
は
、
寛
政
七
年
改
訂
の
水
帳
一
七
冊
と
と
も
に
一
番
か

ら
一
七
番
ま
で
と
定
め
た
沽
券
図
一
七
枚
を
作
成
し
た
と
記

し
て
お
り
、
記
載
内
容
か
ら
寛
政
六
年
図
の
失
わ
れ
た
一
枚

が
一
番
・
小
島
町
と
確
認
で
き
ま
す
。

〇
「
民
図
簿
（
水
帳
）」

　

弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）　

書
冊
一
七
点

　
　

寛
政
七
年
の
書
類
目
録
が
記
す
一
七
冊
と
同
じ
冊
数
で

す
。年
数
を
経
て
、さ
ら
に
改
訂
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

○
「
築
地
町
絵
図
（
御
救
地
絵
図
）」

　

享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）　

一
点
（
本
項
タ
イ
ト
ル
画
像
）

　
　

御
救
地
と
い
う
の
は
、
築
地
町
の
漁
師
と
魚
売
り
の
困
窮

者
を
救
済
す
る
基
金
に
、
そ
の
土
地
に
家
を
建
て
た
者
か
ら

集
め
た
地
代
銀
等
を
充
て
る
こ
と
を
、
尼
崎
藩
が
許
可
し
た

土
地
で
す
。
享
保
九
年
と
一
〇
年
に
、
町
の
浜
側
に
あ
っ
た

空
き
地
五
か
所
が
指
定
さ
れ
、
基
金
の
運
営
は
町
役
人
に
任

さ
れ
ま
し
た
。
絵
図
は
御
救
地
を
色
分
け
し
て
示
す
と
と
も

に
、
道
筋
を
は
さ
ん
で
御
救
地
と
向
か
い
合
う
家
々
の
町
並

み
を
描
い
て
お
り
、
実
測
図
で
は
な
く
見
取
図
で
す
。
町
屋

に
加
え
て
小
島
町
往
還
沿
い
の
「
渡
海
番
所
」
や
、
大
黒
橋

詰
の
「
高こ

う
さ
つ札
場ば

」
と
い
っ
た
、
他
の
文
字
史
料
に
は
記
録
さ

れ
な
い
町
の
施
設
の
情
報
が
得
ら
れ
貴
重
で
す
。

○
「
築
地
町
絵
図
（
古
地
間
数
改
め
絵
図
）」

　

明
和
五
年
（
一
七
六
八
）　

一
点

　
　

古
地
（
開
発
当
初
の
土
地
）
の
東
西
・
南
北
等
の
間
数
を

記
し
た
帳
面
を
紛
失
し
た
た
め
、
尼
崎
藩
が
六
尺
五
寸
（
一

間
）
竿
で
計
測
し
、
先
の
城
主
青
山
家
か
ら
到
来
し
た
絵
図

と
照
合
し
た
結
果
を
記
入
し
た
絵
図
で
す
。

○
「
明
和
五
年
改
新
屋
敷
・
替
え
屋
敷
絵
図
（
沽
券
図
）」

　

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）　

一
点

　
　
「
区
分
見
取
図
」（
図
４
）
の
七
番
区
画
に
あ
っ
た
新
屋
敷
・

替
え
屋
敷
の
沽
券
図
で
す
。
明
和
五
年
作
成
の
こ
の
区
画
の

絵
図
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
に
な
っ
て
土
地
の
境
界
が
「
混

雑
」
し
て
き
た
の
で
絵
図
を
新
調
し
た
と
あ
り
、
名
主
伊
兵

衛
以
下
組
頭
八
人
・
惣
代
一
人
の
名
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

縮
尺
六
百
分
の
一
の
実
測
図
で
す
。

（図4）「築地町絵図（区分沽券
図）」の区分見取り図

　　小島町分の「壱番」区分図
は失われ、 「弐番」から「十七
番」までの区分図が現存して
います。
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史
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別
所
村　
市
教
育
委
員
会
所
蔵
絵
図
一
点
が
残
っ
て
い
ま
す
。

○
「
別
所
村
絵
図
」
年
未
詳　

一
点

　
　

絵
図
は
表
紙
を
つ
け
て
折
り
本
形
式
で
保
存
さ
れ
て
お

り
、
表
紙
に
は
「
摂
州
尼
崎
川
辺
郡　

別
所
村
図　

東
京
街

木
村
□
□
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。『
尼
崎
市
史
』
第
五

巻
に
「
別
所
村
町
並
み
」（
所
有
者
名
別
表
）
と
し
て
、
同
じ

絵
図
の
別
本
に
も
と
づ
く
解
読
図
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

屋
敷
地
ご
と
の
所
有
者
名
と
石
高
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

空
白
の
区
画
も
あ
り
ま
す
。
別
所
村
の
屋
敷
地
は
宮
町
・
中

在
家
町
の
町
並
み
の
続
き
に
あ
り
ま
す
が
、
行
政
上
は
城
下

町
で
は
な
く
村
の
扱
い
で
し
た
。
こ
の
た
め
屋
敷
地
も
、
他

の
町
絵
図
の
よ
う
に
間
口
・
奥
行
表
示
で
は
な
く
、
石
高
で

表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
別
所
村
に
つ
い
て
は
、
土
地
・
貢
租

あ
る
い
は
村
政
に
関
す
る
内
容
を
記
し
た
絵
図
と
比
較
対
照

で
き
る
村
の
文
書
が
な
く
、
こ
の
村
絵
図
に
つ
い
て
の
研
究

は
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。

　
町
絵
図
の
保
存
・
活
用　
以
上
、
現
存
し
て
い
る
尼
崎
城
下

の
町
場
の
町
絵
図
を
取
り
あ
げ
、
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
地
域

研
究
史
料
館
及
び
市
教
育
委
員
会
以
外
の
機
関
が
、
尼
崎
城
下

の
町
絵
図
を
保
存
し
て
い
る
事
例
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
で

き
て
い
ま
せ
ん
。

　

保
存
・
活
用
に
あ
た
っ
て
は
、
前
項
の
村
絵
図
と
同
様
に
、

破
損
や
劣
化
を
防
ぐ
慎
重
な
扱
い
に
留
意
し
、
再
現
性
の
高
い

複
製
を
用
意
し
て
利
用
に
供
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
本

稿
に
紹
介
し
た
情
報
を
参
考
に
し
て
、
関
連
す
る
文
字
記
録
の

文
書
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
と
つ
き
合
わ
せ
る
こ

と
で
、
多
様
な
城
下
町
研
究
が
進
展
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

　
絵
図
解
読
と
家
並
み
復
元　
「
中
在
家
町
町
絵
図
」（
地
域
研

究
史
料
館
所
蔵
、
梶
広
子
氏
文
書
）
は
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

の
中
在
家
町
の
土
地
所
有
を
一
筆
ご
と
に
知
る
こ
と
が
で
き
る

貴
重
な
記
録
で
す
。
と
り
わ
け
所
有
者
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
先
祖
調
べ
な
ど
に
大
い
に
有
効
で
す
。

　

た
だ
、
こ
の
史
料
は
、
区
画
を
書
冊
二
冊
の
各
丁
に
分
割
し

て
記
し
て
い
る
た
め
、
絵
図
に
描
か
れ
た
町
全
体
を
見
渡
し
て

調
べ
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
く
、
調
査
・
研
究
に
活
か
す
こ
と

が
き
わ
め
て
困
難
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
分
割
し
て
描
か
れ
て
い
る
区
画
図
を
文
字
情
報
ご

と
翻
刻
し
て
つ
な
ぎ
、一
枚
の
「
中
在
家
町
町
並
み
復
元
絵
図
」

を
作
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
思
い
つ

い
た
の
は
、
史
料
館
の
自
主
グ
ル
ー
プ
「
尼
崎
の
近
世
古
文
書

を
楽
し
む
会
」
の
会
員
で
あ
り
、
中
在
家
町
に
つ
い
て
熱
心
に

調
べ
る
島
原
典
子
氏
で
す
。
同
じ
く
会
員
で
あ
る
公く

で手
博
氏
が

作
業
を
引
き
受
け
、
平
成
一
二
年
九
月
か
ら
翌
一
三
年
四
月
ま

で
約
八
か
月
間
、
毎
日
の
よ
う
に
史
料
館
に
通
っ
て
は
町
絵
図

原
本
を
閲
覧
し
、
区
画
ご
と
に
書
き
起
こ
し
ま
し
た
。

　

絵
図
で
は
路
地
や
水
路
な
ど
が
省
略
さ
れ
て
い
る
た
め
、
区

画
単
位
で
復
元
す
る
と
個
々
の
屋
敷
の
間
口
合
計
と
区
画
の
間

口
間
数
が
合
わ
ず
、
島
原
氏
と
公
手
氏
は
現
地
調
査
し
て
確
認

す
る
な
ど
、
苦
労
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
お
ふ
た

り
の
献
身
的
な
作
業
を
経
て
、
区
画
図
を
貼
り
合
わ
せ
た
一
枚

の
手
書
き
復
元
図
が
完
成
し
ま
し
た
。

　

神
戸
大
学
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
化　

完
成
し
た
復
元
図
は
、

さ
っ
そ
く
平
成
一
三
年
五
月
の
『
尼
崎
市
史
』
を
読
む
会
第
七

六
回
例
会
で
披
露
す
る
な
ど
、
機
会
を
見
つ
け
て
公
開
し
ま
し

た
。
す
る
と
、
尼
崎
城
下
の
歴
史
に
関
心
を
持
つ
多
く
の
市
民

の
方
の
注
目
を
集
め
、
と
り
わ
け
中
在
家
町
在
住
な
い
し
出
身

の
方
々
が
、
ご
自
身
の
ご
先
祖
を
探
し
て
食
い
入
る
よ
う
に
ご

覧
に
な
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。

　

こ
う
い
っ
た
反
響
を
ふ
ま
え
て
、
次
に
は
さ
ら
に
活
用
し
や

す
く
す
る
た
め
、
神
戸
大
学
文
学
部
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
（
現

神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
）
の
協
力
を

得
て
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
を
行
な
い
ま
し
た
。
同
大
学
院
に

在
籍
し
地
理
学
を
専
攻
す
る
松
田
敦
志
氏
が
デ
ー
タ
化
を
担
当

し
、
将
来
的
な
ウ
ェ
ブ
公
開
を
念
頭
に
、
区
画
ご
と
に
分
割
し

た
図
面
デ
ー
タ
を
作
成
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
平

成
一
七
年
、「
中
在
家
町
町
並
み
復
元
絵
図
」
の
デ
ジ
タ
ル
化

が
完
成
し
ま
し
た
。
今
後
は
ウ
ェ
ブ
公
開
な
ど
、
史
料
館
と
し

て
さ
ら
な
る
活
用
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
く
予
定
で
す
。

〔
参
考
文
献
〕

中
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絵
図
復
元
グ
ル
ー
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の
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地
域
史
研
究
』
第
三
一
巻
第
二
号
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二
〇
〇
一
・
一
二
）

中
村
光
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「
尼
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城
下
中
在
家
町
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並
み
復
元
絵
図
の
デ
ジ
タ
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化
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史
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化
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域
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形
成

の
た
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連
携
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〇
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〇
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）
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史
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執
筆
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地
域
研
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館
（
担
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「中在家町町絵図」慶応2年　上下2冊　いずれも天地32.3cm、左右23.8cm、厚さ2.4cm

「中在家町町並み復元絵図」デジタルデータ
　全体図（下）の区画番号をクリックすると、区画の復元図（上）
が表示される。
　短冊形の屋敷地が背中合わせで２列に並び、東西道路の両側に
面して表口をもつ町並みが形成されていることがわかる。
　括弧書きは付

ふ せ ん

箋に記載された内容。

　
城
下
絵
図
と
は　
城
郭
を
中
心
に
、
武
家
地
・
町
人
地
・
寺

社
地
な
ど
城
下
町
の
都
市
域
を
描
い
た
近
世
絵
図
を
、
一
般
に

城
下
絵
図
と
い
い
ま
す
。
江
戸
や
大
坂
・
金
沢
な
ど
の
大
城
下

町
で
は
版
本
の
絵
図
も
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
尼
崎
城
下
の

絵
図
で
現
存
す
る
も
の
は
す
べ
て
手
描
き
絵
図
で
す
。
城
下
絵

図
に
は
、
城
郭
内
部
を
描
か
ず
空
白
に
す
る
も
の
と
、
城
の
構

造
や
施
設
ま
で
描
く
も
の
が
あ
り
、
前
者
を
城
下
町
絵
図
、
後

者
を
城
郭
絵
図
と
区
別
し
て
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
城
郭
を
含
む
城
下
全
域
を
描
い
た
図
を
「
城
下
絵

図
」
と
し
、
次
頁
に
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
尼
崎
城
下
絵
図
の

一
覧
表
を
掲
載
し
ま
し
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、
城
郭
部
分
の
み

を
描
い
た
図
に
つ
い
て
は
、本
章
第
三
節
〈
実
践
編
〉
2
の
「
尼

崎
城
絵
図
の
研
究
」
で
ふ
れ
る
こ
と
に
し
ま
す
。
ま
た
、
町
人

地
の
屋
敷
割
図
で
あ
る
「
沽こ

け
ん券
図
」
に
つ
い
て
は
、本
節
７
「
町

絵
図
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
城
下
絵
図
の
種
類　
城
下
絵
図
は
、
作
成
目
的
に
よ
っ
て
、

幕
府
へ
の
提
出
用
図
（
幕
用
図
）
と
藩
庁
内
で
の
利
用
図
（
藩

用
図
）
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
尼
崎
城
下
の
場
合
「
正
保
城
絵

図（１
）」
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
幕
用
図
と
確
定
で
き
る
城
下
絵
図
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
城
郭
絵
図
に
は
大
波
や
地
震
に
よ
る
櫓や

ぐ
らや
石

垣
の
破
損
修
復
を
願
い
出
た
幕
用
図
が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
藩
用
図
は
、
作
成
目
的
に
よ
っ
て
さ
ら
に
①
城
下
町

建
設
や
築
城
に
際
し
た
計
画
図
、
②
作
戦
用
図
、
③
屋
敷
割
図
、

④
都
市
改
造
計
画
用
図
、
⑤
町
政
用
図
、
と
い
う
五
種
類
に
細

分
さ
れ
ま
す
。
尼
崎
城
下
の
場
合
、
現
存
す
る
多
く
は
都
市
管

理
の
た
め
の
絵
図
で
、
③
屋
敷
割
図
と
⑤
町
政
用
図
の
要
素
を

有
す
る
も
の
で
す
。
と
く
に
③
屋
敷
割
図
は
、
戸
田
氏
時
代
の

寛
永
一
二
年
図
（
一
六
一
五
、
図
２
・
表
３
図
）
を
は
じ
め
、
青

山
氏
時
代
の
も
の
が
幸よ

し
と
し利
の
代
（
図
４
・
表
６
図
）、
幸よ
し
ま
さ督
の
代

（
表
11
図
）、
幸よ
し
ひ
で秀
の
代
（
図
６
・
表
12
図
）
の
三
種
類
、
松
平
氏

時
代
が
三
種
類
（
表
13
図
・
14
図
・
19
図
）
と
各
藩
主
家
ご
と
の

絵
図
が
残
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
絵
図
に
屋
敷
拝

領
者
と
し
て
姓
名
が
記
さ
れ
る
の
は
上
中
級
家
臣
、
士
分
の
武

家
屋
敷
だ
け
で
、
足
軽
や
水か

こ主
な
ど
軽
輩
の
者
が
住
む
長
屋
に

は
姓
名
記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

以
下
、
時
代
を
追
っ
て
、
現
存
す
る
尼
崎
城
下
絵
図
の
概
略

を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

　
近
世
初
頭
の
絵
図　
都
市
と
し
て
の
尼
崎
町
全
体
を
描
い
た

絵
図
は
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
に
戸
田
氏う
じ
か
ね鉄
が
開
始
す
る

近
世
尼
崎
城
築
城
に
と
も
な
い
、
城
下
町
が
整
備
さ
れ
た
後
の

も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。
中
世
に
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
文

明
五
年
（
一
四
七
三
）
の
「
大
内
政
弘
感
状
写
」（
萩
藩
閥
閲
録
、

『
尼
崎
市
史
』
第
四
巻
）
に
大だ
い
も
つ物
城
が
現
れ
、
こ
れ
以
降
は
大
永

六
年
（
一
五
二
六
）
の
細
川
高
国
に
よ
る
尼
崎
城
築
城
、
天
正

年
間
（
一
五
七
〇
年
代
後
半
）
の
荒
木
村
重
嫡
男
・
村
次
の
尼
崎

城
在
城
、
豊
臣
氏
支
配
下
の
尼
崎
郡
代
と
し
て
尼
崎
城
に
拠
る

建た
け
べ部
氏
が
戸
田
氏
の
入
部
ま
で
在
城
と
、
戦
国
時
代
後
半
か
ら

近
世
初
頭
の
記
録
に
旧
尼
崎
城
が
登
場
し
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
時
代
の
尼
崎
城
に
関
連
す
る
絵
図
は
現
存
し
て
い
ま

せ
ん
。
近
世
尼
崎
城
の
北
東
、
大
物
の
西
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
中
世
尼
崎
城
が
、
城
下
を
形
成
し
て
い
た
の
か
否
か
と

い
っ
た
こ
と
も
判
明
し
て
い
ま
せ
ん
。

  

現
在
確
認
で
き
る
最
古
の
尼
崎
城
下
絵
図
は
、寛
永
年
間
（
一

六
二
四
～
四
四
）
初
期
の
頃
に
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
摂

州
尼
ヶ
崎
城
之
図
」（
図
１
、
表
１
図
）
で
す
。
こ
れ
を
含
め
て

表
５
図
ま
で
は
、
築
地
町
が
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
築
地
町
は

青
山
氏
入
部
後
の
承
応
元
年（
一
六
五
二
）に
造
成
が
計
画
さ
れ
、

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
完
成
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
表
５

図
ま
で
が
築
地
町
建
設
以
前
、
戸
田
氏
時
代
な
い
し
青
山
氏
時

代
初
期
の
絵
図
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

- 114 -- 115 -

第
Ⅲ
部
第
四
章
「
尼
崎
の
近
世
」
第
二
節
〈
史
料
編
〉

第
Ⅲ
部
第
四
章
「
尼
崎
の
近
世
」
第
二
節
〈
史
料
編
〉

第
Ⅲ
部
第
四
章
「
尼
崎
の
近
世
」
第
二
節
〈
史
料
編
〉

城
下
絵
図

第
二
節
〈
史
料
編
〉
８

「
寛
永
十
二
年
亥
八
月
二
日
摂
州
尼
ヶ
崎
城
詳
図
」（
大
垣
市
立
図

書
館
所
蔵
、
図
２
・
表
３
図
）
の
う
ち
「
古
城
」
と
記
さ
れ
た
部

分
。
戦
国
時
代
の
尼
崎
城
が
近
世
尼
崎
城
地
の
北
東
、
大だ
い
も
つ物
町
の

西
側
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
若
宮
」が
現
在
の
大お
お
も
の
ぬ
し

物
主
神
社
。



（表）尼崎城下絵図一覧

番号 史料名 彩色・墨引 史料サイズ
（cm） 収蔵機関・文書群名 備 考

1 摂州尼ヶ崎城之図 彩色 東西93
南北57 東京大学総合図書館

3の寛永12年図では下屋敷が描かれる
場所に「花畠」とあることから寛永年
間（1624 ～ 44）初期作成と推定

2 摂津尼崎城図 彩色 東西72
南北72

東京大学史料編纂所
内務省引継地図

3 寛永十二年亥八月二日
摂州尼ヶ崎城詳図 彩色 東西152

南北80 大垣市立図書館
寛永12年（1635）作成、戸田氏の大
垣転封直前の状態を記す、『尼崎市史』
第13巻口絵掲載（部分）

4
寛永十二年尼崎城詳図

（摂州河辺郡尼ヶ崎城詳
図）

彩色 東西153.7
南北77.3 尼崎市教育委員会 寛永12年（1635）作成

3図の控えまたは写しと考えられる

5 摂州尼崎図 彩色 東西60
南北28

岡山大学附属図書館
池田家文庫

6 寛文七年頃尼崎城下絵図 不明 不明 大阪市　個人所蔵
寛文7年（1667）頃作成と推定、静
嘉堂文庫がほぼ同じ構図で屋敷割と寺
名記載がない絵図を所蔵している

7 寛文十年頃尼崎城下絵図 彩色 東西195
南北126

尼崎市立地域研究史料館寄託
加地泰雄氏文書 寛文10年（1670）頃作成と推定

8 尼崎城下絵図 彩色 東西197
南北165 尼崎市教育委員会

「尼崎城及び城下関係指定資料目録」7、
7図と同じ実測図だが、彩色の色合い
が異なる

9 元禄頃尼崎城下絵図 彩色 東西210
南北109 西本町・貴

き ふ ね

布禰神社
7図に葭島の形状変化など追記した実
測図

『日本城下町絵図集』近畿篇（昭和礼
文社、昭和57年）収録

10 諸国当城之図　摂津尼崎 彩色 東西40.2
南北27.7

広島市立図書館
浅野文庫

簡略化された見取図、海の砂
さ す

州形状が
9図と一致

11 青山幸
よしまさ

督様時代尼崎藩家
中屋敷図 墨引 東西（長）

南北
尼崎市立地域研究史料館
橋本治左衛門氏文書（3）

貞享元年（1684）～宝永7年（1710）
の青山幸督藩主時代、城内・城周辺

12 青山大膳（幸
よしひで

秀）時代
家中屋敷絵図 彩色 東西80.8

南北39.2
尼信会館寄託
櫻井神社

宝永7年（1710）～同8年の青山幸秀
藩主時代

13 尼崎城下武家屋敷一覧之
図 彩色 東西198

南北83 尼崎市教育委員会 『尼崎市史』第5巻折込図「松平氏時
代の城下武家屋敷」原図

14 松平氏時代尼崎城下絵図 彩色 東西132
南北48

尼崎市立地域研究史料館寄託
竹内美恵子氏

『図説尼崎の歴史』には「青木兼夫氏蔵」
と前所蔵者名を記載

15 尼崎城下絵図残欠 彩色 東西76.5
南北46.5

尼崎市立地域研究史料館
内田繁氏文書 大物町・田町屋敷・庄

しょうげがわ

下川以西欠

16 尼崎城下絵図残欠 彩色 東西50
南北37

尼崎市立地域研究史料館
内田繁氏文書 庄下川以西のみ

17 寛延頃尼崎城下絵図 彩色 東西181
南北119 西本町・貴布禰神社

寛延年間（1748 ～ 51）作成と推定、『日
本城下町絵図集』近畿篇（昭和礼文社、
昭和57年）収録、本書第Ⅰ部掲載

18 尼崎城下家中屋敷町家
其他色わけ絵図 彩色 東西217

南北99 尼崎市教育委員会

19 松平氏時代尼崎藩家中
屋敷図 墨引 東西（長）

南北
尼崎市立地域研究史料館
橋本治左衛門氏文書（3）

城内・城周辺、東屋敷
武家屋敷の配置を模式図風に記録

20 尼崎城下風景図 彩色 東西243
南北72 尼崎市教育委員会

鳥
ちょうかんず

瞰図、『図説尼崎の歴史』上巻巻頭
グラビア掲載、本章第三節〈実践編〉
２の「尼崎城下風景図を読む」参照

21 摂津尼崎図 彩色 東西135
南北90

東京大学史料編纂所
内務省引継地図 明治維新期

（図 1、表 1 図）「摂州尼ヶ崎城之図」寛永初年頃　東京大学総合図書館所蔵

　現在確認されている最古の尼崎城下絵図です。
　元和3年（1617）に尼崎に入部した戸田氏鉄は、
翌元和4年に新尼崎城築城と城下町建設に着手しま
す。寛永元年が1624年なので、この絵図はその前後、
城と城下町が一応の完成をみて間もない時期の姿を描

いていると考えられます。
　後に築地町が建設される城の南の海上には葭

よし

島が描
かれ、下屋敷が設けられる松島には「花畠」、庄

しょうげがわ

下川
西方にはかつて名所とうたわれた「難

な に わ

波入江」という
名称が記されています。

（図 2、表 3 図）「寛永十二年亥八月二日摂州尼ヶ崎城詳図」大垣市立図書館所蔵

　寛永12年（1635）7月28日、尼崎藩主・戸田氏鉄は、
美濃国大垣に10万石の領地を与えられ、転封を命じ
られました。
　尼崎藩の石高は5万石でしたので、領地が倍増する
栄転でした。尼崎城と城下町を建設し、藩政の基礎を

固めるとともに、徳川大坂城築城の奉行も務めた功績
が認められてのことだったのでしょう。
　この城下絵図には、転封が決まった直後の8月2日
という日付けが記されています。大垣に移る直前の拝
領屋敷の状態を記録した、貴重な屋敷割図です。
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築
地
町
造
成
後
の
絵
図　
戸
田
氏
に
よ
る
城
下
町
建
設

以
降
、
城
下
の
構
造
が
も
っ
と
も
大
き
く
変
化
し
た
の
が

築
地
町
と
出
屋
敷
の
造
成
で
し
た
。
築
地
町
は
、
戸
田
氏

時
代
に
城
郭
内
の
南
端
を
通
っ
て
い
た
街
道
筋
を
、
城
外

に
迂
回
さ
せ
る
た
め
に
城
の
南
側
に
築
造
さ
れ
ま
し
た
。

表
６
図
以
下
が
築
地
町
造
成
以
降
の
も
の
で
、
こ
の
う
ち

表
（2
図
ま
で
が
青
山
氏
時
代
、
表
（3
図
以
下
が
松
平
氏
時

代
の
絵
図
に
な
り
ま
す
。

　

松
平
氏
時
代
の
う
ち
表
（3
～
（8
図
と
2（
図
の
七
点
は
、

城
と
城
下
町
を
ほ
ぼ
同
じ
形
に
描
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
図
を
実
見
す
る
と
、
南
北
方
向
に
比
べ
て
東
西
方
向
が

縮
小
し
て
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
本
来
正
方
形
で
あ
る
城

の
本
丸
が
縦
長
の
長
方
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

表
2（
図
が
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
な
か
で
も
っ
と
も
時

代
が
新
し
い
尼
崎
城
下
絵
図
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
明

治
維
新
期
の
絵
図
と
み
ら
れ
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に

藩
校
正
業
館
が
設
置
さ
れ
、後
に
尼
崎
第
三
尋
常
小
学
校
・

開
明
小
学
校
の
校
地
と
な
る
場
所
（
現
尼
崎
市
役
所
開
明
庁

舎
・
開
明
中
公
園
）
に
は
「
文
武
所
」、
西
本
町
・
貴き

ふ

ね
布
禰

神
社
の
北
側
に
は
「
練
兵
場
」、
城
郭
内
南
浜
の
作
事
小

屋
が
あ
っ
た
場
所
に
は「
営
繕
所
」と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

幕
末
か
ら
明
治
維
新
期
に
か
け
て
、
尼
崎
藩
が
時
代
の
変

化
に
応
じ
て
新
た
な
施
設
を
設
け
、
あ
る
い
は
従
来
の
組

織
や
施
設
を
改
組
し
て
い
っ
た
様
子
の
一
端
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
絵
図
の
う
ち
表
（7
図
は
、
本
書
第
Ⅰ

部
に
「
尼
崎
城
下
絵
図 

寛
延
頃 

西
本ほ
ん
ま
ち町
・
貴き

ふ

ね
布
禰
神
社
」

と
し
て
図
版
を
掲
載
し
ま
し
た
。
ま
た
、
南
方
海
上
か
ら

城
下
を
俯
瞰
す
る
視
点
で
描
か
れ
た
表
21
図
「
尼
崎
城
下

風
景
図
」
は
、
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
刊
行
の
『
図

　近世の絵図には、測量にもとづかず概略を描いた「見取図」と、実測を行ない縮尺を「一
分
ぶ

一間
けん

」（1/600）などと明示する「分
ぶんけん

間図
ず

」があります。この図は近世初期の尼崎城と
周辺を描いた、もっとも概略的な「見取図」の例といえます。
　城郭や城下は抽象化した図形として描かれる一方で、街道が城内を通過する通路や、そ
こから見える堀や櫓の数、橋の位置などは詳細に描かれます。「城の東西は田・堀切・小
堀が数多く、騎乗して気やすく通ることがむずかしい場所ばかりである」などと、地形や
道の広狭、攻め易い方角など戦を想定したかのような注記が記されています。
　こういった記載内容に加えて、池田家文庫にこの絵図が伝わったという事実から、岡山
藩池田家が参勤交代時に尼崎城下を通過する際の心覚えとして、作成したものと考えられ
ます。築地町が造成され街道が城外に迂回する以前の、城郭内を街道が通っていた時代で
すから、通過する他藩が感じる緊張感は、かなりのものであったと推察されます。
　藩用図の5分類のうち、②作戦用図に近い性格の絵図とみることができます。

（図 3、表 5 図）「摂州尼崎図」岡山大学附属図書館池田家文庫所蔵

説
尼
崎
の
歴
史
』
上
巻
巻
頭
グ
ラ
ビ
ア
に
図
版
を
掲
載
し

て
い
る
の
に
加
え
て
、本
章
第
三
節
〈
実
践
編
〉
２
の
「
尼

崎
城
下
風
景
図
を
読
む
」
が
、
描
か
れ
た
内
容
や
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
情
報
に
つ
い
て
く
わ
し
く
解
説
し
て
い

ま
す
。
江
戸
時
代
の
尼
崎
城
下
の
細
部
を
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル

に
記
録
し
た
も
の
と
し
て
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
唯
一

の
絵
図
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
お
わ
り
に　
以
上
、
時
代
を
追
っ
て
、
確
認
さ
れ
て

い
る
尼
崎
城
下
絵
図
に
つ
い
て
解
説
し
て
き
ま
し
た
。
一

覧
表
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、城
下
絵
図
の
所
蔵
機
関
は
、

尼
崎
市
外
の
機
関
や
個
人
を
含
め
て
多
種
多
様
で
あ
り
、

各
絵
図
の
公
開
状
況
や
利
用
条
件
も
異
な
り
ま
す
。
地
域

研
究
史
料
館
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
絵
図
の
複
製
画
像
を
所

蔵
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
外
部
提
供
や
一
般
利
用
に

つ
い
て
は
、
絵
図
原
本
所
蔵
機
関
の
許
諾
が
必
要
な
も
の

も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
城
下
絵
図
を
活
用
し
て
の
調
査
・
研
究
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
利
用
方
法
等
に
つ
い
て
地
域
研
究
史
料
館

に
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

〔
注
〕

（
１
）
正
保
年
間
（
一
六
四
四
～
四
八
）
に
、
各
藩
が
幕
府

の
命
に
よ
り
国
絵
図
と
と
も
に
献
上
し
た
城
下
絵
図
。
幕

府
の
紅
葉
山
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
、
現
在
は
六
三
鋪ほ

が
国
立

公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

〔
参
考
文
献
〕

　

杉
本
史
子
ほ
か
編
『
絵
図
学
入
門
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
一

（図４、表６図）「寛文七年頃尼崎城下絵図」大阪市　個人所蔵
　『尼崎市史』編集当時に、市史編修室が調査した個
人蔵の屋敷割図です。現在はモノクロ複製の写真版の
みが残っており、所蔵者や絵図のサイズなどの情報を
確かめることができません。
　この絵図の作成年代は、絵図に描かれた内容から推
測することができます。まず、寛文4年（1664）に
完成した築地町が、すでに町場の区画として造成後の
姿が描かれています。よって、それ以降に作成された
絵図であると推定することができます。
　一方、城下の西端を見ると、後の竹

た け や

谷御門の位置に
加えて寺町の西側、西屋敷の北西にも町の外に出る門
と道筋があります。
　戸田氏時代の寛永12年図（図2）に描かれている
とおり、尼崎城下建設当初、城下の西に通じる街道筋

は、西屋敷の北西から曲線を描いて西に向かっていま
した。それが竹谷御門の筋に変更になるのは、寛文9
年に城下町の西側、竹谷新田地内に出屋敷が建設され
て以降のことになります。竹谷御門を通って城下町の
外に出た街道筋は、北に向かって鉤

かぎ

の手状の出屋敷の
町場を通り抜け、西に向かう道筋をとるようになりま
す。新たに設けられた出屋敷は城下宮町の飛び地とい
う扱いになり、宮町新家とも呼ばれました。
　この絵図に、南北２か所の門と道筋が描かれている
のは、出屋敷が建設され街道筋が付け替えられる過渡
期の様子を記録したものと考えられます。
　以上のことから、この絵図の作成年代は、築地町が
完成する寛文4年と出屋敷が完成する寛文9年の間、
寛文7年前後と推定されます。

（
こ
の
部
分
は
、
図
の
左
脇
に
道
程
を
文
字
で
記
し
た
部
分
を
拡
大
し
て
表
示
し
ま
し
た
）
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〔
執
筆
者
〕
地
域
研
究
史
料
館
（
担
当　

中な
か
む
ら村
光み
つ
お夫
）
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　この絵図は、「二間
けん

一分
ぶ

」の縮尺で描かれた実測図
です。尺貫法で「分」は約3.0303mmにあたり、1
間＝6尺＝60寸＝600分になります。よって「二間
一分」は、1,200分を1分として描く縮尺1/1,200を
意味します。
　絵図の裏面には、「尼崎番町之所持」と記されてい
ます。尼崎城下八町の町人町が当番として、持ち回り
で保管していたものとみられます。藩用図の5分類の
うち、③屋敷割図にみられる武家屋敷の拝領者名は記
されておらず、城下全体の実測図として民政用に利用

された⑤町政用図の性格を持つ絵図です。
　その一方で、この絵図には築地町と出屋敷の建設の
様子が記録されており、厳密な意味での①計画図とは
言えないものの、これに類する絵図としての性格も
持っています。
　表8図・9図・10図のように、この絵図あるいはも
とになった絵図から派生したとみられる絵図が複数枚
残っています。汎用性を持つ城下絵図として作成され、
時代とともに改訂しつつ書き写され、多様な主体がそ
れぞれの用途に使用した絵図であるとも考えられます。

出屋敷の築造を描いた部分 築地町の築造を描いた部分

（図６、表12図）「青山大膳（幸
よしひで

秀）時代家中屋敷絵図」
宝暦7 ～ 8年（1710 ～ 11）　櫻井神社所蔵、尼信会館寄託

　青山氏時代末期の屋敷割図です。
　屋敷割図は作成年代が記されていないものも多く、
記される屋敷拝領者名は代々襲名が多いため、必ずし
も年代特定の決め手にはなりません。
　この絵図は、「青山大

だいぜんのすけ

膳 亮様尼崎御居城之節御家中
屋敷図並 性

（ママ）

名附」という注書きが記されています。
尼崎藩主を務めた青山家代々のうち、大膳亮を名乗っ
たのは青山尼崎藩第2代の幸

よしとし

利と第4代の幸秀のふた
りなので、いずれかの時代ということになります。
　次に、この絵図に記された屋敷拝領者名を見ていく
と、「中泉元節」という藩士の名前を見つけることが

できました。地域研究史料館が構築・公開する尼崎藩
家臣団データベース「分

ぶ げ ん

限」を検索すると、元節は宝
永5年に辻姓から中泉姓に改姓しています。このこと
から、絵図は宝永5年以降のものと考えられ、ふたり
の藩主の年代とつき合わせることで、幸秀時代のもの
と特定することができました。
　しかも幸秀は、宝永7年10月16日に家督を継ぎ、
明けて宝永8年2月11日には早くも信濃国飯

いいやま

山に転
封しています。よってこの絵図の作成年代は、幸秀が
尼崎藩主であった宝永7年末から8年初頭のわずか４
か月の期間まで絞り込むことができます。

城下絵図に描かれた城下の施設
　城下絵図には、道路、堀、河川、橋、寺社、高

こうさつ

札場
ば

、火の見櫓といっ
た、さまざまな城下の施設が描かれました。東西の街道出入り口にあ
たる北口御門（大物町）と竹谷御門（別所村）、町々の境に設けられ
た木戸や柵なども多くの絵図に登場しています。
　上の図（図2、表3図の部分）には別所浜の船荷揚げ降ろし場であ
る石岸

が ん ぎ

木（雁木）、右の図（図4、表6図の部分）の下方には港口「大
船入口」と船手番所が描かれています。いずれも港町として不可欠な
施設であり、図2には辰巳の船渡し場や風呂辻町長

ぢょうおんじ

遠寺浜及び大物浜
から大坂への渡海船乗り場なども見ることができます。
　また、火の見櫓と町屋のなかに所在する寺社は、松平氏時代のほぼ
すべての絵図に描かれています。

（図５、表 7 図）「寛文十年頃尼崎城下絵図」尼崎市立地域研究史料館寄託、加地泰雄氏文書
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近
世
史
研
究
の
基
本
文
献

第
二
節
〈
史
料
編
〉
９

　

近
世
史
を
調
べ
よ
う
と
す
る
場
合
、
本
節
で
紹
介
し
て
き
た

古
文
書
や
絵
図
と
い
っ
た
原
史
料
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
刊
行
物
を

組
み
合
わ
せ
て
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
こ
こ
で
は

多
種
多
様
な
刊
行
物
の
う
ち
、
尼
崎
市
域
の
村
や
尼
崎
藩
な
ど

に
つ
い
て
調
べ
る
際
よ
く
利
用
さ
れ
る
基
本
的
な
文
献
を
紹
介

し
ま
す
。
な
お
本
節
の
他
の
項
目
に
も
各
分
野
の
参
考
文
献
を

紹
介
し
て
い
る
の
で
、こ
れ
ら
も
あ
わ
せ
て
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
御お

ふ
れ
が
き

触
書
集し
ゅ
う
せ
い成　

○
『
御
触
書
寛
保
集
成
』『
御
触
書
宝
暦
集
成
』『
御
触
書
天

明
集
成
』『
御
触
書
天
保
集
成
』
高
柳
真
三
・
石
井
良
助
編
、

岩
波
書
店
、
一
九
三
四
～
一
九
四
一

○
『
幕
末
御
触
書
集
成
』
六
巻
・
別
巻
二
、
石
井
良
助
・
服
藤

弘
司
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
～
一
九
九
七

　

触ふ
れ

は
、
支
配
者
が
法
令
や
規
則
を
広
く
民
衆
に
公
布
し
た
も

の
で
す
。
現
尼
崎
市
域
に
お
い
て
出
さ
れ
た
触
は
、
尼
崎
藩
な

ど
市
域
に
領
地
を
持
つ
諸
領
主
が
出
し
た
も
の
と
、
大
坂
町
奉

行
な
ど
を
通
し
て
出
さ
れ
た
幕
府
の
触
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

ら
は
、
幕
府
法
令
や
領
主
の
支
配
に
つ
い
て
具
体
的
に
知
る
た

め
の
、
基
本
的
な
史
料
と
な
り
ま
す
。
村
役
人
が
実
務
上
の
必

要
か
ら
触
を
記
録
し
て
お
り
、
そ
れ
が
村
の
文
書
に
触ふ

れ
ど
め
ち
ょ
う

留
帳
・

御ご
よ
う用
留ど
め

と
い
っ
た
名
称
で
残
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

文
書
に
よ
り
触
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
う
い
っ
た
村
の
文
書
に
残
る
触
は
、
必
ず
し
も

出
さ
れ
た
も
の
す
べ
て
が
記
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
出
さ
れ
た
触
を
網
羅
的
・
系
統
的
に
調
べ
る
に
は
、
幕

府
の
法
令
集
で
あ
る
「
御
触
書
集
成
」
を
調
べ
る
の
が
有
効
で

す
。
徳
川
吉
宗
が
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
幕
府
評
定
所
に

編
さ
ん
さ
せ
た
法
令
集
に
続
い
て
、
宝
暦
・
天
明
・
天
保
期
に

法
令
集
が
編
さ
ん
さ
れ
ま
し
た
。さ
ら
に
幕
末
期
に
つ
い
て
も
、

近
年
『
幕
末
御
触
書
集
成
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
大
坂
町
奉
行
所
を
通
じ
て
支
配
地
の
畿
内
村
々
に
出

さ
れ
た
触
や
口こ

う
た
つ達
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
『
大
阪
市
史
』
第
三
巻
・
第
四
巻
上
下
、
大
阪
市
、
一
九
一

一
～
一
九
一
三

○
『
大
阪
編
年
史
』
全
二
七
巻
、
大
阪
市
史
編
集
室
編
、
大
阪

市
立
中
央
図
書
館
、
一
九
六
七
～
七
九

　
家
譜
・
系
図
・
家
臣
団
史
料　

○
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
全
一
五
巻
・
索
引
二
、
続
群
書
類
従

完
成
会
、
一
九
八
〇
～
一
九
九
七

○
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
全
二
二
巻
・
索
引
四
・
家
紋
編
一
、

続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
四
～
一
九
六
七
、
一
九
九
二

○
内
閣
文
庫
影
印
叢
刊
『
譜
牒
餘
録
』
全
三
巻
、
国
立
公
文
書

館
内
閣
文
庫
、
一
九
七
三
～
一
九
七
五

　

大
名
・
旗
本
各
家
の
系
図
や
経
歴
を
知
る
た
め
の
基
本
的
な

史
料
と
し
て
、『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』（
寛
永
二
〇
年
―
一
六
四

三
―
完
成
）、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
文
化
九
年
―
一
八
一
二
―
完

成
）
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
幕
府
が
大
名
・
旗
本
各
家
に

命
じ
て
提
出
さ
せ
た
家
譜
を
も
と
に
、
編
さ
ん
さ
れ
た
も
の
で

す
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
は
、そ
の
名
の
と
お
り
寛
政
期
（
一

七
八
九
～
一
八
〇
一
）
ま
で
の
多
く
の
系
譜
を
収
め
た
も
の
で
、

尼
崎
藩
を
は
じ
め
と
す
る
現
市
域
の
諸
領
主
と
、
そ
の
家
族
に

つ
い
て
調
べ
る
際
に
参
考
と
な
り
ま
す
。
ま
た
『
譜
牒
餘
録
』

（
寛
政
一
一
年
完
成
）
は
、
天
和
～
貞
享
期
に
幕
府
に
提
出
さ
れ

た
各
家
の
由
緒
に
つ
い
て
の
書
き
上
げ
を
写
し
た
も
の
で
、『
寛

政
重
修
諸
家
譜
』
の
も
と
に
な
っ
た
史
料
で
す
。『
尼
崎
市
史
』

第
五
巻
に
『
譜
牒
餘
録
』
収
録
の
建た

け
べ部
政
長
と
戸
田
家
の
家
譜

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
（
表
）
に
掲
載
し
た
家
譜
・
系
図
類
が
あ
り
、
多

く
は
『
尼
崎
市
史
』
を
は
じ
め
自
治
体
史
類
に
翻
刻
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
家
譜
・
系
図
類
に
は
、
幕
府
に
提
出
さ
れ
た

公
式
記
録
に
は
必
ず
し
も
記
載
さ
れ
な
い
情
報
、
た
と
え
ば
藩

主
や
そ
の
家
族
の
生
没
年
・
幼
名
・
親
子
兄
弟
関
係
に
関
す
る

記
述
等
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
尼
崎
藩
主
家
の

転
封
先
、
す
な
わ
ち
戸
田
氏
が
転
封
し
た
美
濃
国
大
垣
の
『
大

垣
市
史
』
と
、
青
山
氏
が
三
度
の
転
封
の
す
え
定
着
し
た
同
国

郡ぐ
じ
ょ
う上
の
『
郡
上
八
幡
町
史
』
の
史
料
編
に
は
、
尼
崎
時
代
の
藩

主
家
の
史
料
や
、
分ぶ

げ
ん限
帳ち
ょ
う
な
ど
家
臣
団
の
史
料
が
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
ら
家
臣
団
の
家
中
分
限
類
を
網
羅
的

に
収
録
・
公
開
す
る
尼
崎
藩
家
臣
団
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
分
限
」

に
つ
い
て
は
、
本
節
５
コ
ラ
ム
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
郷ご

う
ち
ょ
う帳・
旧
高
旧
領
取
調
帳　

○
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
『
天
保
郷
帳
』（
一
）（
二
、
附
元

禄
郷
帳
）
汲
古
書
院
、
一
九
八
四　

○
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
近
畿
編
、
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
五
、

東
京
堂
出
版
再
刊
、
一
九
九
五

　

近
世
の
村
の
名
称
や
村
高
な
ど
を
調
べ
る
う
え
で
便
利
な
も

の
と
し
て
、「
郷
帳
」
や
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
と
い
っ
た
各

時
代
の
村
の
名
簿
と
い
う
べ
き
史
料
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
い
う
郷
帳
と
は
、
地じ

か
た方
三
帳
の
ひ
と
つ
と
し
て
毎
年

村
単
位
で
作
成
さ
れ
る
年
貢
元
帳
と
し
て
の
郷
帳
で
は
な
く
、

幕
府
の
勘
定
所
が
国
絵
図
と
と
も
に
編
さ
ん
し
た
国
ご
と
の
郷

帳
を
い
い
ま
す
。
年
貢
や
公
役
賦ふ

か課
の
た
め
、
幕
領
・
私
領
等

の
区
別
な
く
、
全
国
の
村
高
を
書
き
上
げ
た
基
本
台
帳
で
す
。

正
保
・
元
禄
・
天
保
の
三
回
分
が
残
っ
て
お
り
、
元
禄
・
天
保

に
つ
い
て
は
前
掲
の
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
が
あ
る
ほ
か
、

三
回
分
と
も
尼
崎
関
係
部
分
が
『
尼
崎
市
史
』
第
五
巻
・
第
六

巻
及
び
『
地
域
史
研
究
』
第
二
二
巻
第
二
号
（
一
九
九
二
・
一
二
、

岸
上
宰
士
「
摂
津
国
元
禄
郷
帳
」）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
は
、
明
治
初
年
に
全
国
の
旧
村
名
と

村
高
、
旧
領
主
に
つ
い
て
調
査
し
た
も
の
で
、
刊
行
物
へ
の
翻

刻
に
加
え
て
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、

ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
し
て
い
ま
す
。
同
館
は
歴
史
関
係
の
各
種

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
・
公
開
し
て
お
り
、
尼
崎
地
域
の
歴
史

調
査
の
際
に
も
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え

ば
「
地
域
蘭
学
者
門
人
帳
人
名
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
検
索
す
る

と
、
尼
崎
出
身
の
蘭
学
者
門
人
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
地
誌
類　

○
『
摂
陽
群
談
』
全
一
七
巻
、
岡
田
徯
志
編
、
元
禄
一
四
年

（
一
七
〇
一
）、
歴
史
図
書
社
翻
刻
刊
行
（
上
・
下
巻
）、
一

九
六
九

○
「
摂
津
志
」『
日
本
輿
地
通
志
畿
内
部
』（
五
畿
内
志
）
の
う

ち
巻
四
九
～
六
一
（
摂
津
国
）、
並
河
永
（
誠
所
）
編
、
享
保

二
〇
年
（
一
七
三
五
）、
雄
山
閣
翻
刻
刊
行
大
日
本
地
誌
大
系

34
・
35
『
五
畿
内
志
・
泉
州
志
』
全
二
巻
に
収
録
、
一
九
七
一

○
『
摂
津
名
所
図ず

え会
』
全
九
巻
一
二
冊
、
秋
里
籬り
と
う島
編
、
寛
政

八
（
一
七
九
六
）
～
一
〇
年
、
古
典
籍
刊
行
会
復
刻
刊
行
（
全

二
巻
）、
一
九
七
五

　

近
世
の
地
域
の
様
子
を
知
る
に
は
、
国
・
郡
ご
と
の
名
所
・

旧
跡
等
を
載
せ
た
地
誌
類
を
見
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。『
摂
陽

群
談
』
と
「
摂
津
志
」
は
各
郡
の
山
・
川
・
海
、
村
里
、
寺
社

旧
跡
な
ど
を
紹
介
し
た
も
の
。『
摂
津
名
所
図
会
』
は
挿
絵
入

り
の
名
所
案
内
で
す
。
後
者
に
は
現
市
域
の
猪
名
寺
、
久く

く

ち
々
知

妙
見
、
神
崎
の
渡
し
、
大だ

い
も
つ物
若
宮
、
尼
崎
城
下
、
本
興
寺
、

貴き

ふ

ね
布
禰
社
、
西
新
田
の
渡
し
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
古
典
籍
の
書
誌
目
録　

○
『
国
書
総
目
録
』
全
八
巻
・
著
者
別
索
引
一
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
三
～
一
九
七
六
、
補
訂
版
を
一
九
八
九
～
一
九
九
一

と
二
〇
〇
一
～
二
〇
〇
三
に
刊
行

○
『
古
典
籍
総
合
目
録
』
全
三
巻
、
国
文
学
研
究
資
料
館
編
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
〇

　

古
代
か
ら
幕
末
ま
で
に
日
本
人
が
著
述
・
編
さ
ん
・
翻
訳
し

た
書
籍
の
書
誌
デ
ー
タ
と
所
在
を
網
羅
的
に
掲
載
し
た
の
が
、

『
国
書
総
目
録
』
で
す
。
和
書
に
つ
い
て
調
べ
る
際
の
基
本
文

献
で
あ
り
、
書
誌
デ
ー
タ
と
し
て
は
編
著
者
・
成
立
時
期
・
書

籍
の
別
称
・
巻
冊
数
、
翻
刻
・
複
製
・
刊
行
状
況
等
を
記
録
し

て
い
ま
す
。『
古
典
籍
総
合
目
録
』
は
、
こ
れ
を
継
承
す
る
続

編
と
し
て
編
さ
ん
・
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
情
報

を
追
加
し
て
ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
し
た
の
が
、
国
文
学
研
究
資
料

館
の
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
す
。
こ
の

ほ
か
、
早
稲
田
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
大
学
図
書
館
が
、
所
蔵

す
る
古
典
籍
等
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
し
て
い

ま
す
。

　
お
わ
り
に　
以
上
、
尼
崎
地
域
の
近
世
史
を
調
べ
る
際
、

よ
く
利
用
さ
れ
る
基
本
文
献
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
れ
以
外

に
も
多
種
多
様
な
参
考
文
献
が
あ
り
ま
す
の
で
、
効
果
的
に
活

用
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
地
域
研
究
史
料
館
で
は
、
こ
の
種
の

参
考
文
献
を
可
能
な
限
り
網
羅
的
に
揃
え
る
よ
う
努
め
て
お

り
、
そ
の
多
く
を
開
架
閲
覧
室
に
備
え
て
い
ま
す
。
ど
の
文
献

を
ど
う
利
用
す
れ
ば
良
い
の
か
と
い
っ
た
ご
質
問
に
も
ス
タ
ッ

フ
が
応
じ
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

本
項
で
は
近
世
に
編
さ
ん
さ
れ
た
基
本
史
料
類
の
翻
刻
刊
本

を
中
心
に
参
考
文
献
を
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
れ
以
外
の
辞
書
・

事
典
・
字
典
・
便
覧
・
史
料
集
類
も
含
め
て
解
説
し
た
も
の
と

し
て
、次
の
論
考
が
あ
る
の
で
、あ
わ
せ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
大
国
正
美
「
尼
崎
の
近
世
史
を
調
べ
る
」（
一
）（「
シ
リ
ー
ズ

地
域
の
歴
史
を
調
べ
る
」
八
、『
地
域
史
研
究
』
第
二
五
巻
第
二
号
、

一
九
九
六
・
二
）

〔
執
筆
者
〕
地
域
研
究
史
料
館
（
担
当　

三み
う
ら
ひ
さ
よ

浦
寿
代
）

（表）尼崎郡代・代官・藩主家の主要家譜・系図類
 建部氏 「建部家系図」（個人蔵）

「建部政長事蹟覚え」（『譜牒餘録』）
 池田氏 「下間（池田）家系譜」（個人蔵）
 戸田氏 「戸田家譜」（東京大学史料編纂所所蔵）

「戸田氏光・一西・氏鉄事蹟覚え」（『譜牒餘録』）
 青山氏 「青山氏世系図（青山家系図）」（郡上市所蔵）

「青山氏御法号系」（個人像）「掌中秘鑑」（慈思寺所蔵）
　以上は『郡上八幡町史』史料編一・三に翻刻）

「青山家系抜き写し」「青山家御先祖様其外様御忌日書上げ」
（地域研究史料館寄託・加藤省吾氏文書）

桜井松平氏 「桜井松平家譜」（東京大学史料編纂所所蔵）
「桜井家代々御法号」（地域研究史料館所蔵・内田繁氏文書(1)）

青字は『尼崎市史』第５巻近世史料編上巻に翻刻（一部史料については抄録）
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